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１ 教育・保育給付の概要としくみ  

概要  

 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 の 施 行 （ 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 新 制 度 の 開 始 ） に よ

り 、 従 来 バ ラ バ ラ に 行 わ れ て い た 認 定 こ ど も 園 、 幼 稚 園 、 保 育 所 な ど に 対 す

る 財 政 支 援 の し く み を 共 通 化 し ま し た 。  

 そ の 経 緯 に よ り 創 設 さ れ た の が 「 施 設 型 給 付 」 と 「 地 域 型 保 育 給 付 」 で

す 。  

 

◎施設型給付  

認 定 こ ど も 園 、 幼 稚 園 、 保 育 所 を 対 象 と し た 財 政 支 援 で す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎地域型保育給付  

小 規 模 保 育 事 業 所 、 家 庭 的 保 育 事 業 所 、 事 業 所 内 保 育 事 業 所 、 居 宅 訪 問 型

保 育 事 業 所 を 対 象 と し た 財 政 支 援 で す 。  

 こ の ４ つ の タ イ プ の 事 業 所 は 、 市 町 村 （ ≒ 地 域 ） が 認 可 す る 事 業 な の で 、

施 設 型 給 付 と は 別 に “ 地 域 型 ” 保 育 給 付 と し て 取 り 扱 い ま す 。  

  

※ 満 3 歳 を 迎 え た 年 度 末 ま で （ ０ ～ ２ 歳 ） の 利 用 が 原 則 で す が 、 満 3 歳 を 迎 え た

年 度 を 超 え て も な お 、 受 け 入 れ 先 の 確 保 が 困 難 な 場 合 に つ い て は 、 満 ４ 歳 を 迎

え る 年 度 中 に 受 け 入 れ 先 を 確 保 す る こ と を 基 本 と し て 、 市 町 村 が や む を 得 な い

と 判 断 す る 場 合 に 限 り 、 引 き 続 き 利 用 す る こ と は 可 能 で す 。 た だ し 、 利 用 に 関

し て は 、 ３ 号 認 定 の 利 用 定 員 範 囲 内 で の 受 入 が 原 則 で す 。  

⇒これを特例給付と呼びます。  

認定こども園  

「 幼 保 連 携 型 」  

「 幼 稚 園 型 」  

「 保 育 所 型 」  

「 地 方 裁 量 型 」  

０～5 歳  

幼稚園  

※ 新 制 度 未 移 行 の 幼

稚 園 は 、 別 に 私 学 助

成 が あ り ま す 。  

 

 
３～5 歳  

保育所  

※ 私 立 保 育 所 に 対 し

て は 、「 給 付 費 」 で は

な く 「 委 託 費 」 を 支

弁 し ま す 。 ※ 後 述  

０～5 歳  

※原則０～２歳  
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教育・保育給付の支援を受ける子どもの認定区分  

 

 認 定 こ ど も 園 等 の 教 育 ・ 保 育 を 利 用 す る 子 ど も に つ い て は 、 以 下 の 3 つ

の 認 定 区 分 が 設 け ら れ 、 こ の 区 分 に 基 づ き 教 育 ・ 保 育 給 付 が 行 わ れ ま す 。 な

お 、 こ の 金 額 に つ い て は 、 施 設 ・ 事 業 者 が 代 理 受 領 す る 形 と な り ま す 。  

 

 

認 定 区 分  給 付 の 内 容  
利 用 定 員 を 設 定 し 、  

給 付 を 受 け る 施 設 区 分  

教 育 標 準 時 間 （ 1 号 ） 認 定 こ ど も  

満 3 歳 以 上 の 小 学 校 就 学 前 の 子 ど も で あ っ て 、

2 号 認 定 子 ど も 以 外 の も の  

（ 子 ど も 子 育 て 支 援 法 第 19 条 第 1 項 第 1 号 ）  

教 育 標 準 時 間  

（ ※ ）  

幼 稚 園  

認 定 こ ど も 園  

保 育 （ ２ 号 ） 認 定 こ ど も  

満 3 歳 以 上 の 小 学 校 就 学 前 の 子 ど も で あ っ

て 、 保 護 者 の 労 働 又 は 疾 病 そ の 他 の 内 閣 府 令

で 定 め る 理 由 に よ り 家 庭 に お い て 必 要 な 保 育

を 受 け る こ と が 困 難 で あ る も の  

（ 子 ど も 子 育 て 支 援 法 第 19 条 第 1 項 第 ２ 号 ）  

保 育 短 時 間  

保 育 標 準 時 間  

保 育 所  

認 定 こ ど も 園  

保 育 （ ３ 号 ） 認 定 こ ど も  

満 3 歳 未 満 の 小 学 校 就 学 前 の 子 ど も で あ っ

て 、 保 護 者 の 労 働 又 は 疾 病 そ の 他 の 内 閣 府 令

で 定 め る 理 由 に よ り 家 庭 に お い て 必 要 な 保 育

を 受 け る こ と が 困 難 で あ る も の  

（ 子 ど も 子 育 て 支 援 法 第 19 条 第 1 項 第 ３ 号 ）  

保 育 短 時 間  

保 育 標 準 時 間  

保 育 所  

認 定 こ ど も 園  

小 規 模 保 育 事 業 所 等  

※ 教 育 標 準 時 間 外 の 利 用 に つ い て は 、 一 時 預 か り 事 業 （ 幼 稚 園 型 ） 等 の 対 象 と な り ま す 。  

 

 

「○号認定こども」という呼び方の根拠は、これらの認定区分の法的根拠「子ども

子育て支援法第 19 条第 1 項第〇号」に基づきます。 
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「認可」、「認定」と「確認」について  

 施 設 や 事 業 者 が 新 制 度 に お け る 公 費 の 給 付 対 象 で あ る 「 特 定 教 育 ・ 保 育 施

設 」 ま た は 「 特 定 地 域 型 保 育 事 業 」 と し て 位 置 づ け ら れ る た め に は 、  

①児童福祉法等を根拠とする施設・事業の 「認可」、または認定こ

ども園法等を根拠とする施設の要件を満たす 「認定」  

②子ども・子育て支援法による 「確認」（第 31 条、43 条）  

 の 両 方 を 受 け る こ と が 必 要 に な り ま す 。  

 

 

 

 

 

 実 施 権 者  特 徴  

認 可  施 設 所 在 地 の 都 道 府 県  

（ 地 域 型 保 育 事 業 に 関 し て

は 市 町 村 ）  

保 育 室 の 面 積 要 件 や 給 食 設 備 等 の ハ ー

ド 面 、 保 育 士 ・ 保 育 教 諭 の 配 置 等 の ソ

フ ト 面 に つ い て 、 認 可 基 準 を 満 た し て

い る と 認 め ら れ る こ と 。  認 定  

確 認  市 町 村  

認 可 を 受 け る 施 設 に 対 し 、 市 町 村 の 子

育 て 支 援 計 画 や 近 年 の 児 童 数 の 実 態 に

即 し た 利 用 定 員 を 定 め た 上 で 、 運 営 基

準 を 満 た し て い る と 認 め ら れ る こ と 。  

 

市 が 、 施 設 型 給 付 費 の 対 象 と 「 確 認 」 す る 幼 稚 園 ・ 認 定 こ ど も 園 ・ 保 育 所

の こ と を 、 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 と い い ま す 。  

 

  

認可・認定  確認  給付の対象  
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認可定員と利用定員について  

 

 似 て い る よ う で 別 モ ノ の こ の 二 つ の 定 員 区 分 に つ い て 説 明 し ま す 。  

 ※ こ こ で は 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 の 場 合 と し て 記 載 し ま す 。  

 

・認可定員とは  

「 就 学 前 の 子 ど も に 関 す る 教 育 ・ 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法

律 施 行 規 則 第 １ ５ 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 の 運 営 に 関 す る

規 程 （ 園 則 ）」 に 記 載 さ れ て い る 利 用 定 員 の こ と で す 。  

要 は そ の 施 設 が 認 可 （ 認 定 ） さ れ る た め に 県 に 申 請 し た 定 員 の こ と で 、 面

積 要 件 や 職 員 配 置 等 に 基 づ い て 考 え る た め 、 基 本 的 に は そ の 施 設 の 最 大 受 入

能 力 の 意 味 合 い が 強 い で す 。  

実 は 「 認 可 定 員 」 と い う 言 葉 は 、 国 の 通 知 に 少 し だ け 出 て く る 程 度 で 、 ほ

と ん ど 使 用 さ れ て い ま せ ん 。  

  

・利用定員とは  

 子 ど も 子 育 て 支 援 法 第 ３ １ 条 に 基 づ き 、 施 設 型 給 付 費 の 支 給 に 係 る 施 設 と

し て 市 町 村 が 確 認 す る 際 に 定 め た 定 員 の こ と で す 。 認 定 区 分 ご と （ ３ 号 は ０

歳 、 1・ 2 歳 に 分 け る ） に 設 定 す る 必 要 が あ り ま す 。  

 各 市 町 村 の 子 育 て 支 援 計 画 や 近 年 の 児 童 数 等 の 実 態 を 基 に 設 定 し ま す 。  

 給 付 費 の 単 価 水 準 に 影 響 し ま す 。  

 ま た 、 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 並 び に 特 定 子 ど も ・ 子

育 て 支 援 施 設 等 の 運 営 に 関 す る 基 準 第 ２ ０ 条 第 ６ 項 に よ り 、 施 設 の 「 運 営 規

程 」 に 記 載 す る 必 要 が あ り ま す 。  

 

あ く ま で 基 準 の 上 で の お 話 で す が ・ ・  

認 可 定 員 は 最 大 受 入 能 力 数 、 利 用 定 員 は 施 設 の 近 年 の 児 童 数 や 自 治 体 の 計

画 等 （ ≒ 実 態 ） に 合 わ せ て 設 定 す る こ と か ら 、 認 可 定 員 と 利 用 定 員 の 大 小 の

関 係 は 以 下 の と お り と な り ま す 。  

（認可定員）≧（利用定員）  

 認 可 定 員 と 利 用 定 員 は 同 数 と な る こ と が 大 原 則 で す が 、 児 童 数 が 近 年 か ら

将 来 に か け て 減 少 す る こ と が 見 込 ま れ る 場 合 な ど 、 利 用 定 員 の み を 減 少 す る

こ と も あ り ま す 。  
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２ 給付の基本構造  

 

 施 設 型 給 付 、 地 域 型 保 育 給 付 の 基 本 構 造 は 、 公 定 価 格 か ら 利 用 者 負 担 額 を

差 し 引 い た 額 と な り ま す 。 こ の 基 本 構 造 は 、 保 育 所 に 関 わ る 「 委 託 費 」 も 同

様 で す 。  

 

 

給付費  ＝  公定価格  －  利用者負担額  

 

 

 

 給 付 費 は 、 保 護 者 に お け る 個 人 給 付 を 基 礎 と し ま す 。 つ ま り 一 人 ひ と り に

つ い て 給 付 費 を 計 算 し ま す 。 そ し て そ の 金 額 を 確 実 に 教 育 ・ 保 育 に 要 す る 費

用 に 充 て る た め に 、 保 護 者 に 直 接 給 付 せ ず 、 市 か ら 直 接 在 籍 施 設 に 支 払 い ま

す 。 こ れ を 法 定 代 理 受 領 と い い ま す 。  

 

 た だ し 、 私 立 保 育 所 に 関 し て は 、  

 保育所における保育は市町村が実施すること  

（児童福祉法第 24 条）  

 と さ れ て い る の で 、 法 定 代 理 受 領 で は な く 、 利 用 者 負 担 額 を 施 設 が 所 在 す

る 市 町 村 が 徴 収 し 、 給 付 費 と し て 計 算 さ れ る 部 分 と 利 用 者 負 担 を 合 わ せ た 全

額 （ 公 定 価 格 と 同 額 ） が 「 委 託 費 」 と し て 支 払 わ れ ま す 。「 委 託 費 」 は 児 童

が 居 住 す る 市 町 村 が 支 払 い ま す 。  

 「 保 育 所 の 保 育 は 市 町 村 が や る こ と ！ 」 と い う 法 的 な 規 定 が あ り 、 市 町 村

が 民 間 法 人 に 保 育 を 「 委 託 」 し て い る た め 、「 給 付 費 」 で は な く 「 委 託 費 」

に な り ま す 。  

 

 

私 立 保 育 所 に 関 し て は 、  

利 用 者 負 担 額  ⇒  保 護 者 は 施 設 が 所 在 す る 市 町 村 に 支 払 う  

委 託 費     ⇒  保 護 者 （ 児 童 ） が 居 住 す る 市 町 村 が 施 設 に 支 払 う  

 

ややこしいのでもう一度  

※ こ こ で の 給 付 費 は 、実 際 に 施 設 に 施 設 型 給 付 費 等 と し て 支 払 わ れ る も の（ 公
定 価 格 か ら 保 護 者 が 支 払 っ た 利 用 者 負 担 額 を 差 し 引 い た も の ） を い い ま す 。  
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１  公定価格とは？  

 公 定 価 格 と は 、 法 的 に 言 う と  

「内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」  

と 規 定 さ れ る 金 額 で す 。 子 ど も 子 育 て 支 援 法 第 27 条 や 第 29 条 な ど に イ ヤ

と い う ほ ど 出 て き ま す 。 要 は “ 国 が 決 め た ル ー ル で 計 算 し た 金 額 ” で す 。  

 国 が 定 め る 基 準 は 、  

子ども一人あたりの教育・保育に通常必要となる費用  

（人件費や事業費、管理費など）  

を 元 に 算 定 さ れ て い ま す 。  

 も う 少 し 詳 し く 説 明 す る と 、  

① 在 籍 児 童 の 年 齢  

② 在 籍 児 童 の 認 定 区 分 及 び 給 付 内 容 （ 認 定 区 分 や 保 育 必 要 量 ）  

③ 在 籍 す る 施 設 が ど こ に 所 在 す る か （ 地 域 区 分 ）  

④ 利 用 定 員 は 何 人 の 施 設 か  

➄施 設 が ど ん な 保 育 の 取 組 を し て い る か  

（ ○ ○ 加 算 etc.）  

 こ の 5 つ の 情 報 の う ち 、 ① ～ ④ を 元 に 基 本 分 単 価 を 算 定 し 、➄を 元 に 各

種 加 算 の 単 価 を 積 み 上 げ ま す 。 こ れ に よ り そ の 在 籍 児 童 の 公 定 価 格 が 算 定 さ

れ ま す 。 こ れ を 各 月 初 日 時 点 の 在 籍 児 童 全 員 分 算 定 し 、 在 籍 児 童 全 員 分 の 利

用 者 負 担 額 を 差 し 引 く と 、 各 月 の 給 付 費 が 算 出 さ れ ま す 。  

 こ の 公 定 価 格 は 、 人 件 費 を 算 定 に 含 ん で い る こ と か ら 、 人 事 院 勧 告 に よ り

算 定 根 拠 と な る 単 価 が 毎 年 ±数 ％ の 範 囲 内 で 改 正 さ れ ま す 。  

 

 

※ 地 域 区 分 っ て な に  

 地 域 区 分 は 、 基 本 的 に は 国 家 公 務 員 又 は 地 方 公 務 員 の 地 域 手 当 の 基 準 に 準 拠 し て 設

定 さ れ る も の で す 。 な お 、 国 家 公 務 員 の 地 域 手 当 は 、 国 の 官 署 が 所 在 す る 地 域 の 民 間

の 賃 金 水 準 を 元 に 算 定 す る か 、 国 の 官 署 が 無 い 地 域 は 、 総 務 省 が 指 定 す る 地 方 公 務 員

の 地 域 手 当 の 支 給 地 域 等 を 用 い て 決 定 さ れ ま す 。  

 概 ね 、 平 均 賃 金 水 準 が 高 い ほ ど 地 域 区 分 も 高 く な る 傾 向 が あ り ま す 。  

（ た だ し 、 特 殊 な 決 め 方 を す る 地 域 も 存 在 し ま す 。）  

⑤で園の個性が出ます！ 
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◎給付費における国や地方の負担割合について  

 

 給 付 費 に お い て 国 ・ 県 ・ 市 町 村 が そ れ ぞ れ 負 担 す る 割 合 は 、 認 定 区 分 ご と

に 異 な り ま す 。  

 な ん と な く 、 給 付 費 は 国 が 2 分 の 1、 県 と 市 が 4 分 の 1 を 負 担 す る イ メ

ー ジ が あ る と 思 い ま す 。 も ち ろ ん 大 き な 枠 組 と し て は こ の イ メ ー ジ は 間 違 え

て い な い の で す が 、 実 は 少 し 違 う ん だ よ 、 と い う こ と を こ こ で 説 明 し ま す 。  

・教育（１号認定）の施設型給付の構造について  

 子 ど も 子 育 て 新 制 度 よ り 前 の 時 代 の 、 私 立 幼 稚 園 に 係 る 財 政 支 援 の う ち 、

「 私 学 助 成 」 と い わ れ る 、 い わ ゆ る 経 常 費 に あ た る 部 分 は 、 国 と 負 担 を 分 け

る 一 般 補 助 や 就 園 奨 励 費 補 助 に 加 え 、 都 道 府 県 に よ っ て は 独 自 の 上 乗 せ 給 付

等 を し て い た こ と に よ り 、 地 域 に よ っ て か な り ば ら つ き が あ り ま し た 。  

 こ れ が 新 制 度 に よ り 一 本 化 さ れ ま し た が 、 国 の 負 担 割 合 が 急 激 に 増 え な い

よ う に 、 そ し て 地 域 間 の ば ら つ き を 時 間 を か け て 均 し て い く こ と を 目 的 に 、

公 定 価 格 の 給 付 費 に あ た る 部 分 は 当 面 の 間 、 全 国 統 一 費 用 部 分 （ 国 が 負 担 す

る 部 分 ） と 地 方 単 独 費 用 部 分 （ 国 が 負 担 し な い 部 分 ） に 分 か れ る こ と に な り

ま し た 。  

 な お 、 給 付 費 の う ち 、 全 国 統 一 費 用 部 分 に つ い て は 、 令 和 4 年 9 月 ま で

は 73.8％ 、 10 月 以 降 は 74.2％ と す る こ と と 規 定 さ れ て い ま す （ 令 和 ４ 年

度 現 在 ）。 こ の 割 合 は 、 年 度 ご と に 改 正 さ れ る 可 能 性 が あ り ま す 。  

 

 
実費・上乗せ徴収

都道府県（2分の1）

市町村（2分の1）

国（2分の1）

都道府県（４分の1）

市町村（４分の1）

公定価格

1号認定子どもに関しては、保育料が無償のため、

公定価格のすべてが給付費となる。

一定の要件（理由の開示等）の下で施設が定める額

地方単独費用部分

都道府県：市町村＝１：１

全国統一費用部分

国：都道府県：市町村

２：１：１

26.2％（Ｒ4.10月から25.8％）

73.8％（Ｒ4.10月から74.2％）

給付費

1 号 認 定  
給 付 構 造 イ メ ー ジ 図  
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・保育（２・３号認定）の施設型給付の構造について  

 ２ ・ ３ 号 認 定 の 給 付 費 に つ い て は 、 1 号 認 定 の 時 の よ う な 地 方 単 独 費 用 部

分 は あ り ま せ ん が 、 ３ 号 認 定 の 国 や 県 、 市 町 村 の 負 担 部 分 に つ い て は 、 事 業

主 拠 出 金 （ ※ ） を 充 当 し て い ま す 。  

 

 

 

 

 

 

※ 事 業 主 拠 出 金 っ て  

 政 府 が 子 育 て 支 援 を 進 め る た め に 徴 収 し て い る 企 業 の 負 担 金 で す 。「 社 会

全 体 で 子 育 て 支 援 に か か る 費 用 を 負 担 す る 」 と い う 考 え で 、 従 業 員 の 厚 生 年

金 と 一 緒 に 徴 収 さ れ ま す 。 た だ 、 こ の 部 分 は 事 業 主 の 全 額 負 担 で す 。  

使 い 道 は 限 定 さ れ て い て 、 児 童 手 当 や ０ ～ ２ 歳 児 に 係 る 給 付 費 補 助 、 企 業

主 導 型 保 育 事 業 な ど 、 子 育 て 施 策 の 財 源 に 充 て ら れ ま す 。  

  

国（2分の1）

都道府県（４分の1）

市町村（４分の1）

実費・上乗せ徴収

公定価格

２号認定子どもに関しては、保育料が無償のた

め、公定価格のすべてが給付費となる。

一定の要件（理由の開示等）の下で施設が定める額

給付費

利用者負担額のうち、市町村負担部分

市町村が設定する利用者負担額

実費・上乗せ徴収

国（41.84％）
※国の表向きの負担割合は58.16％だが、そのうち

16.32％を事業主拠出負担分が占める。

都道府県（20.92％）

市町村（20.92％）

公定価格

一定の要件（理由の開示等）の下で施設が定める額

事業主拠出金負担部分

令和4年度は16.32％

給付費

保護者が実際に支払う利用者負担額

国基準の利用者負担額と実際に保護

者が支払う利用者負担額の差額は、

全額市町村の負担となります。

国基準の利用者負担額

２ 号 認 定  
給 付 構 造 イ メ ー ジ 図  

３ 号 認 定  
給 付 構 造 イ メ ー ジ 図  
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２  利用者負担額とは？  

利 用 者 負 担 額 と は 、 法 的 に 言 う と  

「政令で定める金額を限度として市町村が定める 、  

保護者が負担すべき額」  

※ 政 令 で 定 め る 金 額 ： 子 ど も 子 育 て 支 援 法 施 行 令 第 4 条  

と 規 定 さ れ る 金 額 で す 。 利 用 者 負 担 額 は い く つ か の 階 層 に 分 か れ て 金 額 が 設

定 さ れ て い ま す 。 基 本 的 に は 保 護 者 の 所 得 に 応 じ て 階 層 が 決 ま り 、 金 額 が 決

ま り ま す 。 一 般 的 に は 「 保 育 料 」 と 呼 ば れ ま す 。  

公 立 の 施 設 と 私 立 保 育 所 に 関 し て は 市 町 村 が 、 私 立 の 施 設 （ 保 育 所 除 く ）

に 関 し て は 施 設 が 徴 収 し ま す 。  

 な お 、 ３ ～ ５ 歳 児 全 員 と 、 市 民 税 非 課 税 世 帯 の ０ ～ ２ 歳 児 は 、 利 用 者 負 担

額 は か か り ま せ ん 。  

 

◎ 利 用 者 負 担 額 の 算 定 に つ い て  

 利 用 者 負 担 額 の 階 層 は 、 保 護 者 の 市 民 税 所 得 割 額 の 合 計 に よ り 決 定 し ま す 。  

通 常 の 市 民 税 所 得 割 額 は 、 対 象 年 度 の 収 入 か ら 「 所 得 」 を 計 算 し 、 人 的 控 除 を

差 し 引 い た 後 の 課 税 所 得 金 額 に 税 率 （ 市 民 税 率 は ６ %） を 乗 じ 、 そ の 後 に 各 種 税

額 控 除 （ 調 整 控 除 、 配 当 控 除 、 外 国 税 額 控 除 、 住 宅 借 入 金 等 特 別 税 額 控 除 （ い わ

ゆ る 住 宅 ロ ー ン 控 除 ）、 寄 附 金 税 額 控 除 （ ふ る さ と 納 税 等 ）、 配 当 割 額 控 除 、 株 式

等 譲 渡 所 得 割 額 控 除 ） を 差 し 引 い て 算 出 し ま す 。 一 方 、 利 用 者 負 担 額 （ 保 育 料 ）

算 定 に 係 る 市 民 税 所 得 割 額 は 、 税 率 を 乗 じ る と こ ろ ま で は 同 じ で す が 、 そ の 後 の

税 額 控 除 は 、 調 整 控 除 の み を 適 用 し ま す 。  
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第２章 

 
第 2 章  認定こども園  

認定こども園 

 

 

 



- 12 - 

 

Ⅰ 基本分単価に含まれる職員構成について  

★  認定こども園の場合  

こ の 職 員 構 成 は 、 各 種 加 算 を 適 用 す る 上 で 、 必 ず 満 た し て お か な け れ ば な

ら な い 最 低 限 の 条 件 に な り ま す 。 下 の 図 の す べ て を ク リ ア し て い る 必 要 が あ

り ま す 。ま た 。認 定 こ ど も 園 に お い て「 保 育 教 諭 」と は 、保 育 士 資 格 と 幼 稚 園

教 諭 免 許 の 両 方 を 持 っ て い る こ と が 条 件 と な り ま す 。  

 

※この説 明 資 料 においては、この「基 本 分 単 価 に含 まれる職 員 構 成 図 に掲 げる必

要 教 諭 」をこれ以 降 「絶対必要配置職員」と呼びます。 

 

基 本 分 単 価 に 含 ま れ る 職 員 構 成 図  

 

（ 三 木 市  教 育 ・ 保 育 課 作 成 ）  

 

 

  

R2年度　特定教育・保育施設等における職員配置の考え方 Ver 0.22

※1

※2

※3

調理員等の人数は、２・３号利用定員が４０人以下は１人、４１～１５０人は２人、１５１人以上は３人（うち１人は非常勤）

となる。ただし、外部搬入又は委託の場合は配置は不要。

休けい保育教諭は、２・３号利用定員が９０人以下の施設に１人分適用される。

非常勤事務職員は、週２日勤務分（１号利用定員が９１人以上はプラス１人分）となる。ただし、施設長等が兼務する場合や業

務委託する場合は配置は不要。

基本分単価に含まれる職員構成

（ア）基本分単価における必要保育教諭等 （イ）その他

ⅰ 年齢別配置基準 ⅱ その他
園長

調理員等※2

非常勤事務職員※3

嘱託医

嘱託歯科医

嘱託薬剤師

主幹専任化代替職員①

主幹専任化代替職員②

休けい保育教諭※1

保育標準時間対応

主幹保育教諭①

主幹保育教諭②

その他保育教諭

・副主幹保育教諭

・専門リーダー

・職務分野別リーダー

・一般保育教諭等
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◎「常勤」「非常勤」の判断について  

 な ん と な く 使 用 し て い る 言 葉 で す が 、 そ も そ も の 意 味 を 説 明 す る と ・ ・ ・  

 

常勤、非常勤は、労働者を勤務時間で区別する概念です。  

正職員や非正規職員、パートや嘱託などは労働者を 雇用形態で区

別する概念です。  

 

ど れ も よ く 労 働 者 の 働 き 方 で 使 わ れ る 言 葉 で す が 、 根 本 的 な 概 念 が 違 い ま

す の で 、 こ れ ら の 言 葉 が 混 じ り あ っ て し ま わ な い よ う に 注 意 し て く だ さ い 。  

次 に 、 基 本 配 置 や 加 算 に お け る 考 え 方 を こ こ で 整 理 し ま す 。  

 

  

◎「常勤」の必要勤務時間の定義は？  

 「 常 勤 」 に つ い て 、 明 確 に 定 義 さ れ て い る 法 律 な ど は あ り ま せ ん 。  

 結 論 か ら 言 え ば 、 施 設 が 定 め ま す 。  

 概 ね で す が 、 月 １ ６ ０ 時 間 （ １ 日 ８ 時 間  × ２ ０ 日 ） に 設 定 し て い る と こ

ろ が 多 い で す 。  

ま た 、 例 え ば 午 前 中 は 施 設 で 勤 務 し て 、 午 後 は 法 人 本 部 で 法 人 に 関 す る 事

務 の 仕 事 を し て い る 、 な ど の 場 合 は 、 常 勤 と し て は 扱 え ま せ ん 。  

 

★ 常 勤 的 非 常 勤 と は ？  

 日 本 語 と し て は 矛 盾 し て い る よ う に 聞 こ え る 言 葉 で す が 、 実 際 に 存 在 し て

い る 言 葉 で す 。 元 々 は 役 所 言 葉 で 、 フ ル タ イ ム で 働 く 定 数 外 の 職 員 を 指 し て

い ま し た 。  

 実 際 に 運 用 さ れ て い る 意 味 と し て は 、「 １ 日 ８ 時 間 か つ 有 期 雇 用 」 と し て

契 約 し て い る が 、 年 度 が 替 わ っ て も 引 き 続 き 契 約 を 継 続 し て 働 い て い る 人 を

指 し ま す 。（ 諸 説 あ り ）  
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◎絶対必要配置職員の内容について  

・年齢別配置基準とは？  

 各 年 齢 や 子 ど も 数 に 応 じ た 職 員 の 配 置 基 準 の こ と で す 。  

 ４ 歳 児 以 上 ： 子 ど も ３ ０ 人 に つ き 教 諭 １ 人  

 ３ 歳 児   ： 子 ど も ２ ０ 人 に つ き 教 諭 １ 人  

 １ ． ２ 歳 児 ： 子 ど も ６ 人 に つ き 教 諭 １ 人  

 乳 児    ： 子 ど も ３ 人 に つ き 教 諭 １ 人  

 

 を 念 頭 に 、 下 記 の 計 算 式 に よ り 職 員 数 を 算 出 し ま す 。  

 

 

 

 

 ま た 、 下 記 の 教 諭 を 配 置 す る こ と が 必 要 で す 。  

 

 

 

・主幹保育教諭が２人（ １ 号 担 当 が 1 人 、 2・ ３ 号 担 当 が 1 人 ）  

 主 幹 保 育 教 諭 は 、教 育・保 育 計 画 の 立 案 や 地 域 の 子 育 て 支 援 活 動 等 を 行 い 、

園 長 の 補 佐 と し て 施 設 の 総 合 的 な 管 理 運 営 を 行 い ま す 。  

 教 育 担 当・保 育 担 当 に そ れ ぞ れ １ 人 必 要 で す 。し た が っ て 、一つの認定こど

も園に、主幹保育教諭は２名必要となります。 

 な お 、 辞 令 に つ い て は 、 発 令 し て い る こ と が 基 本 で す が 、 現 時 点 で は 辞 令

が 無 く て も 減 算 の 対 象 等 に は な り ま せ ん 。 た だ 、 主 幹 保 育 教 諭 に つ い て は 誰

が そ の ポ ジ シ ョ ン に い る の か を 決 め て お く 必 要 が あ り ま す 。  

 ま た 、主 幹 保 育 教 諭 は 、年 齢 別 配 置 基 準 に 係 る 職 員 数 換 算 対 象 に な り ま す 。  

 ※ 主 幹 保 育 教 諭 に つ い て は 、 ３ １ ペ ー ジ も ご 確 認 く だ さ い 。  

  

４歳児以上子ども数 ３歳児子ども数 １・２歳児子ども数 乳児子ども数

30 20 6 3
＋ ＋ ＋ ＝ 配置基準上必要な保育教諭数

小数点第１位まで計算（第２位は斬捨て） 小数点以下四捨五入

３ 歳 児 配 置 改 善 加 算 を 適 用

す る 場 合 は 、 ３ 歳 児 を 子 ど も

１ ５ 人 に つ き 教 諭 １ 人 と し て

算 出 し ま す 。  
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・ 副 主 幹 保 育 教 諭 や そ の 他 役 職 教 諭 に つ い て  

絶 対 必 要 配 置 職 員 に は 含 ま れ ま せ ん が 、 職 員 の キ ャ リ ア ア ッ プ の た め に も

配 置 し て お く べ き 様 々 な 役 職 が あ り ま す 。 中 で も 副 主 幹 保 育 教 諭 や 専 門 リ ー

ダ ー 等 、 施 設 の 中 心 的 存 在 に 当 た る 職 員 は 、 処 遇 改 善 等 加 算 Ⅱ の 副 主 任 保 育

士 級（ 上 限 40,000/月 ）の 対 象 と な り ま す 。ま た 、そ の 他 の 職 務 分 野 別 リ ー

ダ ー 等 （ 乳 児 保 育 リ ー ダ ー な ど ） に つ い て は 、 処 遇 改 善 等 加 算 Ⅱ の 副 主 任 保

育 士 級 に 該 当 す る 職 員 の 最 も 低 い 金 額 を 超 え な い 金 額 が 上 限 、最 低 5,000 円

を 下 限 と し た 処 遇 改 善 Ⅱ の 対 象 と な り ま す 。  

 

 

・主幹専任化代替職員が２人（ １ 号 担 当 が 1 人 、 2・ ３ 号 担 当 が 1 人 ） 

 主 幹 専 任 化 代 替 職 員 は 、 主 幹 保 育 教 諭 が 教 育 ・ 保 育 計 画 の 立 案 や 地 域 の 子

育 て 支 援 活 動 等 を 行 い 、 園 長 の 補 佐 と し て 施 設 の 総 合 的 な 管 理 運 営 を 行 う こ

と を 専 任 化 さ せ る た め に 配 置 し な け れ ば な ら な い 保 育 教 諭 で す 。  

教 育 担 当・保 育 担 当 に そ れ ぞ れ １ 人 必 要 で す 。し た が っ て 、一つの認定こど

も園に、主幹専任化代替職員は２名必要となります。 

 基 本 配 置 と し て は 、 最 低 で も 常 勤 職 員 が 1 人 、 非 常 勤 職 員 （ 月 ８ ０ 時 間 以

上 勤 務 ） が 1 人 と な り ま す 。 ま た 、 誰 が そ の ポ ジ シ ョ ン に い る の か を 指 定 す

る 必 要 が あ り ま す 。  

こ の 職 員 は 、 年 齢 別 配 置 基 準 に 係 る 職 員 数 の 換 算 対 象 に は な り ま せ ん 。  

 

・休けい保育教諭が 1 人分  

【※２・３号利用定員の合計が 90 人以下の施設に適用】  

 保 育 教 諭 の 休 憩 時 間 を 確 保 す る 観 点 や 長 時 間 開 所 に 対 応 す る 観 点 か ら 、２・

３ 号 利 用 定 員 の 合 計 が 90 人 以 下 の 施 設 に つ い て は 、 常 勤 の 保 育 教 諭 1 名 分

を 確 保 す る こ と が 必 要 で す 。  

こ ち ら に 関 し て は 、 誰 か を こ の ポ ジ シ ョ ン に 指 定 す る 必 要 は な く 、 常 勤 換

算 職 員 数 か ら 1 人 減 じ る こ と で 対 応 し ま す 。  

・保育標準時間対応職員が 1 人分
・

 

 在 園 時 間 の 長 く な る 保 育 標 準 認 定 子 ど も へ の 保 育 需 要 に 対 応 す る た め 、 常

勤 の 保 育 教 諭 1 名 分 を 確 保 す る こ と が 必 要 で す 。  

こ ち ら に 関 し て も 、 誰 か を こ の ポ ジ シ ョ ン に 指 定 す る 必 要 は な く 、 常 勤 換

算 職 員 数 か ら 1 人 減 じ る こ と で 対 応 し ま す 。  

・  
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・園長  

 施 設 長 の こ と で す 。  

・調理員等  

 ２ ・ ３ 号 利 用 定 員 の 合 計 に よ り 、 最 低 限 配 置 す べ き 人 数 が 変 わ り ま す 。  

① 40 人 以 下   ⇒   1 人  

② 41 人 以 上 150 人 以 下   ⇒   2 人  

③ 151 人 以 上   ⇒   3 人 （ う ち 1 人 は 非 常 勤 可 ）  

・事務職員及び非常勤事務職員  

 園 長 等 、 他 の 人 が 兼 務 す る 場 合 は 配 置 不 要 で す 。  

・学校医、学校歯科医、学校薬剤師（嘱託を含む）  

 配 置 が 必 要 な 職 種 で す 。  

◎職員構成と各加算の関係図について  

 加 算 （ 減 算 ） は 、 各 施 設 に お い て 教 育 ・ 保 育 の 質 を 向 上 さ せ る た め の 取 組

み に 対 し て 、 給 付 費 を 上 乗 せ （ 減 額 ） す る も の で 、 目 指 す べ き 方 向 性 を 示 し

つ つ も 、 一 定 の 多 様 性 を 認 め る し く み で す 。  

○○な取組をして保育の質向上！  ⇒  「○○加算」で上乗せ！  

絶対に配置しなきゃいけない人を配置できていない…  ⇒減算…  

 基 本 的 な 考 え 方 と し て は 、 絶 対 必 要 配 置 職 員 を 満 た し た 上 で 、 各 加 算 に 必

要 な 職 員 を 配 置 す る こ と で 加 算 を 取 っ て い く こ と が で き ま す 。 逆 に 言 え ば 、

絶 対 必 要 配 置 職 員 の 条 件 を 満 た せ な い 場 合 、 ほ と ん ど の 加 算 を 取 れ な く な っ

て し ま う 他 、 不 足 状 況 に よ っ て は 減 算 の 対 象 に な る 可 能 性 が あ り ま す 。  

 

 ３ 歳 児 配 置 改 善 加 算  

満 ３ 歳 児 対 応 加 配 加 算  

講 師 配 置 加 算  

チ ー ム 保 育 加 配 加 算  

指 導 充 実 加 配 加 算  

学 級 編 制 調 整 加 配 加 算  

療 育 支 援 加 算  

       ・ ・ 等  

 絶 対 必 要 配 置 職 員 を 満 た せ な い 場 合 、

職 員 の 配 置 に 関 わ る 加 算 は ほ と ん ど 取 れ

な く な る 可 能 性 が 高 い で す 。  
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Ⅱ 各加算について  

 こ こ か ら は 各 加 算 に つ い て の 大 ま か な 説 明 に な り ま す 。 三 木 市 内 の 施 設 が

基 本 的 に 関 わ ら な い 加 算 に つ い て は 、 名 前 だ け の 紹 介 に し て い ま す 。  

 な お 、 子 育 て 支 援 の 取 組 が 必 要 な 加 算 に は 、「 ★ 」 が つ い て い ま す 。  

 

◎基本加算部分 （ベースとなる加算です。）  

処遇改善等加算Ⅰについて【１号 ２・３号】  

 施 設 に 勤 務 す る 職 員 の 平 均 経 験 年 数 を 踏 ま え た 賃 金 改 善 や キ ャ リ ア ア ッ プ

に 関 す る 取 組 を 元 に 算 定 さ れ た 加 算 率 の こ と を 言 い ま す 。  

 

職員１人当たりの  

平均経験年数  

加算率  

改善基礎分  

 
賃金改善  

要件分  
うちキャリア  

パス要件分  

11 年以上   12％  7％  

2％  

10 年以上  11 年未満  12％  

6％  

9 年以上  10 年未満  11％  

8 年以上  9 年未満  10％  

7 年以上  8 年未満  9％  

6 年以上  7 年未満  8％  

5 年以上  6 年未満  7％  

4 年以上  5 年未満  6％  

3 年以上  4 年未満  5％  

2 年以上  3 年未満  4％  

1 年以上  2 年未満  3％  

1 年未満   2％  

＜処遇改善等加算Ⅰのイメージ図＞

12%

11%

10% 処遇改善等加算

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

0年 1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 （平均経験年数）

６％5%

10%

15%

（加算率）

４％

③キャリアパス要件分

（２％）

①改善基礎分

※経験年数が上昇するとともに加算額が増加

※加算額については、昇給等に充当することが必要

②賃金改善要件分７％
５％

①  ②  ③  
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①改善基礎分  

 基 礎 分 は 、 算 定 対 象 職 員 か ら 算 出 し た 平 均 経 験 年 数 に 応 じ た パ ー セ ン テ ー

ジ と な り ま す 。  

 ⅰ 算 定 対 象 職 員 に つ い て  

 基 礎 分 の 算 定 に 係 る 対 象 職 員 は 、 対 象 年 度 の 4 月 1 日 時 点 で 所 属 す る 、  

 ・すべての常勤職員  

 ・1 日 6 時間以上かつ月 20 日以上勤務する非常勤職員  

 つ ま り 、 ど ん な 雇 用 形 態 で あ っ た と し て も 、  

１日６時間以上かつ月２０日以上、当該施設に勤務している人  

は 、 算 定 対 象 と み な し て 計 算 し ま す 。 逆 に 、  

 ・ 1 日 6 時 間 未 満 ま た は 月 20 日 未 満 勤 務 の 非 常 勤 職 員  

・ 産 休 、 育 休 、 病 休 の 職 員 に 変 わ る 代 替 職 員  

 ・ 補 助 事 業 担 当 の 専 任 職 員 （ 人 件 費 が 一 時 預 か り 等 の 補 助 事 業 の 補 助 対 象

経 費 に な る 職 員 ） は 算 定 の 対 象 外 と な り ま す 。  

 ⅱ 平 均 経 験 年 数 の 算 定 対 象  

 現 在 勤 務 す る 施 設 等 の 他 に 、 以 下 の 施 設 で の 経 験 年 数 も 合 算 し ま す 。  

 ・ 教 育 ・ 保 育 施 設 、 地 域 型 保 育 事 業 所  

・幼 稚 園 、小 学 校 、中 学 校 、高 等 学 校 、中 等 教 育 学 校 、特 別 支 援 学 校 、大 学 、高 等 専

門 学 校 、 専 修 学 校  

・ 社 会 福 祉 事 業 を 行 う 施 設 ・ 事 業 所  

・ 児 童 相 談 所 に お け る 児 童 を 一 時 保 護 す る 施 設  

・ 認 可 外 保 育 施 設  

・ 病 院 、 診 療 所 、 介 護 老 人 保 健 施 設 、 介 護 医 療 院 、  

助 産 所 （ 保 健 師 、 看 護 師 又 は 准 看 護 師 に 限 り ま す 。）  

※ 常 勤 及 び 非 常 勤 （ 1 日 6 時 間 以 上 か つ 月 20 日 以 上 ） 勤 務 し て い た 期 間

を 算 定 し ま す 。 平 成 10 年 3 月 31 日 以 前 の 勤 務 で は 、 賃 金 が 月 額 で 決

定 さ れ 、 支 給 さ れ て い た こ と が 条 件 で す 。  

※注意  

 こ の 算 定 対 象 職 員 は 、 あ く ま で も 基 礎 分 の パ ー セ ン テ ー ジ を 出 す た め の も

の で す 。 賃 金 改 善 の 対 象 職 員 と は 異 な り ま す 。  
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②賃金改善要件分  

 ① で 算 出 さ れ た 平 均 勤 続 年 数 を 元 に 決 め ま す 。 11 年 未 満 で あ れ ば ６ ％ 、

11 年 以 上 で あ れ ば ７ ％ に な り ま す 。  

 ま た 、 こ の 要 件 を 受 け る に は 、 賃 金 改 善 計 画 を 作 成 し て 、 実 際 に 職 員 の 賃

金 改 善 を 行 う 必 要 が あ り ま す 。  

こ の 計 画 書 は 、 令 和 ４ 年 度 で い う 別 紙 様 式 ５ 「 賃 金 改 善 計 画 書 （ 処 遇 改 善

等 加 算 Ⅰ ）」 に な り ま す 。  

計 画 書 の 内 容 を 大 ま か に い う と 、4 月 1 日 時 点 で 施 設 に 所 属 す る「 全 職 員 」

が 、も し 基 準 年 度（ 基 本 的 に は 前 年 度 ）の 4 月 1 日 に 存 在 し た と し て 、全 職

員 の 支 払 賃 金 の 合 計 が 、 基 準 年 度 （ 基 本 的 に は 前 年 度 ） と 比 較 し て 、 今 年 度

は 減 額 し て い な い こ と を 確 認 す る も の に な り ま す 。  

※ 様 式 の 書 き 方 は こ こ で は 割 愛 し ま す 。  

 

③キャリアパス要件  

キ ャ リ ア ア ッ プ の 取 組 を し て い な い 場 合 も し く は 処 遇 改 善 加 算 Ⅱ の 認 定 を

受 け て い な い 場 合 に 、 ② で 算 出 し た 賃 金 改 善 要 件 分 か ら ２ ％ 減 算 さ れ ま す 。  

 

◎加算額の算定方法  

 

 

 

処 遇 改 善 等 加 算 Ⅰ は 、「 基 本 分 単 価 」や「 職 員 配 置 に 係 る 加 算 」に 、処 遇 改

善 等 加 算 Ⅰ の 金 額 が 加 算 率 に 応 じ て 上 乗 せ さ れ る 形 に な り ま す 。 改 善 基 礎 分

は ベ ー ス ア ッ プ に 、 賃 金 改 善 要 件 分 は 処 遇 改 善 に 充 て ま す 。  

な お 、 賃 金 改 善 要 件 分 に つ い て は 、 処 遇 改 善 等 加 算 Ⅰ の 計 画 書 に お い て 別

途 算 定 す る 必 要 が あ り ま す 。 そ の た め 、 こ こ で 得 た 賃 金 改 善 要 件 分 の 加 算 額

は 、 確 実 に 職 員 の 賃 金 改 善 に 充 て る 必 要 が あ り ま す 。  
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◎加算取得までの大まかな流れ  

① 施 設 の 平 均 年 齢 別 児 童 数 を 算 出 し ま す 。  

② 施 設 と し て 取 得 す る 加 算 を 決 め ま す 。  

 ※ ① ② に つ い て は 、 処 遇 改 善 等 加 算 Ⅱ と 共 通 で す 。 ① の 内 容 に つ い て は 、

処 遇 改 善 等 加 算 Ⅱ の 項 で 説 明 し ま す 。  

③ 加 算 率 の 算 定 対 象 職 員 を 決 め 、 勤 続 年 数 を そ れ ぞ れ 調 べ ま す 。  

④ ③ で 調 べ た 勤 続 年 数 か ら 、 平 均 勤 続 年 数 を 算 出 し ま す 。  

⑤ 平 均 勤 続 年 数 か ら 、 加 算 率 を 求 め ま す 。  

⑥ １ 号 、 ２ ・ ３ 号 そ れ ぞ れ で 加 算 見 込 額 を 算 出 し ま す 。  

⑦ 施 設 に 勤 務 す る 職 員 の 年 間 支 払 賃 金 を 調 査 し 、 基 準 年 度 よ り 加 算 当 年 度 の

方 が た く さ ん 賃 金 を 支 払 う （ 最 低 で も 下 回 っ て い な い ） 計 画 を 立 て ま す 。  

◎加算取得の際に必要となる資料  

・ 加 算 率 認 定 申 請 書 （ 別 紙 様 式 １ ）  

・ 別 紙 様 式 １ に お い て 算 定 対 象 と な っ た 職 員 の 、  

① 労 働 条 件 通 知 書 （ 又 は そ れ に 類 す る も の ）  

② 辞 令  

③ 履 歴 書  

④ 保 育 士 証  

⑤ 幼 稚 園 教 諭 免 許 状    

 た だ し 、 以 前 に 提 出 し た こ と の あ る 職 員 で 、 内 容 に 変 更 が な い 場 合 に つ い

て は 、 省 略 で き ま す 。  

・ キ ャ リ ア パ ス 要 件 届 出 書 （ 別 紙 様 式 ２ ）  

※ こ の 書 類 は 、 処 遇 改 善 等 加 算 Ⅱ を 取 得 し て い る す べ て の 施 設 に つ い て 令 和

2 年 度 に ご 提 出 い た だ い て い る の で 、 今 後 は 国 か ら の 指 示 が な い 限 り 省 略

可 能 で す 。  

・ 賃 金 改 善 計 画 書 （ 処 遇 改 善 等 加 算 Ⅰ ）（ 別 紙 様 式 ５ ）  

・ 加 算 見 込 額 計 算 表 （ 1 号  ２ ・ ３ 号 ）  

※ 様 式 番 号 は 、 令 和 4 年 度 時 点 の 資 料 に 基 づ き ま す 。  

※ 処 遇 改 善 等 加 算 Ⅰ の 書 類 作 成 は 複 雑 な た め 、 書 類 作 成 方 法 は こ こ で は 割 愛  

し ま す 。  

 

保 育 教 諭 の み  
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◎加算対象の職員  

す べ て の 職 員 （ 常 勤 ・ 非 常 勤 問 わ ず ） が 対 象 で す 。  

 

◎配分について  

こ こ で 算 出 さ れ た 処 遇 改 善 等 加 算 Ⅰ の 加 算 額 （ 賃 金 改 善 要 件 分 ） は 、 前 述

の と お り 、 確 実 に 職 員 へ の 処 遇 改 善 -つ ま り は 人 件 費 の た め に 充 て る 必 要 が

あ り ま す 。 ま た 、 処 遇 改 善 等 加 算 に 係 る 金 額 は 、 処 遇 改 善 等 加 算 Ⅱ の 分 に つ

い て も 言 え ま す が 、 対 象 者 や 額 が 偏 ら な い よ う に 、 ま た 役 職 等 の バ ラ ン ス も

見 な が ら 適 切 に 行 う 必 要 が あ り ま す 。  

 例 え ば 、 処 遇 改 善 等 加 算 Ⅱ の 加 算 を 行 っ た こ と に よ り 、 副 主 幹 保 育 教 諭 の

賃 金 が 園 長 や 主 幹 保 育 教 諭 を 上 回 っ て し ま い そ う な 場 合 、 か つ 処 遇 改 善 等 加

算 Ⅱ の 配 分 で カ バ ー で き な い 部 分 に つ い て は 、 処 遇 改 善 等 加 算 Ⅰ の 配 分 で 調

整 す る 、 と い う 考 え 方 に な り ま す 。  

た だ 、 処 遇 改 善 等 加 算 Ⅰ の 計 画 書 類 は 、 処 遇 改 善 等 加 算 Ⅱ と は 違 っ て 「 誰

に い く ら 払 う 」 と い う こ と を 具 体 的 に 示 す 申 請 様 式 で は あ り ま せ ん 。  

配 分 に つ い て は 、 次 ペ ー ジ の よ う な 考 え 方 に な り ま す 。  

 

※非常に重要なこと！  

・ 監 査 で は 、 処 遇 Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ 共 に 「 誰 に 」「 い く ら 」 払 っ た の か を 確 認 し ま

す 。 処 遇 Ⅱ や Ⅲ は 、 計 画 段 階 で 「 誰 に 」「 い く ら 」 払 う の か を 明 記 す る の

で 比 較 的 管 理 が し や す い で す が 、 特 に 処 遇 Ⅰ は 、 申 請 ・ 計 画 書 類 で 配 分 に

関 す る 明 記 は 不 要 だ っ た と し て も 、 職 員 別 の 配 分 状 況 は き っ ち り 管 理 す る

必 要 が あ り ま す 。  

また、実績報告時に年間の給与台帳の写し等の提出が必要です。  

 

・ 計 画 書 の 中 で 、 全 体 で み て 総 支 払 賃 金 が 上 が っ て い れ ば OK、 と 言 い つ つ

も 、 職 員 単 位 で み る と 支 払 賃 金 が 下 が っ て い る 場 合 に 、 確 認 監 査 等 の 時 に

理 由 を 求 め ら れ ま す 。「 そ の 人 だ け 賃 金 が 上 が っ て い な い の は な ぜ ？ 」 と

な る か ら で す 。  

・ 申 請 に 使 用 す る 様 式 は 「 こ こ と こ こ の 数 値 は 同 じ に な っ て い な い と ダ メ 」  

な ど 、 各 所 に 整 合 性 の ワ ナ が あ り ま す 。 令 和 ４ 年 度 版 は か な り ワ ナ を な く  

し て い ま す が 、 そ れ で も 書 類 作 成 に は 注 意 が 必 要 で す 。  
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処遇改善における各職員への給与の考え方  

 

 

処遇改善における各職員への給与の考え方

副主幹保育教諭 専門リーダー 専門リーダー 幼児保育リーダー 乳児保育リーダー

考え方の例（役職等は変わらない、という前提です）
R1の給与 R2の給与　① R2の給与　② R2の給与　③

OK NG OK
R1の給与 R2の給与　④ R2の給与　⑤

処遇Ⅱ手当分

OK OK

給与水準

処遇Ⅰ手当分処遇Ⅰ手当分

処遇Ⅱ手当分

給与水準 給与水準

処遇Ⅱ手当分

処遇Ⅰ手当分

給与水準

処遇Ⅱ手当分

給与水準

処遇Ⅱ手当分

処遇Ⅰ手当分

給与水準

処遇Ⅱ手当分

処遇Ⅰ手当分

給与水準

処遇Ⅱ手当分

処遇Ⅰ手当分

処遇Ⅱ手当分 処遇Ⅱ手当分

処遇Ⅰ手当分

処遇改善Ⅰは職員の平均経験（勤続）年数に応じて賃金改善を行うもの

処遇改善Ⅱは職員（対象者）役職や技能など、それぞれの専門性に応じた賃金改善を行うもの

になります。
基本給与に対し、まずは処遇改善Ⅱに係る手当を加算し、その後に処遇改善Ⅰ（ベースアップ分及び給与バランスの調整分）を加算す
るのが、大まかな考え方となります。
処遇改善Ⅰ・Ⅱの加算が行われた状態で、前年・現年を比較し、改善が図られているかを確認します。

処遇Ⅰ手当分 処遇Ⅰ手当分

処遇Ⅰ手当分
処遇Ⅰ手当分 処遇Ⅰ手当分

園長 主幹保育教諭
副主幹保育教諭等 職務分野別リーダー等

現行の給与水準
現行の給与水準

現行の給与水準 現行の給与水準 現行の給与水準
現行の給与水準

処遇Ⅰ手当分

現行の給与水準

処遇Ⅱ手当分※

処遇Ⅱ手当分
処遇Ⅱ手当分 処遇Ⅱ手当分

処遇改善Ⅰの手当でベースアップ及び全体の給与バランスを取ります。

昨年よりも

「下回っていない」

ことが重要。

※主観保育教諭への処遇Ⅱ手当は、副主幹保育教諭等の賃金のバランス等を踏まえ、

必要な場合に限って行うことが可能。

令和２年１０月２２日

教育・保育課入所・給付係作成
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副園長・教頭配置加算について【１号】  

 副 園 長 又 は 教 頭 を 配 置 す る 場 合 に 必 要 な 人 件 費 （ 保 育 教 諭 と の 差 額 ） を 加

算 し ま す 。  

 ＜ 加 算 対 象 と な る 要 件 ＞  

 ① 常 勤 で あ る こ と  

 ② 副 園 長 ま た は 教 頭 と し て の 辞 令 を 発 令 し て い る こ と  

 ③ 担 任 を 持 つ な ど 、 教 育 ・ 保 育 へ の 従 事 状 況 は 問 い ま せ ん 。  

 ④ 「 園 長 」 が 専 任 で は な い 場 合 （ ほ か の 施 設 の 園 長 の 兼 ね て い る 場 合 等 ）

は 、 基 本 配 置 で プ ラ ス １ 人 す る 必 要 が あ り ま す が 、 そ の 「 プ ラ ス １ 人 」 の

人 員 に 当 た ら な い 人 で あ る こ と 。  

 

 ◎ 加 算 取 得 の 際 に 必 要 と な る 資 料  

・ 市 が 規 定 す る 調 書 「 副 園 長 ・ 教 頭 配 置 加 算 」  

・ 施 設 の 職 員 体 制 図  

・ 副 園 長 ま た は 教 頭 の 履 歴 書 の コ ピ ー  

・ 副 園 長 ま た は 教 頭 の 辞 令 の コ ピ ー  

・ 副 園 長 ま た は 教 頭 の 労 働 条 件 通 知 書 （ 勤 務 時 間 や 給 与 等 が 明 記 さ れ て い る

も の ） の コ ピ ー  

 

学級編成調整加配加算について【１号】  

全 て の 学 級 に 専 任 の 学 級 担 任 を 配 置 す る た め 、 絶 対 必 要 配 置 職 員 数 を 満 た

し た 上 で 、さ ら に 常 勤 の 保 育 教 諭 等 を １ 人 加 配 す る た め の 費 用 を 加 算 し ま す 。 

＜ 加 算 対 象 と な る 要 件 ＞  

① 絶 対 必 要 配 置 職 員 数 を 満 た し て お り 、 そ の 上 で さ ら に 常 勤 の 保 育 教 諭 等

を １ 人 加 配 し て い る こ と  

② １ 号 と ２ 号 の 利 用 定 員 合 計 が 36 人 以 上 300 人 以 下 の 施 設  

 

◎ 加 算 取 得 の 際 に 必 要 と な る 資 料  

・ 市 が 規 定 す る 調 書 「 学 級 編 成 調 整 加 配 加 算 」  

・ 施 設 の 職 員 体 制 図  

 

 な お 、 学 級 担 任 は 原 則 常 勤 専 任 で あ る こ と に 留 意 し て く だ さ い 。  
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３歳児配置改善加算について【１号 ２・３号】  

 絶 対 必 要 配 置 職 員 数 を 満 た し た 上 で 、 ３ 歳 児 の 配 置 基 準 を 子 ど も ２ ０ 人 に

つ き 教 諭 １ 人 の と こ ろ を １ ５ 人 に つ き １ 人 で 配 置 す る 場 合 に 加 算 し ま す 。  

＜ 加 算 対 象 と な る 要 件 ＞  

① 絶 対 必 要 配 置 職 員 数 を 満 た し て お り 、 そ の 上 で さ ら に ３ 歳 児 の 配 置 基 準

を 子 ど も ２ ０ 人 に つ き 教 諭 １ 人 の と こ ろ を １ ５ 人 に つ き １ 人 で 配 置 す る 。 

 

◎ 加 算 取 得 の 際 に 必 要 と な る 資 料  

・ 施 設 の 職 員 体 制 図  

 

満３歳児対応加配加算について【１号】  

 絶 対 必 要 配 置 職 員 数 を 満 た し た 上 で 、 ２ 歳 児 ク ラ ス の う ち 満 ３ 歳 児 だ け で

別 に ク ラ ス を 作 り 、 か つ 満 ３ 歳 児 ６ 人 に つ き １ 人 の 保 育 教 諭 を 配 置 し た 場 合

に 加 算 さ れ ま す 。  

※ 令 和 ４ 年 ３ 月 現 在 、 三 木 市 内 で 取 得 し て い る 施 設 は あ り ま せ ん 。  

 

講師配置加算について【１号】  

 絶 対 必 要 配 置 職 員 数 を 満 た し 、 他 の 加 算 に 必 要 な 必 要 保 育 教 諭 を 配 置 し た

上 で 、 さ ら に 非 常 勤 講 師 を 配 置 し た 場 合 に 加 算 さ れ ま す 。  

 

＜ 加 算 対 象 と な る 要 件 ＞  

① 絶 対 必 要 配 置 職 員 数 を 満 た し 、 他 の 加 算 に 必 要 な 必 要 保 育 教 諭 を 配 置 し

た 上 で 、 さ ら に 非 常 勤 講 師 を 配 置 し て い る こ と  

② 非 常 勤 講 師 は 、 幼 稚 園 教 諭 免 許 を 有 し 、 辞 令 を 発 令 さ れ て い る こ と  

③ １ 号 の 利 用 定 員 合 計 が 35 人 以 下 も し く は 121 人 以 上 の 施 設  

 

◎ 加 算 取 得 の 際 に 必 要 と な る 資 料  

・ 施 設 の 職 員 体 制 図  
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チーム保育加配加算について【１号 ２・３号】  

 絶 対 必 要 配 置 職 員 数 を 満 た し 、 他 の 加 算 に 必 要 な 必 要 保 育 教 諭 を 配 置 し た

上 で 、 さ ら に ３ 歳 児 以 上 の 子 ど も に 対 し 、 副 担 任 等 学 級 担 任 以 外 の フ リ ー の

保 育 教 諭 を 配 置 し 、 少 人 数 で の グ ル ー プ 化 し た 教 育 ・ 保 育 を 行 う 場 合 に 加 算

し ま す 。  

こ の 加 算 は 、 基 本 単 価 が か な り 高 い た め 、 取 り た い 加 算 の 一 つ と 思 わ れ ま

す 。 た だ し 、 他 の 取 り た い 加 算 に つ い て 必 要 な 常 勤 換 算 上 の 保 育 教 諭 数 を 差

し 引 い て 、 常 勤 換 算 上 の 保 育 教 諭 数 が ど れ だ け 残 る か が 重 要 で す 。  

例 え ば 、 加 配 人 数 の 上 限 が ２ 人 の 施 設 に お い て 、 も し 加 配 人 数 が １ 人 だ っ

た 場 合 、 対 象 子 ど も 数 に も よ り ま す が 、 加 配 人 数 が ２ 人 と １ 人 の 場 合 の 差 額

は 年 間 で ６ ０ ０ 万 円 以 上 に な る 可 能 性 も あ り ま す 。  

 

 ＜ 加 配 人 数 の 上 限 に つ い て （ 抜 粋 ） ＞  

三 木 市 内 の 施 設 に お い て は 、上 限 加 配 人 数 は 下 記 の ど ち ら か に 該 当 し ま す 。 

・ １ 号 と ２ 号 の 利 用 定 員 合 計 が 45 人 以 下 ： 1 人  

・ １ 号 と ２ 号 の 利 用 定 員 合 計 が 46 人 以 上 150 人 以 下 ： ２ 人  

  

 ＜ 常 勤 換 算 人 数 の 計 算 に つ い て ＞  

 最 終 的 に 残 っ た 常 勤 換 算 上 の 保 育 教 諭 数 の 、小 数 点 第 1 位 を 四 捨 五 入 し た

値 が 加 配 人 数 の 算 定 対 象 と な り ま す 。  

 （ 例 ） 上 限 が 2 人 の 場 合  

1.4 人 ⇒ 1 人  1.5 人 ⇒ 2 人  2.2 人 ⇒ 2 人  2.5 人 ⇒ 3 人 ⇒ 2 人  

 

通園送迎加算について【１号】  

 通 園 送 迎 を 行 う 施 設 に 対 し て 加 算 し ま す 。  

 な お 、 運 転 手 に つ い て は 、 必 ず 雇 用 し な け れ ば な ら な い わ け で は あ り ま せ

ん 。 職 員 が 運 転 手 を 兼 ね て い て も 、 外 部 委 託 を し て い て も 構 い ま せ ん 。  

 ま た 、 年 間 に 必 要 な 経 費 を 平 準 化 し て 公 定 価 格 を 設 定 し て い る た め 、 長 期

休 業 期 間 中 も 加 算 が 適 用 さ れ ま す 。  

＜ 加 算 対 象 と な る 要 件 ＞  

① 通 園 送 迎 を 行 っ て い る こ と 。  

◎ 加 算 取 得 の 際 に 必 要 と な る 資 料  

・ 市 が 規 定 す る 調 書 「 通 園 送 迎 加 算 」  

・ 運 転 す る 人 全 員 の 免 許 証 の 写 し  
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給食実施加算について【１号】  

 給 食 を 実 施 す る 施 設 に 、 調 理 員 の 人 件 費 等 （ 外 部 委 託 費 を 含 む ） を 加 算 し

ま す 。 三 木 市 内 の 施 設 は 、 す べ て 該 当 し ま す 。  

な お 、 施 設 内 で 給 食 を 作 成 し て い る 場 合 と 、 外 部 委 託 し て い る 場 合 で 、 単

価 が 変 わ っ て き ま す 。  

ま た 、 年 間 に 必 要 な 経 費 を 平 準 化 し て 公 定 価 格 を 設 定 し て い る た め 、 長 期

休 業 期 間 中 も 加 算 が 適 用 さ れ ま す 。  

＜ 加 算 対 象 と な る 要 件 ＞  

① 給 食 を 提 供 で き る 体 制 を と っ て い る こ と 。  

＜ 週 当 た り の 実 施 日 数 に つ い て ＞  

 １ 号 子 ど も 全 員 に 対 し 給 食 を 提 供 出 来 る 体 制 を と っ て い る 月 あ た り の 日 数

（ ２ ０ 日 以 上 の 場 合 は ２ ０ 日 ） を ４ で 割 っ て 算 出 し ま す 。  

市 内 施 設 の 場 合 は 、 概 ね 「 ５ 日 」 で 差 し 支 え あ り ま せ ん 。  

 

◎ 加 算 取 得 の 際 に 必 要 と な る 資 料  

・ 市 が 規 定 す る 調 書 「 給 食 実 施 加 算 」  

・ 提 出 直 近 月 の 献 立 表  

 

外部監査費加算について【１号 ２・３号】【３月のみ加算】  

 公 認 会 計 士 等 に よ る 外 部 監 査 を 実 施 し た 施 設 に 対 し て 、 実 施 に 係 る 経 費 を

３ 月 分 の 単 価 に 加 算 し ま す 。  

 外 部 監 査 の 内 容 等 に つ い て は 、 幼 稚 園 に 係 る 私 立 学 校 振 興 助 成 法 （ 昭 和 ５

０ 年 法 律 第 ６ １ 号 ） 第 １ ４ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ く 公 認 会 計 士 ま た は 監 査 法

人 の 監 査 及 び こ れ に 準 ず る 公 認 会 計 士 ま た は 監 査 法 人 の 監 査 と 同 等 の も の と

し ま す 。  

＜ 加 算 対 象 と な る 要 件 ＞  

① 当 年 度 の ３ 月 ま で に 外 部 監 査 を 実 施 す る こ と が 確 認 で き る こ と  

※ 監 査 報 告 書 の 作 成 時 期 が 翌 年 度 に な る 場 合 で も 、 監 査 実 施 契 約 が 締 結 さ

れ て い る な ど 、 確 実 に 外 部 監 査 が 実 施 で き る こ と が 確 認 で き れ ば 、 当 年 度

の 加 算 対 象 に な り ま す 。  

 

◎ 加 算 取 得 の 際 に 必 要 と な る 資 料  

・ 外 部 監 査 の 実 施 状 況 等 が 分 か る 資 料  

・ 監 査 実 施 契 約 が 締 結 さ れ た 時 点 で 契 約 書 等 を 提 出 し て 下 さ い 。  
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休日保育加算について【２・３号】  

 日 曜 日 、 国 民 の 祝 日 及 び 休 日 に 保 育 を 実 施 す る 施 設 に 対 し て 、 休 日 保 育 の

年 間 延 べ 利 用 子 ど も 数 の 規 模 に 応 じ て 保 育 教 諭 等 の 職 員 を 休 日 に 確 保 す る た

め の 経 費 等 を 加 算 し ま す 。  

 延 べ 利 用 子 ど も 数 は 、 例 え ば １ 人 の 子 ど も が 休 日 保 育 を 月 に ４ 回 利 用 し た

場 合 は ４ 人 と カ ウ ン ト し ま す 。  

 ＜ 加 算 対 象 と な る 要 件 ＞  

① 休 日 保 育 を 提 供 す る 年 間 延 べ 利 用 子 ど も 数 が １ 名 以 上 で あ る こ と  

 ※ 他 の 施 設 を 利 用 す る 子 ど も を 休 日 に 受 入 れ た 場 合 も カ ウ ン ト し ま す 。 た

だ し 、 保 育 認 定 を 受 け て い る 子 ど も で あ る こ と が 条 件 で す 。  

② 休 日 に お け る 保 育 教 諭 の 配 置 体 制 を 確 認 で き る こ と  

 

◎ 加 算 取 得 の 際 に 必 要 と な る 資 料  

・ 調 書 「 休 日 保 育 加 算 」  

・ 休 日 に お け る 保 育 教 諭 の 配 置 体 制 を 確 認 で き る 資 料  

 

減価償却費加算について【２・３号】  

 以 下 の 要 件 全 て に 該 当 す る 施 設 に 加 算 し ま す 。 な お 、 単 価 は 「 都 市 部 」 と

「 標 準 」 が あ り ま す が 、 三 木 市 は 「 標 準 」 区 分 に な り ま す 。  

※ 賃 借 料 加 算 と 減 価 償 却 費 加 算 は 、 取 れ る の は ど ち ら か 一 方 の み で す 。  

＜ 加 算 対 象 と な る 要 件 ＞  

① 認 定 こ ど も 園 の 用 に 供 す る 建 物 が 自 己 所 有 で あ る こ と  

※ 施 設 内 の 一 部 に 賃 貸 物 件 が あ る 場 合 は 、 自 己 所 有 の 建 物 の 延 べ 面 積 が 施 設

全 体 の 延 べ 面 積 の ５ ０ %以 上 で あ れ ば 、 該 当 扱 い に な り ま す 。  

② 建 物 を 整 備 ・ 改 修 又 は 取 得 す る 際 に 、 建 設 資 金 又 は 購 入 資 金 が 発 生 し て い

る こ と  

③ 建 物 を 整 備 ・ 改 修 又 は 取 得 す る 際 に 、 国 の 補 助 金 等 の 交 付 を 受 け て い な い

こ と  

④ 賃 借 料 加 算 の 対 象 で な い こ と  

 

◎ 加 算 取 得 の 際 に 必 要 と な る 資 料  

・ 市 が 規 定 す る 調 書 「 減 価 償 却 費 加 算 」  

・ 建 物 を 整 備 ・ 改 修 又 は 取 得 す る 際 の 契 約 書 類 等 （ コ ピ ー ）  
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賃借料加算について【２・３号】  

 以 下 の 要 件 全 て に 該 当 す る 施 設 に 加 算 し ま す 。  

な お 、単 価 は A～ D の 地 域 区 分 と「 都 市 部 」「 標 準 」の 人 口 区 分 が あ り ま す

が 、 三 木 市 は 「 B 地 域  標 準 」 区 分 に な り ま す 。  

※ 賃 借 料 加 算 と 減 価 償 却 費 加 算 は 、 取 れ る の は ど ち ら か 一 方 の み で す 。  

＜ 加 算 対 象 と な る 要 件 ＞  

① 認 定 こ ど も 園 の 用 に 供 す る 建 物 が 賃 貸 物 件 で あ る こ と  

※ 施 設 内 の 一 部 に 自 己 所 有 部 分 が あ る 場 合 は 、 賃 貸 の 建 物 の 延 べ 面 積 が 施 設

全 体 の 延 べ 面 積 の ５ ０ %以 上 で あ れ ば 、 該 当 扱 い に な り ま す 。  

② 対 象 の 賃 貸 物 件 に 対 す る 賃 借 料 を 支 払 っ て い る こ と  

③ 賃 借 料 に 係 る 国 の 補 助 金 等 の 交 付 を 受 け て い な い こ と  

④ 減 価 償 却 費 加 算 の 対 象 で な い こ と  

◎ 加 算 取 得 の 際 に 必 要 と な る 資 料  

・ 市 が 規 定 す る 調 書 「 賃 借 料 加 算 」  

・ 賃 貸 契 約 書 （ コ ピ ー ）  

夜間保育加算について【２・３号】  

 夜 間 保 育 を 実 施 す る 施 設 に 加 算 さ れ る も の で す 。  

令 和 ４ 年 ３ 月 現 在 、 三 木 市 内 に 対 象 施 設 は あ り ま せ ん 。  

副食費徴収免除加算について【１号 ２・３号】  

 す べ て の 施 設 が 対 象 と な り ま す 。  

 副 食 費 徴 収 免 除 加 算 対 象 者 に つ い て は 、 以 下 の ど れ か に 該 当 す る 子 ど も と

な り ま す 。（ 他 、 レ ア ケ ー ス も あ り ま す が 、 概 ね 下 記 が 対 象 で す ）  

・３ 歳 児 以 上 の １ 号 認 定 子 ど も 及 び ２ 号 認 定 子 ど も の う ち 、年 収 360 万 未 満

相 当 世 帯 に 属 す る 子 ど も  

・ 全 て の 世 帯 の う ち 、 き ょ う だ い が い る 場 合 に 小 学 校 就 学 前 児 童 の み （ ※ １

号 は 小 学 校 ３ 年 生 ま で ） を 上 か ら 数 え て 第 ３ 子 以 降 の 子 ど も  

 

＜ 月 の 給 食 実 施 日 数 に つ い て ＞  

 月 の 給 食 実 施 日 数 に つ い て は 、 副 食 を 提 供 で き る 体 制 を と っ て い る 日 に な

り ま す 。加 算 関 係 の 資 料 に 記 載 す る 日 数 は 、「 ２ ５ 日 」で 差 し 支 え あ り ま せ ん 。  

 副 食 費 徴 収 免 除 加 算 に 係 る 費 用 は 、 暫 定 的 に 毎 月 お 支 払 い し て い る 給 付 費

に は 含 ま れ て お り ま せ ん 。 年 度 末 の 精 算 と な り 、 計 算 は 市 で 行 い ま す 。  
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加減調整部分について  

 年 齢 別 配 置 基 準 を 下 回 っ て い た り す る 場 合 な ど に 適 用 さ れ る 加 算 で す 。  

★主幹保育教諭等の専任化により子育て支援の取組みを

実施していない場合【１号 ２・３号】  

絶 対 必 要 配 置 職 員 数 の う ち 、 主 幹 専 任 化 代 替 職 員 が 配 置 さ れ て い な い 、 ま

た は 配 置 し て い て も 下 記 に 記 載 す る 「 子 育 て 支 援 の 取 組 み 」 を １ 号 、 ２ ． ３

号 そ れ ぞ れ で ２ 個 以 上 実 施 出 来 て い な い 場 合 に 、 減 算 の 対 象 と な り ま す 。  

★子育て支援の取組み★  

 以 下 の 各 種 事 業 の う ち 、１ 号 、２・３ 号 そ れ ぞ れ の 区 分 に お い て ２ つ 以 上

事 業 を 実 施 し て い る こ と が 必 要 で す 。 施 設 機 能 強 化 推 進 費 加 算 、 高 齢 者 等

活 躍 促 進 加 算 に お い て も こ の 取 組 が 関 わ っ て き ま す 。  

（１号）  

ⅰ 幼 稚 園 型 一 時 預 か り 事 業  

子 ど も 子 育 て 交 付 金 に 係 る 同 名 の 事 業 を 行 っ て い る 場 合 に 要 件 を 満 た せ

ま す 。 た だ し 、 平 均 対 象 こ ど も が １ 人 以 上 い る こ と が 必 要 で す 。  

ⅱ 一 般 型 一 時 預 か り 事 業  

子 ど も 子 育 て 交 付 金 に 係 る 同 名 の 事 業 を 行 っ て い る 場 合 に 要 件 を 満 た せ

ま す 。 た だ し 、 平 均 対 象 こ ど も が １ 人 以 上 い る こ と が 必 要 で す 。  

な お 、 対 象 児 童 が ２ 号 や ３ 号 認 定 の 子 ど も で あ っ た と し て も 、 施 設 全 体

で み れ ば こ の 事 業 を 行 っ て い る と み な せ る の で 、 １ 号 と し て も 要 件 を 満 た

し て い る こ と に な り ま す 。  

ⅲ 満 ３ 歳 児 に 対 す る 教 育 ・ 保 育 の 提 供  

 満 ３ 歳 児 対 応 加 配 加 算 を 取 得 で き る 場 合 に こ の 要 件 を 満 た せ ま す 。 そ の

た め 、 現 在 の 市 内 施 設 に お い て は 、 こ の 要 件 の 対 象 は あ り ま せ ん 。  

ⅳ 障 が い 児 に 対 す る 教 育 ・ 保 育 の 提 供  

 療 育 支 援 加 算 を 取 得 で き る 場 合 は 、 こ の 要 件 は 満 た し て い ま す 。  

 な お 、 対 象 児 童 が ２ 号 や ３ 号 認 定 の 子 ど も で あ っ た と し て も 、 施 設 全 体

で み れ ば 障 が い 児 を 受 け 入 れ て い る と み な せ る の で 、 １ 号 と し て も 要 件 を

満 た し て い る こ と に な り ま す 。  

ⅴ 継 続 的 な 小 学 校 と の 連 携 ・ 接 続 に 係 る 取 組 を し て い る  

 小 学 校 接 続 加 算 を 取 得 で き る 場 合 は 、 こ の 要 件 は 満 た し て い ま す 。  
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（２・３号）  

ⅰ 延 長 保 育 事 業  

子 ど も 子 育 て 支 援 交 付 金 に 係 る 同 名 の 事 業 を 行 っ て い る 場 合 に 要 件 を 満

た せ ま す 。  

ⅱ 一 般 型 一 時 預 か り 事 業  

子 ど も 子 育 て 支 援 交 付 金 に 係 る 同 名 の 事 業 を 行 っ て い る 場 合 に 要 件 を 満

た せ ま す 。 た だ し 、 月 の 平 均 対 象 こ ど も が １ 人 以 上 い る こ と が 必 要 で す 。  

ⅲ 病 児 保 育 事 業  

 子 ど も 子 育 て 支 援 交 付 金 に 係 る 同 名 の 事 業 を 行 っ て い る 場 合 に 要 件 を 満

た せ ま す 。  

ⅳ 乳 児 が ３ 人 以 上 利 用 し て い る 施 設  

 各 月 の 初 日 に お い て 、乳 児 が ３ 人 以 上 在 籍 し て い れ ば 要 件 を 満 た せ ま す 。 

ⅴ 障 が い 児 に 対 す る 教 育 ・ 保 育 の 提 供  

 療 育 支 援 加 算 を 取 得 で き る 場 合 は 、 こ の 要 件 は 満 た し て い ま す 。  

 な お 、 対 象 児 童 が １ 号 認 定 の 子 ど も で あ っ た と し て も 、 施 設 全 体 で み れ

ば 障 が い 児 を 受 け 入 れ て い る と み な せ る の で 、 ２ ・ ３ 号 と し て も 要 件 を 満

た し て い る こ と に な り ま す 。  

 

◎ 状 況 確 認 の 際 に 必 要 と な る 資 料  

・ 調 書 「 主 幹 保 育 教 諭 専 任 化 要 件 確 認 書 」  

・ 選 択 し た 事 業 の 実 施 状 況 や 在 籍 状 況 が 分 か る 資 料 （ 例 え ば 各 種 預 か り 事 業

で あ れ ば ４ 月 等 の 実 績 な ど ）  

・ 施 設 の 職 員 体 制 図 （ 主 幹 専 任 化 代 替 職 員 が わ か る も の ）  

 

 

【注意】主幹保育教諭について  

 「 給 付 」の 観 点 か ら 見 る 場 合 、主 幹 保 育 教 諭 は 、教 育・保 育 計 画 の 立 案 や 地

域 の 子 育 て 支 援 活 動 等 の 業 務 に 専 任 す べ き 立 場 で あ り 、 ま た 基 本 配 置 と し て

主 幹 保 育 教 諭 代 替 職 員 を 配 置 し て い る こ と か ら 、 担 任 を 持 つ こ と は 想 定 さ れ

て い ま せ ん 。 主 幹 保 育 教 諭 が 担 任 を う け 持 っ て い る 場 合 、 前 述 の 活 動 に 専 任

で き て い な い と 判 断 さ れ る た め 、 こ の 減 算 の 対 象 と な り ま す 。  
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年齢別配置基準を下回る場合【１号 ２・３号】  

 絶 対 必 要 配 置 職 員 数 （ 主 幹 専 任 化 代 替 職 員 を 除 く ） を 満 た し て い な い 場 合

に 適 用 さ れ ま す 。  

 こ れ が 適 用 さ れ る 状 況 は 、 基 本 的 に 絶 対 必 要 配 置 職 員 の 条 件 を 満 た せ て い

な い た め 、 各 種 加 算 が 取 れ な い 上 に こ の 減 算 を 受 け る こ と に な り ま す 。  

 例 え ば 、 １ 号 定 員 １ ５ 人 、 ２ ・ ３ 号 定 員 １ ０ ０ 人 、 定 員 数 ＝ 児 童 数 の 施 設

で ２ 名（ 常 勤 換 算 ）職 員 が 不 足 す る 場 合 、年 間 1,100 万 円 程 度 の 減 算 を 受 け

る こ と に な り ま す 。  

配置基準上求められる職員資格を有しない場合

【１号 ２・３号】  

 絶 対 必 要 配 置 職 員 に 算 定 さ れ る 教 育 ・ 保 育 従 事 者 の う ち 、 保 育 士 と 幼 稚 園

教 諭 両 方 の 資 格 が な い 者 が い る 場 合 に 適 用 さ れ ま す 。  

 例 え ば 、 １ 号 定 員 １ ５ 人 、 ２ ・ ３ 号 定 員 １ ０ ０ 人 、 定 員 数 ＝ 児 童 数 の 施 設

で ２ 名（ 常 勤 換 算 ）の 教 育・保 育 担 当 者 が 資 格 を 持 っ て い な い 場 合 、年 間 750

万 円 程 度 の 減 算 を 受 け る こ と に な り ま す 。  

  

教育標準時間認定子どもの利用定員を設定しない場合

【２・３号】  

 １ 号 認 定 子 ど も の 利 用 定 員 を 設 定 し な い 施 設 に 適 用 さ れ る 加 算 で す 。  

 ※ １ 号 定 員 を 定 め て い て も 、 １ 号 認 定 と し て の 利 用 が 「 ０ 人 」 だ っ た 月 は

適 用 可 能 で す 。  

 

分園の場合【２・３号】  

 令 和 ４ 年 ４ 月 現 在 、 三 木 市 内 に 対 象 施 設 は あ り ま せ ん 。  

 （ 参 考 ）  

分 園 は 、 ベ ー ス と な る 保 育 必 要 量 単 価 と 処 遇 Ⅰ の 加 算 額 が 本 園 の 90％ に

な り ま す 。  
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土曜日に閉所する場合【２・３号】  

土 曜 日 に 係 る 保 育 の 利 用 希 望 が 無 い な ど の 理 由 に よ り 、 当 該 月 の 土 曜 日 に

閉 所 す る 日 が あ る 施 設 に 適 用 し ま す 。  

 

開 所 し て い て も 保 育 を 提 供 し て い な い 場 合 は 、 閉 所 し て い る も の と し て 取

り 扱 い ま す 。 自 施 設
・ ・ ・

の
・

児 童
・ ・

に
・

保 育
・ ・

を
・

提 供
・ ・

し て
・ ・

い る
・ ・

か
・

否
・

か
・

が 一 つ の ポ イ ン ト と

な り ま す 。  

 

な お 、 他 の 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 、 地 域 型 保 育 事 業 所 （ 居 宅 訪 問 型 保 育 事 業

所 は 除 く 。）又 は 企 業 主 導 型 保 育 施 設 と 共 同 保 育 を 実 施 す る こ と に よ り 、施 設

を 利 用 す る 保 育 認 定 子 ど も の 土 曜 日 に お け る 保 育 が 確 保 さ れ て い る 場 合 に は 、

土 曜 日 に 開 所 し て い る も の と し て 取 り 扱 い ま す 。  

 

◎減算する場合・しない場合の条件の概要  

※三木市として定めているルールです。  

①  国 民 の 祝 日 及 び 休 日 、 年 末 年 始 （ 12/29～ 1/3）  減 算 し な い  

②  
施 設 が 独 自 に 決 め た 休 園 日 が 土 曜 日 の 場 合  

（ 入 園 の し お り 等 で 事 前 に 保 護 者 に 周 知 し て い る 場 合 ）  
減 算 し な い  

③  感 染 症 拡 大 や 災 害 等 、 特 別 な 事 情 が あ る 場 合  後 述  

④  
開 所 し て い て も 保 育 の 提 供 を し て い な い （ 誰 も 利 用 者 が い

な い ） 場 合  
減 算 す る  

⑤  開 所 し た が 当 日 キ ャ ン セ ル に よ り 誰 も 利 用 者 が い な い 場 合  減 算 し な い  

⑥  
他 の 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 等 と 土 曜 日 の 共 同 保 育 を 実 施 し て

い る 場 合  
次 ペ ー ジ で 解 説  
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「⑥  他の特定教育・保育施設等と土曜日の共同保育を実施してい

る場合」の具体的な考え方  

条 件 ： 施 設 A と B が 共 同 保 育 を 実 施 し て い る 。  

ⓐ は 施 設 A の 在 籍 児 童 、 ⓑ は 施 設 B の 在 籍 児 童 。  

パ タ ー ン １  

 

 

 

 

パ タ ー ン ２  

 

 

 

 

 

 施 設 A・ B の 関 係 性 が 、 同 一 法 人 内 の 施 設 で あ っ て も 、 別 法 人 の 施 設 で あ っ て も こ

の 取 扱 い は 同 じ で す 。  

 

・公 定 価 格 に 関 す る FAQ154 の「 土 曜 日 が ５ 日 あ る 月 の 場 合 調 整 率 の 区 分 の 取 扱 い 」

及 び 「 土 曜 日 が ４ 日 あ る 月 で そ の う ち １ 日 が 祝 日 の 場 合 の 調 整 率 の 区 分 の 取 扱 い 」

に つ い て  

 月 に 1 日 閉 所  月 に ２ 日 閉 所  月 に ３ 日 閉 所  月 に ４ 日 閉 所  月 に ５ 日 閉 所  

土 曜 日 が  

月 ５ 日 あ る 月  

「 月 に 1 日 閉

所 」 の 区 分  

「 月 に ２ 日 閉

所 」の 区 分 を 適

用  

「 月 に ３ 日 以

上 閉 所 」の 区 分  

「 月 に ３ 日 以

上 閉 所 」の 区 分  

「 す べ て 閉 所 」

の 区 分  

土 曜 日 が 月 ４ 日 

そ の う ち  

１ 日 が 祝 日  

「 月 に 1 日 閉

所 」 の 区 分  

「 月 に ２ 日 閉

所 」 の 区 分  

「 す べ て 閉 所 」

の 区 分  
―  ―  

 

 

 

 

 

施 設 B 

🔐 ⓐ  ⓑ  

施 設 A 施 設 A・ B 共 に 「 減 算 し な い 」  

 施 設 A・ B の 在 籍 児 童 が 土 曜 日 に 保 育 の 提 供 を 受

け て い る の で 、 ど ち ら も 開 所 扱 い に な り ま す 。  

施 設 A 施 設 Ｂ  

施 設 A は 「 減 算 」  

施 設 B は 「 減 算 し な い 」  

 施 設 A の 在 籍 児 童 に 保 育 を 提 供 し て い な い の で 、 施 設

A は 開 所 し て い た と し て も 閉 所 扱 い で す 。  

施 設 B に つ い て は 、 施 設 B の 在 籍 児 童 が 土 曜 日 に 保 育

の 提 供 を 受 け て い る の で 、閉 所 し て い た と し て も 開 所 扱 い

に な り ま す 。  

ⓑ  🔐 
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③に記載した、「特別な事情」に当たる事項  

 

 土 曜 日 が 次 の 状 況 に 該 当 す る 場 合 、「 減 算 し な い 」 と し ま す 。  

 た だ し 、こ の 考 え 方 は 、あ く ま で も 加 算 項 目「 土 曜 日 に 閉 所 す る 場 合 」の 適 用 に 係 る

要 件 で あ り 、実 際 に 閉 所 し て い た と し て も“ 減 算 対 象 に な ら な い ”だ け で あ り 、実 際 に

「 開 所 し な く て も よ い 、 開 所 し て は い け な い 」 と い う こ と で は あ り ま せ ん 。  

 

・ 対 象 と な る 土 曜 日 の 午 前 ７ 時 時 点 で 、 三 木 市 に 警 報 が 発 令 さ れ て い る 場 合  

 ※ “ 播 磨 南 東 部 ” で は な く 、“ 三 木 市 ” に 発 令 さ れ て い る 場 合 が 対 象 で す 。  

 ※ 大 雨 や 洪 水 な ど 、 警 報 の 種 類 は 問 い ま せ ん 。  

 ※ 午 前 8 時 で 警 報 が 解 除 さ れ た と し て も 、午 前 7 時 時 点 で 警 報 が 発 令 さ れ て い れ ば 、

減 算 対 象 に は な り ま せ ん 。  

 

・ 地 震 に つ い て  

 地 震 に つ い て は 、 震 度 に よ る 明 確 な 区 分 は あ り ま せ ん が 、 地 震 に よ り 施 設 が 一 部 損

壊 す る な ど の 影 響 が あ り 、 児 童 を 保 育 す る に あ た り 危 険 が 生 じ る な ど 、 説 明 が 可 能 な

場 合 は 対 象 外 に な り ま す 。  

 ※ 別 途 証 明 書 類 の 提 出 が 必 要 と な る 場 合 が あ り ま す 。  

・ 感 染 症 拡 大 に よ る 限 定 保 育 適 用 期 間  

 い わ ゆ る 令 和 ２ 年 ４ 月 中 旬 か ら ６ 月 末 ま で の よ う な 期 間 は 減 算 対 象 外 で す 。  

こ ち ら に つ い て は 、 市 が 対 象 期 間 を 決 定 し ま す 。  

緊 急 事 態 宣 言 や ま ん 延 防 止 等 重 点 措 置 発 令 期 間 中 が 全 て こ れ に あ た る わ け で は あ り

ま せ ん の で ご 注 意 く だ さ い 。  

・ 感 染 症 発 生 に 伴 う 休 園 措 置  

ク ラ ス タ ー 認 定 の 是 非 は 問 い ま せ ん 。  

 

・ 保 育 認 定 子 ど も の 参 加 を 前 提 と し た 行 事 の 場 合  

 運 動 会 や 音 楽 会 、 遠 足 、 入 園 式 や 卒 園 式 な ど  

 

◎ 状 況 確 認 の 際 に 必 要 と な る 資 料  

・ 調 書 「 土 曜 日 閉 所 減 算 適 用 に 係 る 実 績 報 告 書 」  

 ※ ４ ～ ９ 月 分 は 加 算 適 用 申 請 時 に 、１ ０ 月 ～ ３ 月 分 は ３ 月 に 書 類 の 提 出 が 必

要 で す 。  
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乗除調整部分について  

 各 認 定 区 分 に お い て 利 用 定 員 を 一 定 以 上 、 一 定 期 間 以 上 に 渡 っ て 超 過 し て

い る 場 合 に 、基 本 分 単 価 や 基 本 加 算 部 分 に 係 る 金 額 を 乗 除 調 整 す る も の で す 。 

 

定員を恒常的に超過する場合【１号 ２・３号】  

 １ 号 認 定 区 分 の 場 合 は 直 前 の 連 続 す る ２ 年 間 、 ２ ・ ３ 号 認 定 区 分 の 場 合 は

直 前 の 連 続 す る ５ 年 間 、 毎 月 常 に 利 用 定 員 を 超 え て お り 、 か つ 、 各 年 度 の 年

間 平 均 在 所 率 が 利 用 定 員 ×１ ２ ０ %を 超 え て い る 状 態 の 施 設 に 減 算 と し て 適

用 さ れ ま す 。  

 な お 、 利 用 す る 子 ど も 数 の 調 整 、 も し く は 定 員 を 変 更 す る こ と に よ り 、 年

度 内 の 年 間 平 均 在 所 率 が １ ２ ０ ％ を 下 回 る だ ろ う と 見 込 ま れ た 場 合 は 、 そ の

見 直 し が 行 わ れ た 月 の 翌 月 か ら 減 算 は 解 除 さ れ ま す 。  

  

 ＜ 減 算 さ れ る 加 算 内 容 ＞  

 基 本 分 単 価 と 基 本 加 算 部 分（ 副 食 費 徴 収 免 除 加 算 を 除 き ま す ）、他 の 加 減 調

整 部 分 に つ い て 算 定 後 、 そ の 認 定 区 分 に 応 じ た 減 算 率 を 掛 け ま す 。  

 

◎ 状 況 確 認 の 際 に 必 要 と な る 資 料  

・調 書「「 定 員 を 恒 常 的 に 超 過 す る 場 合 」に 係 る １ 号 認 定 、２・３ 号 認 定 そ れ

ぞ れ の 区 分 ご と の 月 初 日 在 籍 児 童 数 状 況 確 認 表 」  

 ※ な お 、 現 年 度 分 に つ い て は 、 加 算 適 用 申 請 時 は ９ 月 ま で 、 実 績 報 告 時 に

は ３ 月 ま で 報 告 す る こ と 。  
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特定加算部分について  

療育支援加算について【１号 ２・３号】  

 障 が い が あ る 子 ど も を 受 け 入 れ て い る 施 設 で 、 主 幹 保 育 教 諭 等 を 補 助 す る

者 を 配 置 し 、 地 域 住 民 等 の 子 ど も の 療 育 支 援 に 取 組 む 場 合 に 加 算 し ま す 。  

 ＜ 加 算 対 象 と な る 要 件 ＞  

① こ こ で い う「 障 が い が あ る 子 ど も 」と は 、障 害 者 手 帳 や 療 育 手 帳 を 絶 対 に

持 っ て な い と ダ メ 、 と い う わ け で は あ り ま せ ん 。 手 帳 を 持 っ て い れ ば も

ち ろ ん 対 象 に は な り ま す が 、 日 ご ろ の 子 ど も の 状 況 に よ り 、 手 帳 は 持 っ

て い な い と し て も 、 ○ ○ の 理 由 で ど う し て も 該 当 す る 子 ど も に 対 し て 加

配 が 必 要 な 場 合 な ど 、 説 明 で き る の で あ れ ば 対 象 に 出 来 ま す 。  

② 障 が い が あ る 子 ど も の う ち 、 特 別 児 童 扶 養 手 当 支 給 対 象 の 子 ど も が い る

場 合 は 、 加 算 額 は 「 A」 に な り ま す 。 い な い 場 合 は 「 B」 に な り ま す 。  

③「 障 が い が あ る 子 ど も を 受 け 入 れ て い る 」と は 、各 月 の 初 日 に お い て 障 が

い 児 が １ 人 以 上 利 用 し て い る こ と で 条 件 を 満 た せ ま す 。  

④ 「 主 幹 保 育 教 諭 等 を 補 助 す る 者 」 は 、 非 常 勤 教 諭 で も OK で す 。 ま た 、

保 育 士 や 幼 稚 園 教 諭 資 格 有 無 は 問 い ま せ ん 。 た だ し 、 誰 が そ の ポ ジ シ ョ

ン に い る の か を 決 め て お く 必 要 が あ り ま す 。  

 な お 、 こ れ に 該 当 す る 人 は 、 職 員 数 の 換 算 対 象 に は な り ま せ ん 。  

◎ 加 算 取 得 の 際 に 必 要 と な る 資 料  

・ 調 書 「 療 育 支 援 加 算 」  及 び  対 象 児 童 の 状 況 を 説 明 で き る 資 料  

事務職員配置加算について【１号】  

 施 設 全 体 の 利 用 定 員 合 計 が 91 人 以 上 の 施 設 が 、 絶 対 必 要 配 置 職 員 で 必 要

な 事 務 職 員 及 び 非 常 勤 事 務 職 員 を 配 置 し た う え で 、 さ ら に 非 常 勤 事 務 職 員 を

配 置 す る 場 合 に 加 算 さ れ ま す 。  

 事 務 職 員 は 、 絶 対 必 要 配 置 職 員 （ 基 本 配 置 ） と し て の 園 長 等 の 兼 務 は 可 能

で す が 、こ の 加 算 の 取 得 の た め の 事 務 職 員 は 、配 置 が 必 要 で 、兼 務 不 可 で す 。

例 え ば フ リ ー の 保 育 教 諭 を 事 務 職 員 と し て 配 置 す る 場 合 は 、 そ の 職 員 は 年 齢

別 配 置 基 準 の 必 要 保 育 教 諭 の 職 員 数 換 算 対 象 か ら 外 れ ま す 。  

◎ 加 算 取 得 の 際 に 必 要 と な る 資 料  

・ 施 設 の 職 員 体 制 図 （ 事 務 職 員 の 配 置 体 制 が 確 認 で き る も の ）  
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指導充実加配加算について【１号】  

１ 号 と ２ 号 の 利 用 定 員 合 計 が 271 人 以 上 の 施 設 で あ る こ と が 条 件 の 一 つ

な の で 、 市 内 に は こ の 加 算 を 取 得 で き る 施 設 は あ り ま せ ん 。  

 

事務負担対応加配加算について【１号】  

施 設 全 体 の 利 用 定 員 が 271 人 以 上 の 施 設 で あ る こ と が 条 件 の 一 つ な の で 、

市 内 に は こ の 加 算 を 取 得 で き る 施 設 は あ り ま せ ん 。  

 

処遇改善等加算Ⅱについて  

 処 遇 改 善 等 加 算 Ⅱ は 、副 主 幹 保 育 教 諭 や 中 核 リ ー ダ ー 、専 門 リ ー ダ ー な ど 、

そ の 人 そ れ ぞ れ が 持 つ 経 験 や 技 能 に よ っ て あ て ら れ た 職 位 に 応 じ て 賃 金 改 善

を 行 う こ と に よ り 、 キ ャ リ ア ア ッ プ の 道 筋 を 作 る 取 組 を 行 う た め の 人 件 費 に

対 し て 加 算 す る も の で す 。  

 そ の た め 、 こ の 加 算 で 算 出 し た 加 算 額 に つ い て は 、 必 ず 人 件 費 と し て 賃 金

改 善 に 充 て る こ と が 必 要 で す 。 ま た 、 ど の 職 員 に 、 ど れ だ け の 賃 金 改 善 を 行

う の か を 具 体 的 に 示 す 必 要 が あ り ま す 。 も ち ろ ん 対 象 の 職 員 に も 「 あ な た の

処 遇 改 善 額 は ○ ○ 円 で す よ 」 と い う こ と を 示 す 必 要 が あ り ま す 。  

◎大まかな流れ  

① 施 設 の 平 均 年 齢 別 児 童 数 を 算 出 し ま す 。  

② 施 設 と し て 取 得 す る 加 算 を 決 め ま す 。  

③ 取 得 し た 加 算 を 元 に 処 遇 Ⅱ の 加 算 算 定 対 象 人 数 を 算 出 し ま す 。  

④ ③ で 算 出 し た 人 数 を 元 に 、「 人 数 A」「 人 数 B」 を 算 出 し ま す 。  

⑤ 「 人 数 A」「 人 数 B」 を 元 に 、 加 算 見 込 額 を 算 出 し ま す 。  

⑥ 加 算 見 込 額 以 上 の 処 遇 改 善 を 行 う 計 画 を 立 て ま す 。  

 

“処遇改善等加算Ⅱを認定する”とは、  

④で算出する「人数 A」「人数 B」を認定することです。  

◎平均年齢別児童数とは  

 各 年 齢 区 分 ご と に 、 ど れ だ け の 児 童 数 が 在 籍 し て い る か の 年 間 平 均 を 取 っ

た も の で す 。 こ の 児 童 数 は 、 ３ つ の 方 法 で 求 め る こ と が で き ま す 。 ど の や り

方 で 算 出 し て も OK で す 。  
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① 前 年 の 増 え 方 を 元 に し た 年 間 伸 び 率 を 元 に 各 月 の 児 童 数 を 求 め 、 平 均 児 童

数 を 算 出 す る 。  

② 前 年 の 増 え 方 が 特 殊 で 、４ 月 の 児 童 数 を 元 に 単 純 に ① の や り 方 で 求 め る と 、

実 態 に そ ぐ わ な い 場 合 は 、 手 計 算 に て 行 う こ と も 可 能 で す 。  

③ ４ 月 初 日 現 在 の 児 童 数 を 平 均 年 齢 別 児 童 数 と す る  

※ ③ の や り 方 は 計 算 い ら ず で 簡 単 で す が 、 年 間 の 児 童 数 が 増 え る こ と が 見 込

ま れ る 場 合 は 加 算 額 が 低 く な り ま す 。  

① ② の 方 法 の 場 合 は 、 様 式 「 平 均 年 齢 別 児 童 数 計 算 表 」 の 提 出 が 必 要 で す 。  

◎加算算定対象人数とは  

国 か ら 通 知 さ れ る 処 遇 Ⅰ ・ Ⅱ に 関 す る 取 扱 い 文 書 に 記 載 さ れ た 、  

「 こ れ だ け の 子 ど も を 預 か る な ら 、 こ れ く ら い の 職 員 は 必 要 で す よ ね 。  

そ し て 、こ の 加 算 を 取 る（ こ う い う 保 育 の や り 方 を す る ）な ら こ れ く ら い の

人 員 は 必 要 で す よ ね 」 と い う計算上の数字で す 。  

 こ れ を 積 み 上 げ る と 、「 施 設 に は 、こ れ だ け の 職 員 数 が 必 要 で す よ ね 」と い

う 数 字 に な り ま す 。 こ れ が 加 算 算 定 対 象 人 数 で す 。  

こ の 人 数 が 、「 人 数 A」「 人 数 B」を

求 め る た め に 必 要 な 人 数 に な り ま

す 。 様 式 「 処 遇 Ⅱ  加 算 対 象 職 員 数

計 算 表 」 を 用 い ま す 。  

 平 均 年 齢 別 児 童 数 、利 用 定 員 、そ

し て 各 種 加 算 に 割 り 当 て ら れ た 算

定 上 の 職 員 数 を 元 に 計 算 し ま す 。小

数 点 以 下 は 四 捨 五 入 し ま す 。  

 

加 算 に 割 り 当 て ら れ る 算 定 上 の

職 員 数 は 、毎 年 細 か い と こ ろ で 変 わ

る 可 能 性 が あ る た め 、平 均 年 齢 別 児

童 数 や 取 得 す る 加 算 が 全 く 同 じ で

あ っ て も 、人 数 A・B が 変 わ っ て く

る 場 合 が あ り ま す 。  

 

  

 

 

様 式 「 処 遇 Ⅱ  加 算 対 象 職 員 数  

計 算 表 」 の 法 的 根 拠 は コ レ で す 。  



- 40 - 

 

◎加算見込額の計算方法  

 加 算 算 定 対 象 人 数 を 求 め た ら 、 次 は 「 人 数 A」「 人 数 B」 を 求 め ま す 。  

  

★そもそも「人数 A」「人数 B」って何なのか？  

 あ く ま で イ メ ー ジ で す が 、  

「人数 A」  

⇒園長・主幹保育教諭を除く、施設の中核を担う職員数。  

国は概ね全職員の 3 分の１くらいを想定しているようです。  

 「人数 B」  

⇒中核を担う職員ではないが、キャリアを積み、何かしらの業務

を任されている職員数。  

国は概ね全職員の５分の１くらいを想定しているようです。  

 

 

 

 

 

★「人数 A」「人数 B」の求め方  

 「人数 A」：加算算定対象人数  ÷ ３  （小数点以下四捨五入） 

 「人数 B」：加算算定対象人数  ÷ ５  （小数点以下四捨五入） 

  

例 ： 加 算 算 定 対 象 人 数 が ２ ６ 人 の 場 合  

 「 人 数 A」： ２ ６  ÷ ３  ＝  ８ ． ６ ６ ６ …  ⇒  ９ 人  

 「 人 数 B」： ２ ６  ÷ ５  ＝  ５ ． ２     ⇒  ５ 人  

 と な り ま す 。  

 

 

 

結 果 、 下 記 の や り 方 で 「 人 数 A」「 人 数 B」 を 求 め ま す 。  
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★加算見込額の算出について  

 人 数 A・ B を 求 め た ら 、 次 は 加 算 見 込 額 を 算 出 し ま す 。 国 か ら 示 さ れ る 公

定 価 格 告 示 に よ る 加 算 単 価 を 元 に 計 算 し ま す 。  

 認 定 こ ど も 園 に つ い て は 、 本 来 は １ 号 、 ２ ・ ３ 号 そ れ ぞ れ で 加 算 見 込 額 を

求 め 、 そ れ ぞ れ ２ 分 の １ し た も の を 足 し 合 わ せ る 形 と な っ て い ま す が 、 事 実

上 単 純 に 加 算 単 価 ×人 数 で 求 め ら れ る の で 、 そ の や り 方 で 説 明 し ま す 。  

 

人数 A に係る加算見込額  

 加算単価×人数 A×改善実施期間の月数  （千円未満切り捨て）  

人数 B に係る加算見込額  

 加算単価×人数 B×改善実施期間の月数  （千円未満切り捨て）  

 ※ 改 善 実 施 期 間 の 月 数 は 基 本 的 に １ ２ カ 月 で 考 え て OK で す 。  

  

 （ 例 ）  

 令 和 ２ 年 度 の 認 定 こ ど も 園 の 単 価 ： A 49,980 円  B 6,250 円  

 「 人 数 A」： ９ 人  「 人 数 B」： ５ 人  の 場 合  

 人 数 A に 係 る 加 算 見 込 額  

49,980×９ ×１ ２ ＝ 5,397,840 ⇒  5,397,000 円  

 人 数 B に 係 る 加 算 見 込 額  

6,250×５ ×１ ２ ＝ 375,000 ⇒  375,000 円  

 ⇒加算見込額：5,397,000＋375,000＝5,772,000 円  

 に な り ま す 。    

 

 ※ 「 人 数 A」 に 係 る 加 算 見 込 額 と 、「 人 数 B」 に 係 る 加 算 見 込 額 を 、 そ れ

ぞ れ 千 円 未 満 の 切 り 捨 て を 行 っ て か ら 足 し 合 わ せ て く だ さ い 。  

 

◎処遇改善計画（加算額の配分の方法）について  

 こ の 加 算 で 算 出 し た 加 算 額 は 、 全 て 職 員 の 処 遇 改 善 に 充 て る 必 要 が あ り ま

す 。 処 遇 改 善 計 画 は 、 処 遇 Ⅱ の ル ー ル に 基 づ い た 賃 金 改 善 を 加 算 見 込 額 以 上

に 行 う 計 画 で あ る 必 要 が あ り ま す 。  

 ※ 計 画 書 の 作 成 方 法 は 、 こ こ で は 割 愛 し ま す 。  
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★対象職員について  

 園 長 と 主 幹 保 育 教 諭 (※ )を 除 く 、す べ て の 職 員 を 対 象 に で き ま す 。保 育 教 諭

で な く て も 、 調 理 員 や 栄 養 士 、 事 務 員 で も OK で す 。 た だ し 、 令 和 ５ 年 度 以

降 は 、 一 定 の 研 修 を 修 了 す る こ と が 段 階 的 に 必 修 化 さ れ ま す 。  

●研修修了要件について  

 平 成 ２ ９ 年 度 に 創 設 さ れ た 処 遇 改 善 等 加 算 Ⅱ は 、 賃 金 改 善 の 対 象 と す る 職

員 に つ い て 、 一 定 の 研 修 を 修 了 す る こ と が 要 件 化 さ れ て い ま す が 、 研 修 受 講

の 負 担 を 考 慮 し 、 令 和 ４ 年 度 ま で は 必 修 化 は さ れ て い ま せ ん で し た 。  

令和５年度以降は、段階的な必修化が始まります。  

 よ っ て 、 令 和 ５ 年 度 以 降 は 、 処 遇 改 善 等 加 算 Ⅱ 計 画 書 等 提 出 時 の 添 付 資 料

と し て 、 そ の 施 設 に 勤 め る 職 員 の 、 研 修 修 了 状 況 を 取 り ま と め た 資 料 を 提 出

す る 必 要 が あ り ま す 。  

 【副主幹保育教諭・中核リーダー・専門リーダー等】  

 ⇒令和５年度から段階的に必修化し、令和８年度に完全実施  

  ⇒ 各 年 度 4 月 に 対 象 と な る た め に は 、  

令 和 ４ 年 度 末 ま で に １ 分 野 （ 15 時 間 以 上 ）  

令 和 ５ 年 度 末 ま で に ２ 分 野 （ 30 時 間 以 上 ）  

令 和 ６ 年 度 末 ま で に ３ 分 野 （ 45 時 間 以 上 ）  

令 和 ７ 年 度 末 ま で に ４ 分 野 （ 60 時 間 以 上 ）  

※ 副 主 幹 保 育 教 諭 と 中 核 リ ー ダ ー に つ い て は 、 受 講 修 了 し た 研 修 の う

ち 1 分 野 （ 15 時 間 以 上 ） は マ ネ ジ メ ン ト 研 修 で あ る こ と  

の 研 修 要 件 を ク リ ア し て お く 必 要 が あ り ま す 。  

 

 【職務分野別リーダー・若手リーダー等 】  

 ⇒令和６年度に完全実施  

⇒ 令 和 ６ 年 度 ４ 月 に 対 象 と な る た め に は 、  

令 和 ５ 年 度 末 ま で に １ 分 野 （ 15 時 間 以 上 ）  

    

   の 研 修 要 件 を ク リ ア し て お く 必 要 が あ り ま す 。  
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【イメージ図】  

 
 

処 遇 改 善 等 加 算 Ⅱ の 賃 金 改 善 対 象 者 に 係 る 研 修 終 了 要 件 に つ い て  

 

【 特 例 的 な 考 え 方 】  

保 育 士 等 キ ャ リ ア ア ッ プ 研 修 ガ イ ド ラ イ ン に 基 づ く 研 修 の う ち ・ ・ ・  

・令 和 2 年 度 以 降 に 受 講 し た 保 育 実 践 研 修 は 対 象 外 。令 和 元 年 度 ま で に 受 講

し て い れ ば 算 入 す る こ と が で き ま す 。  

・副 主 任 級 及 び 中 核 リ ー ダ ー 以 外 の 職 種 に つ い て は 、令 和 2 年 度 以 降 に 受 講

し た マ ネ ジ メ ン ト 研 修 は 対 象 外 。 令 和 元 年 度 ま で に 受 講 し て い れ ば 算 入 す

る こ と が で き ま す 。  

副主任級・中核リーダー等

１分野
or

１５時間以上

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

職務分野別リーダー・若手リーダー等

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

１分野 or １５時間以上要件義務化無し

令和８年度以降

２分野
or

３０時間以上

３分野
or

４５時間以上

４分野
or

60時間以上

令和８年度以降

要件義務化無し 完全実施

完全実施

研修修了要件（完全実施時）

職種 保育所（地域型等） 認定こども園

副主任級、
中核リーダー

４分野以上の研修の修了

※令和7年度末までにマネジメント分野の研修
修了が必要

計60時間以上の研修の修了

※令和7年度末までに15時間以上のマネジメン
ト分野の研修修了が必要

専門リーダー ４分野以上の研修の修了 計60時間以上の研修の修了

職務分野別
リーダー、
若手リーダー

担当する１分野の研修の修了
計15時間以上の研修の修了
※担当する職務分野に対応する研修を含むこと
が必要

園内研修の取扱
い

1分野あたり最大4時間の研修時間を短縮可

副主任級、中核リーダー、専門リーダー
⇒最大15時間算入可
職務分野別リーダー・若手リーダー
⇒最大4時間算入可
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認 定 こ ど も 園 に お い て は 、 保 育 士 等 キ ャ リ ア ア ッ プ 研 修 以 外 に も 、 県 に 認

め ら れ た 実 施 主 体 が 行 う 研 修 （ 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 教 育 ・ 保 育 要 領 、 幼

稚 園 教 育 要 領 及 び 保 育 所 保 育 指 針 を 踏 ま え て 教 育 及 び 保 育 の 質 を 高 め る た め

の 知 識 ・ 技 能 の 向 上 を 目 的 と し た も の ） も 対 象 に で き ま す 。 ま た 、 園 内 研 修

も 算 入 時 間 の 上 限 は あ り ま す が 、 算 入 が 可 能 で す 。  

 

ま た 、 こ れ も 認 定 こ ど も 園 限 定 の 考 え 方 に な り ま す が 、 研 修 要 件 は あ く ま

で も“ 分 野 ”で は な く“ ○ ○ 時 間 ”で す 。そ の た め 、保 育 士 等 キ ャ リ ア ア ッ プ

研 修 の う ち 、幼 児 教 育 5 時 間 、乳 児 保 育 5 時 間 、障 害 児 保 育 ５ 時 間 の 合 計 15

時 間 で も 処 遇 改 善 等 加 算 Ⅱ の 対 象 要 件 を 満 た す こ と が で き ま す 。  

な お 、 こ の “ １ ５ 時 間 分 Ｏ Ｋ ” の 保 育 教 諭 が 小 規 模 保 育 事 業 所 へ 異 動 に な

っ た 場 合 は 、 小 規 模 保 育 事 業 所 に お い て も 処 遇 改 善 等 加 算 Ⅱ の 対 象 に で き ま

す 。 確 認 方 法 は 認 定 こ ど も 園 ル ー ル に な り ま す 。 た だ 、 異 動 後 に お い て 保 育

士 キ ャ リ ア ア ッ プ 研 修 に 準 じ た 研 修 修 了 要 件 に 合 致 す る よ う 努 め る 必 要 が あ

り ま す 。  

 

  

研修内容等
保育所（地域型等） 認定こども園

研修実施主体

• 都道府県
• 都道府県の指定を受けた機関※
※市町村、指定保育士養成施設、保育に関する
研修の実績のある非営利団体に限る。

• 都道府県又は市町村（教育委員会
　含む。）
• 認定こども園関係団体、幼稚園
　関係団体、保育関係団体のうち
　都道府県が適当と認める者
• 大学、大学共同利用機関、指定
　教員養成機関、免許状更新講習開
　設者等
• その他都道府県が適当と認める者
• 園内研修を実施する認定こども
　園・幼稚園

対象となる研
修内容

保育所等キャリアアップ研修として実施する以
下の分野に係る研修

①乳児保育、②幼児教育、③障害児
保育、④食育・アレルギー対応、
⑤保健衛生・安全対策、⑥保護者支援・子育て
支援、⑦マネジメント

※研修時間は各分野15時間以上

幼保連携型認定こども園教育・保育要領、幼稚
園教育要領及び保育所保育指針を踏まえて教育
及び保育の質を高めるための知識・技能の向上
を目的とした研修

研修終了状況
の確認方法

加算認定自治体において、保育士等キャリアアップ
研修の修了証により研修の修了状況を確認

加算認定自治体において、各施設が作成する研修受
講履歴等により研修の内容及び修了状況を確認
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●配分方法  

 

★副主任保育士等への賃金改善について  

 副 主 幹 保 育 教 諭 や 専 門 リ ー ダ ー な ど 、 施 設 の 中 核 を 担 う 職 員 に 対 し て 行 う

配 分 で す 。  

①月額 40,000 円の賃金改善を行う職員を 1 人以上確保すること。 

②1 人以上に対し、配分を行うこと。  

※ 全 員 が 4 万 円 で も OK で す 。（ 主 幹 保 育 教 諭 を 除 く ）  

※ 副 主 幹 保 育 教 諭 は 2 名 以 上 い る は ず で す の で 、実 質 2 人 以 上 の 配 分 は 必

要 で す 。  

 

 ※ 主 幹 保 育 教 諭 へ の 配 分 は 基 本 的 に は 認 め ら れ て い ま せ ん が 、 処 遇 改 善 等

加 算 Ⅰ ・ Ⅱ に よ る 配 分 の 結 果 、 副 主 幹 保 育 教 諭 が 主 幹 保 育 教 諭 の 給 与 を 上 回

っ て し ま う な ど 、 各 施 設 の 給 与 水 準 バ ラ ン ス が 崩 れ て し ま う 場 合 に は 、 主 幹

保 育 教 諭 へ の 処 遇 Ⅱ の 配 分 を す る こ と が で き ま す 。 た だ し 、 そ の 金 額 は 月 額

職 務 分 野 別 リ ー ダ ー の 賃 金 改 善 グ ル ー プ の 最 高 額 よ り 多 く 、 39,999 円 以 下

で な い と い け ま せ ん 。  

 

★職務分野別リーダー等への賃金改善について  

 障 が い 児 保 育 リ ー ダ ー や 保 護 者 支 援 リ ー ダ ー な ど の 職 員 に 対 し て 行 う 配 分

で す 。  

①下限は月額 5,000 円以上、上限は副主任保育士等の賃金改善グ

ループの最低額未満であること  

②「人数 B」以上の人数に配分を行うこと。  
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（ 例 ）「 人 数 A」： ９ 人 「 人 数 B」： ５ 人  加 算 見 込 額 5,772,000 円 の 場 合  

・ 副 主 任 保 育 士 等 へ の 賃 金 改 善  

 a さ ん （ 副 主 幹 保 育 教 諭 ）      @40,000×12 カ 月 ＝ 480,000 円  

ｂ さ ん （ 副 主 幹 保 育 教 諭 ）      @40,000×12 カ 月 ＝ 480,000 円  

ｃ さ ん （ 中 核 リ ー ダ ー ）       @35,000×12 カ 月 ＝ 420,000 円  

 ｄ さ ん （ 幼 児 教 育 専 門 リ ー ダ ー ）   @35,000×12 カ 月 ＝ 420,000 円  

e さ ん （ 乳 児 保 育 専 門 リ ー ダ ー ）   @35,000×12 カ 月 ＝ 420,000 円  

ｆ ～ ｊ さ ん （ リ ー ダ ー 補 ） @30,000×12 カ 月 ×5 人 ＝  1,800,000 円  

                       小 計   4,020,000 円  

    ※ a～ j さ ん に 係 る 法 定 福 利 費 等 の 事 業 主 負 担 額   1,000,000 円  

           副 主 任 保 育 士 等 へ の 賃 金 改 善 額   5,020,000 円  

・ 職 務 分 野 別 リ ー ダ ー 等 へ の 賃 金 改 善  

 ｋ ～ ｑ さ ん （ 職 務 分 野 別 リ ー ダ ー ）   

@5,000×12 カ 月 ×7 人 ＝ 420,000 円  

 ｒ ～ ｓ さ ん （ 調 理 師 ）      @5,000×12 カ 月 ×２ 人 ＝ 120,000 円  

 ｔ さ ん （ 栄 養 士 ）           @5,000×12 カ 月 ＝ 60,000 円  

 u さ ん （ 送 迎 バ ス 運 転 手 主 任 ）     @5,000×12 カ 月 ＝ 60,000 円  

小 計    660,000 円  

    ※ a～ j さ ん に 係 る 法 定 福 利 費 等 の 事 業 主 負 担 額    160,000 円  

           副 主 任 保 育 士 等 へ の 賃 金 改 善 額   820,000 円  

賃 金 改 善 見 込 額 ⇒  5,020,000 ＋  820,000 ＝  5,840,000 円  

  ⇒ 加 算 見 込 額 5,772,000 円  以 上 な の で OK 

副 主 任 保 育 士 等 へ の 賃 金 改 善 に 係 る 配 分 人 数  

⇒ 10 人  ・ ・ ・    1 人  以 上 な の で OK 

職 務 分 野 別 リ ー ダ ー 等 へ の 賃 金 改 善 に 係 る 配 分 人 数  

⇒ 11 人  ・ ・ ・   人 数 B 以 上 な の で OK 

と な り ま す 。  

※ 法 定 福 利 費 等 の 事 業 主 負 担 額 の 算 出 方 法 は こ こ で は 省 略 し ま す 。  
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◎加算取得の際に必要となる資料  

・ 加 算 算 定 対 象 人 数 等 認 定 申 請 書 （ 処 遇 改 善 等 加 算 Ⅱ ）（ 別 紙 様 式 ３ ）  

・ 賃 金 改 善 計 画 書 （ 処 遇 改 善 等 加 算 Ⅱ ）（ 別 紙 様 式 ７ ） ※ 別 添 資 料 も 提 出 要  

・ 平 均 年 齢 別 児 童 数 計 算 表  

・ 対 象 職 員 数 計 算 表  

 

◎配分の際に気を付けること  

・ 副 主 幹 保 育 教 諭 、 主 幹 保 育 教 諭 （ 必 要 な 場 合 ） は 必 ず 副 主 任 保 育 士 等 へ の

賃 金 改 善 グ ル ー プ に 入 り ま す 。  

他 の 職 員 に つ い て は 、 肩 書 も 大 き な 基 準 の 一 つ で す が 、 施 設 運 営 の 中 核 を

担 う 職 員 で あ る か も 重 要 な 要 素 と な り ま す 。  

・ 4 万 円 を 超 え る 配 分 は 出 来 ま せ ん 。  

・ 施 設 と し て の 給 与 水 準 バ ラ ン ス に 注 意 し て く だ さ い 。 処 遇 Ⅰ の 説 明 の 時 に

示 し た 、「 処 遇 改 善 に お け る 各 職 員 へ の 給 与 の 考 え 方 」（ １ ２ ペ ー ジ ） も 参

考 に し て く だ さ い 。  

・賃 金 改 善 計 画 書（ 処 遇 Ⅱ ）と 、処 遇 Ⅱ の 加 算 対 象 者 名 簿 が あ れ ば 、誰 に 、い

く ら 改 善 す る の か を 特 定 で き る よ う に し て お く 必 要 が あ り ま す 。そ の た め 、

計 画 書 と 名 簿 の 職 種 は 合 わ せ て お く よ う に し て く だ さ い 。  

・ 延 長 保 育 や 放 課 後 児 童 ク ラ ブ な ど 、 通 常 保 育 と は 別 の 事 業 に 専 従 す る 職 員

は 、 対 象 に す る こ と は 出 来 ま せ ん 。（ 兼 務 は OK で す ）  

・国 か ら の 資 料 で 、処 遇 改 善 Ⅱ の 要 件 に「 概 ね 7 年 以 上 」や「 概 ね 3 年 以 上 」

な ど の 記 載 が あ り ま す が 、 こ れ は あ く ま で 目 安 で す の で 、 施 設 の 判 断 で 柔

軟 に 対 象 と す る こ と が で き ま す 。 た だ 、 そ の 職 員 が 対 象 と な る キ ャ リ ア を

積 め て い る こ と を 説 明 で き る 必 要 が あ り ま す 。  

・職 種 の 名 前 に つ い て は 、特 に 法 的 な 取 り 決 め は あ り ま せ ん が 、「 主 幹 保 育 教

諭 」と「 副 主 幹 保 育 教 諭 」だ け は 、固 定 と さ せ て い た だ け る と 、計 画 書 の 確

認 が ス ム ー ズ に 行 え ま す の で 、 ご 対 応 を お 願 い で き れ ば と 思 い ま す 。  

（ こ れ は 市 か ら の お 願 い で す ）  
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冷暖房費加算について【１号 ２・３号】  

 夏 季 や 冬 期 に お け る 冷 暖 房 費 に 係 る 経 費 に つ い て 、 施 設 が 所 在 す る 地 域 に

応 じ て 加 算 さ れ る も の で す 。  

 全施設が対象となります。  

 三木市の地域区分は「その他地域」になります。  

※ 「 国 家 公 務 員 の 寒 冷 地 手 当 に 関 す る 法 律 」 に 基 づ く 地 域 区 分 と な り ま す 。  

施設関係者評価加算について【１号 ２・３号】  

 施 設 に 関 す る 評 価 を 実 施 し 、 そ の 結 果 を 公 表 し 情 報 提 供 を す る と と も に 、

公 開 教 育 や 保 護 者 ― 園 長 等 と の 意 見 交 換 会 な ど を 実 施 す る 場 合 に 加 算 対 象 と

な り ま す 。  

 ＜ 加 算 取 得 に 必 要 な 評 価 ＞  

① 認 定 こ ど も 園 法 施 行 規 則 ２ ３ 条 の 規 定 に よ る 評 価 （ 自 己 評 価 ）  

② 認 定 こ ど も 園 法 施 行 規 則 ２ ４ 条 の 規 定 に よ る 評 価  

 施 設 職 員 を 除 く 、施 設 に 関 係 す る 者（ 保 護 者 や 地 域 関 係 者 な ど ）に よ る 評

価 （ 施 設 関 係 者 評 価 ）  

◎ 加 算 取 得 の 際 に 必 要 と な る 資 料  

・ 各 評 価 の 実 施 状 況 が 分 か る 資 料 （ 評 価 報 告 書 な ど ）  

・ 公 開 保 育 等 の 実 施 状 況 が 分 か る 資 料  

※ 評 価 の 実 施 時 期 等 の 都 合 に よ り 、 公 表 が ど う し て も 翌 年 度 に な っ て し ま

う 場 合 で も 、 各 評 価 が 確 実 に 行 わ れ て い る こ と を 証 明 で き る 資 料 を 提 出 し て

い る 場 合 は 、 加 算 の 対 象 に な り ま す 。  

除雪費加算について【１号 ２・３号】  

 豪 雪 地 帯 に 所 在 す る 施 設 に 対 し て 、 除 雪 費 用 に 掛 か る 経 費 を ３ 月 分 の 単 価

に 加 算 す る も の で す 。  

 三 木 市 は 対 象 に は な り ま せ ん 。  

※ 「 豪 雪 地 帯 特 別 措 置 法 」 の 規 定 に 基 づ く 地 域 区 分 に な り ま す 。  
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降灰除去費加算について【１号 ２・３号】  

 火 山 の ふ も と な ど 、 降 灰 防 除 地 域 に 所 在 す る 施 設 に 対 し 、 対 応 費 用 に 掛 か

る 経 費 を ３ 月 分 の 単 価 に 加 算 す る も の で す 。  

 三 木 市 は 対 象 に は な り ま せ ん 。  

※ 「 活 動 火 山 対 策 特 別 措 置 法 」 の 規 定 に 基 づ く 地 域 区 分 に な り ま す 。  

★高齢者等活躍促進加算について【２・３号】  

 高 齢 者 等（ ※ ）を 一 定 の 雇 用 条 件 の も と で 雇 用 し 、か つ 下 記 に 記 載 す る「 子

育 て 支 援 の 取 組 み 」 を ２ つ 以 上 実 施 し て い る 場 合 に ３ 月 分 の 単 価 に 加 算 す る

も の で す 。  

※ 名 前 こ そ 「 高 齢 者 」 が 入 っ て い ま す が 、 対 象 と な る の は 下 記 に 示 す 通 り 、

高 齢 者 だ け で は あ り ま せ ん 。  

 

 ＜ 対 象 者 の 範 囲 に つ い て ＞  

 ① 加 算 当 年 度 の ４ 月 １ 日 現 在 、 も し く は 年 度 途 中 で 雇 用 す る 場 合 は 雇 用 初

日 時 点 で 満 ６ ０ 歳 以 上 の 人  

 ② 身 体 障 害 者 ・ 知 的 障 害 者 ・ 精 神 障 害 者  

 ※ 障 害 者 手 帳 や 療 育 手 帳 ・ 判 定 書 な ど 、 証 明 で き る 資 料 を 所 持 し て い る 人  

 ③ ひ と り 親 に 該 当 す る 人  

 ※ 母 子 家 庭 の 母 、 父 子 家 庭 の 父 、 寡 婦 （ ひ と り 親 ） な ど  

 ＜ 対 象 者 の 雇 用 条 件 に つ い て ＞  

 ① 対 象 者 を 、 絶 対 必 要 配 置 職 員 以 外 に 非 常 勤 職 員 (※ )と し て 雇 用 す る こ と  

 ※ １ 日 ６ 時 間 未 満 ま た は 月 ２ ０ 日 未 満 勤 務 で あ る こ と  

 ② 対 象 者 全 員 の 年 度 中 の 累 積 年 間 総 雇 用 時 間 が ４ ０ ０ 時 間 以 上 見 込 ま れ る

こ と 。  

こ こ の 総 雇 用 時 間 が 、 ４ ０ ０ 時 間 以 上 ⇒ ８ ０ ０ 時 間 以 上 ⇒ １ ２ ０ ０ 時 間

以 上 の ラ イ ン で 、 加 算 額 が 変 わ り ま す 。  

 ③ 業 務 内 容 は 、利 用 す る 子 ど も の 話 し 相 手 や 身 の 回 り の 世 話 、施 設 清 掃 等 、

そ の 人 に 合 っ た 業 務 を 割 り 当 て て も ら う こ と  

 ④ 特 定 就 職 困 難 者 雇 用 開 発 助 成 金 の 対 象 施 設 の 場 合 は 、 そ の 助 成 金 の 対 象

者 は こ の 加 算 対 象 に は で き ま せ ん 。  
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★子育て支援の取組み★  

 以 下 の 各 種 事 業 の う ち 、 ２ つ 以 上 事 業 を 実 施 し て い る こ と が 必 要 で す 。  

 各 事 業 の 条 件 は 、「 主 幹 保 育 教 諭 等 の 専 任 化 に よ り 子 育 て 支 援 の 取 組 み を  

実 施 し て い な い 場 合 」 の 子 育 て 支 援 の 取 組 み と “ ほ ぼ ” 同 じ で す 。  

ⅰ 延 長 保 育 事 業  

子 ど も 子 育 て 支 援 交 付 金 に 係 る 同 名 の 事 業 を 行 っ て い る 場 合 に 要 件 を 満

た せ ま す 。  

ⅱ 一 般 型 一 時 預 か り 事 業  

子 ど も 子 育 て 支 援 交 付 金 に 係 る 同 名 の 事 業 を 行 っ て い る 場 合 に 要 件 を 満

た せ ま す 。 た だ し 、 月 の 平 均 対 象 こ ど も が １ 人 以 上 い る こ と が 必 要 で す 。  

ⅲ 病 児 保 育 事 業  

 子 ど も 子 育 て 支 援 交 付 金 に 係 る 同 名 の 事 業 を 行 っ て い る 場 合 に 要 件 を 満

た せ ま す 。  

ⅳ 乳 児 が ３ 人 以 上 利 用 し て い る 施 設  

 ４ 月 ～ １ １ 月 の 各 月 初 日 に お い て 、 乳 児 が 平 均 ３ 人 以 上 在 籍 し て い れ ば

要 件 を 満 た せ ま す 。  

ⅴ 障 が い 児 に 対 す る 教 育 ・ 保 育 の 提 供  

 ４ 月 ～ １ １ 月 の 各 月 初 日 に お い て 、 障 が い 児 が 平 均 １ 人 以 上 在 籍 し て い

れ ば 要 件 を 満 た せ ま す 。 こ こ で 言 う 障 が い 児 の 定 義 は 療 育 支 援 加 算 と 同 じ

で す 。 療 育 支 援 加 算 を 取 得 で き る 場 合 は 、 こ の 要 件 は 満 た し て い ま す 。  

 

◎ 加 算 取 得 の 際 に 必 要 と な る 資 料  

・ 調 書 「 高 齢 者 等 活 躍 促 進 加 算 」  

・ 対 象 者 の 雇 用 契 約 書 の コ ピ ー  

・ 加 算 認 定 書 類 提 出 前 月 ま で の 雇 用 実 績 と 、 そ れ 以 降 の 雇 用 計 画 が 分 か る 資

料 （ 対 象 者 全 員 の 年 度 中 の 累 積 年 間 総 雇 用 時 間 が ４ ０ ０ 時 間 以 上 見 込 ま れ

る こ と を 証 明 で き る 書 類 ）  

・ 障 が い 者 を 雇 用 す る 場 合 は そ の 方 の 障 が い の 度 合 い を 確 認 で き る 資 料  

 （ 手 帳 の コ ピ ー な ど ）  

・ 対 象 者 に 手 掛 け て い た だ い て い る 業 務 が 分 か る 資 料  

・ 選 択 し た 事 業 の 実 施 状 況 や 在 籍 状 況 が 分 か る 資 料  

（ 例 え ば 各 種 預 か り 事 業 で あ れ ば ４ 月 等 の 実 績 な ど ）  

※「 主 幹 保 育 教 諭 等 の 専 任 化 に よ り 子 育 て 支 援 の 取 組 み を 実 施 し て い な い 場

合 」 の 資 料 と 重 複 す る 場 合 は 、 省 略 で き ま す 。  
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★施設機能強化推進費加算について【１号 ２・３号】  

 防 災 に 関 す る 取 組 を 実 施 し て い て 、 か つ 下 記 に 記 載 す る 「 子 育 て 支 援 の 取

組 み 」 を ２ つ 以 上 実 施 し て い る 場 合 に ３ 月 分 の 単 価 に 加 算 す る も の で す 。  

 ＜ 防 災 に 関 す る 取 組 に 必 要 な 条 件 ＞  

 ① 地 域 の 人 へ の 防 災 支 援 の 協 力 体 制 づ く り や 、 合 同 避 難 訓 練 等 を 実 施 し て

い る こ と  

 ② 取 組 に 必 要 と な る 経 費 総 額 が 、 １ ６ 万 円 以 上 見 込 ま れ る こ と 。  

  こ こ で 言 う 経 費 は 、需 用 費（ 消 耗 品 費 、燃 料 費 、印 刷 製 本 費 、修 繕 費 、食

糧 費（ 茶 菓 ）、光 熱 水 費 、医 療 材 料 費 ）・役 務 費（ 通 信 運 搬 費 ）・旅 費・謝 金・

備 品 購 入 費 ・ 原 材 料 費 ・ 使 用 料 及 び 賃 借 料 ・ 賃 金 ・ 委 託 費 で す 。  

（ 防 災 訓 練 及 び 避 難 具 の 整 備 等 に 要 す る 特 別 の 経 費 に 限 り 、教 育・保 育 の 提

供 に 当 た っ て 、 通 常 要 す る 費 用 は 含 み ま せ ん 。）  

 

  イ メ ー ジ 的 に は 、 防 災 に 必 要 そ う な 消 耗 品 （ 備 蓄 食 料 等 ） や 、 い ざ と  

い う と き に あ る と 助 か る 備 品 の 購 入 費 用 等 が 該 当 し ま す 。  

 

 

 

 

AED 設置に係る費用は対象に出来るの？  

 

 可 能 で す 。  

買 取 の 費 用 、リ ー ス 費 用 、パ ッ ド や バ ッ テ リ ー の 交 換 費 用 、AED の た

め の 訓 練 用 品（ マ ネ キ ン 等 ）が 可 能 で す 。た だ し 、リ ー ス の 場 合 、返 却 時

に 返 金 さ れ る 保 証 金 の 類 は 対 象 外 に な り ま す 。  

 な お 、 大 前 提 と し て 、 加 算 を 適 用 し た い 年 度 に 施 設 が そ の 費 用 を 支 払

っ て い る こ と が 条 件 に な り ま す 。  

 

  

よくある質問！  
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★子育て支援の取組み★  

 以 下 の 各 種 事 業 の う ち 、 ２ つ 以 上 事 業 を 実 施 し て い る こ と が 必 要 で す 。  

 各 事 業 の 条 件 は 、「 主 幹 保 育 教 諭 等 の 専 任 化 に よ り 子 育 て 支 援 の 取 組 み を  

実 施 し て い な い 場 合 」 の 子 育 て 支 援 の 取 組 み と “ ほ ぼ ” 同 じ で す 。  

ⅰ 延 長 保 育 事 業  

子 ど も 子 育 て 支 援 交 付 金 に 係 る 同 名 の 事 業 を 行 っ て い る 場 合 に 要 件 を 満

た せ ま す 。  

ⅱ 幼 稚 園 型 一 時 預 か り 事 業  

子 ど も 子 育 て 支 援 交 付 金 に 係 る 同 名 の 事 業 を 行 っ て い る 場 合 に 要 件 を 満

た せ ま す 。 た だ し 、 平 均 対 象 こ ど も が １ 人 以 上 い る こ と が 必 要 で す 。  

ⅲ 一 般 型 一 時 預 か り 事 業  

子 ど も 子 育 て 支 援 交 付 金 に 係 る 同 名 の 事 業 を 行 っ て い る 場 合 に 要 件 を 満

た せ ま す 。 た だ し 、 月 の 平 均 対 象 こ ど も が １ 人 以 上 い る こ と が 必 要 で す 。  

ⅳ 病 児 保 育 事 業  

 子 ど も 子 育 て 支 援 交 付 金 に 係 る 同 名 の 事 業 を 行 っ て い る 場 合 に 要 件 を 満

た せ ま す 。  

ⅴ 満 ３ 歳 児 に 対 す る 教 育 ・ 保 育 の 提 供 （ １ 号 認 定 満 ３ 歳 児 の み ）  

 ４ 月 ～ １ １ 月 の 各 月 初 日 の １ 号 認 定 満 ３ 歳 児 が 平 均 １ 人 以 上 利 用 し て お

り 、か つ 満 ３ 歳 児 対 応 加 配 加 算 を 取 得 で き る 場 合 に こ の 要 件 を 満 た せ ま す 。

そ の た め 、 現 在 の 市 内 施 設 に お い て は 、 こ の 要 件 の 対 象 は あ り ま せ ん 。  

ⅵ 乳 児 が ３ 人 以 上 利 用 し て い る 施 設  

 ４ 月 ～ １ １ 月 の 各 月 初 日 に お い て 、 乳 児 が 平 均 ３ 人 以 上 在 籍 し て い れ ば

要 件 を 満 た せ ま す 。  

ⅶ 障 が い 児 に 対 す る 教 育 ・ 保 育 の 提 供  

 ４ 月 ～ １ １ 月 の 各 月 初 日 に お い て 、 障 が い 児 が 平 均 １ 人 以 上 在 籍 し て い

れ ば 要 件 を 満 た せ ま す 。 こ こ で 言 う 障 が い 児 の 定 義 は 療 育 支 援 加 算 と 同 じ

で す 。 療 育 支 援 加 算 を 取 得 で き る 場 合 は 、 こ の 要 件 は 満 た し て い ま す 。  

◎ 加 算 取 得 の 際 に 必 要 と な る 資 料  

・ 調 書 「 施 設 機 能 強 化 推 進 費 加 算 」  

・ １ ６ 万 円 以 上 の 経 費 を 使 用 し た こ と （ ま た は 予 定 ） を 証 明 す る 書 類  

 （ 見 積 書 ・ 受 領 書 の コ ピ ー な ど ）  

・ 選 択 し た 事 業 の 実 施 状 況 や 在 籍 状 況 が 分 か る 資 料  

（ 例 え ば 各 種 預 か り 事 業 で あ れ ば ４ 月 等 の 実 績 な ど ）  

※ 「 主 幹 保 育 教 諭 等 の 専 任 化 に よ り 子 育 て 支 援 の 取 組 み を 実 施 し て い な い

場 合 」 の 資 料 と 重 複 す る 場 合 は 、 省 略 で き ま す 。  
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小学校接続加算について【１号 ２・３号】  

 小 学 校 と の 連 携 や 接 続 に 関 す る 取 組 を 行 っ て い る 施 設 に ３ 月 の み 加 算 さ れ

ま す 。  

 そ れ ぞ れ の 施 設 は 、 必 ず ど こ か の 小 学 校 の 校 区 内 に 設 置 さ れ て い ま す 。 そ

の 小 学 校 に 対 し 、 在 籍 す る 子 ど も が 円 滑 に 小 学 校 に 入 学 で き る よ う な 取 り 組

み を し て い れ ば 、 加 算 の 対 象 と な り ま す 。  

＜ 加 算 対 象 と な る 要 件 ＞  

① 小 学 校 と の 連 携 ・ 接 続 に 関 す る 業 務 分 掌 を 明 確 に し て い る こ と 。  

② 授 業 や 行 事 、研 修 会 等 、小 学 校 や 教 職 員 と の 交 流 事 業 を 行 っ て い る こ と 。  

③ 小 学 校 と の 接 続 を 見 越 し た 教 育 課 程 や 保 育 課 程 を 編 成 し て い る こ と 。  

◎ 加 算 取 得 の 際 に 必 要 と な る 資 料  

・ 市 が 規 定 す る 調 書 「 小 学 校 接 続 加 算 」  

 

 基 本 的 に は 調 書 に 担 当 者 や 計 画 等 を 記 載 し ま す が 、 交 流 計 画 に つ い て は 、

別 に ま と め た も の が あ る 場 合 は そ れ を 提 出 し 、 計 画 部 分 の 記 載 を 省 略 す る こ

と も 可 能 で す 。  

 

 

栄養管理加算について【２・３号】  

 栄 養 士 を 活 用 し て 、 継 続 的 に 食 事 の 提 供 に 関 す る 継 続 的 な 指 導 を 受 け る 施

設 に 加 算 し ま す 。 こ こ の 加 算 で い う 「 栄 養 士 」 を 、 ど う い う 配 置 に し て い る

か に よ り 、 加 算 額 が 変 わ っ て き ま す 。  

 

 ＜継続的な指導の内容（すべてを行っていること）＞  

・ 献 立 作 成 （ 施 設 へ の 指 導 や 助 言 を 含 み ま す ）  

・ ア レ ル ギ ー ・ ア ト ピ ー 等 へ の 対 応 （ 施 設 へ の 指 導 や 助 言 を 含 み ま す ）  

・ 食 育 活 動 の 実 施 等 （ 活 動 内 容 の 報 告 が 必 要 で す ）  
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 ＜栄養士の要件＞  

（ ア ） 配 置 ： 絶 対 必 要 配 置 職 員 も し く は 他 の 加 算 に 当 た っ て 求 め ら れ る 職 員

と は 別 に 、 さ ら に 栄 養 士 を 施 設 が 雇 用 し て い る 場 合  

（ イ ） 兼 務 ： 絶 対 必 要 配 置 職 員 も し く は 他 の 加 算 に 当 た っ て 求 め ら れ る 職 員

が 、 栄 養 士 と し て の こ の 加 算 に お け る 業 務 を 兼 務 し て い る 場 合  

（ ウ ）嘱 託：（ ア ）と（ イ ）に 該 当 し な い 場 合 で 、こ の 加 算 に 係 る 業 務 を 外 部

委 託 に て 依 頼 し て い る 場 合 等  

 

 

こんな場合はどうなる  

① 施 設 が 栄 養 士 を 派 遣 契 約 に よ り 配 置 す る 場 合 は ？  

 ⇒ こ の 場 合 の 派 遣 契 約 は 、「 雇 用 契 約 等 」に 該 当 す る の で 、「 (ア )配 置 」に な

り ま す 。 た だ し 、「 (イ )兼 務 」 に 該 当 す る 場 合 は 「 (イ )兼 務 」 で す 。  

② 法 人 本 部 で 雇 用 し た 場 合 は ？  

 ⇒ 「 (ア )配 置 」 に な り ま す 。  

た だ し 、「 (イ )兼 務 」 に 該 当 す る 場 合 は 「 (イ )兼 務 」 で す 。  

③ 栄 養 管 理 業 務 そ の も の を 外 部 委 託 す る 場 合 は ？  

 ⇒ 栄 養 士 と し て の 業 務 を 委 託 し て い る の で 、「 (ウ )嘱 託 」 に な り ま す 。  

 

◎ 加 算 取 得 の 際 に 必 要 と な る 資 料  

（ 共 通 ）  

・ 市 が 規 定 す る 調 書 「 栄 養 管 理 加 算 」  

・ 職 員 配 置 が 分 か る 書 類  

・ 食 育 活 動 の 実 施 状 況  

（ ア の 場 合 ）  

・該 当 す る 栄 養 士 の 雇 用 に 関 す る 書 類（ 辞 令 、労 働 条 件 通 知 書 、採 用 通 知 書 ）  

（ ウ の 場 合 ）  

・ 栄 養 士 に 係 る 委 託 契 約 書 の 、 施 設 名 と 事 業 者 名 が 分 か る 部 分 の コ ピ ー  

・ 委 託 先 の 事 業 者 が 発 行 す る 栄 養 士 の 氏 名 及 び 配 置 が 分 か る 資 料 の コ ピ ー  
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第三者評価受審加算について【１号 ２・３号】  

一 定 の ガ イ ド ラ イ ン に 沿 っ て 、 第 三 者 評 価 を 受 審 し 、 そ の 結 果 を 公 表 し 情

報 提 供 を す る 場 合 に 加 算 対 象 と な り ３ 月 の み 加 算 さ れ ま す 。  

 ＜ 加 算 取 得 に 必 要 な 条 件 ＞  

①「 幼 稚 園 に お け る 学 校 評 価 ガ イ ド ラ イ ン 」や「 福 祉 サ ー ビ ス 第 三 者 評 価 基

準 ガ イ ド ラ イ ン 」 な ど に 沿 っ た 第 三 者 評 価 で あ る こ と  

② 市 町 村 が 認 め る 第 三 者 評 価 機 関 （ ま た は 評 価 者 ） が 評 価 を 行 う こ と  

 

◎ 加 算 取 得 の 際 に 必 要 と な る 資 料  

・ 市 が 規 定 す る 調 書 「 第 三 者 評 価 受 審 加 算 」  

・ 各 評 価 の 実 施 状 況 が 分 か る 資 料 （ 評 価 報 告 書 な ど ）  

・ 公 開 保 育 等 の 実 施 状 況 が 分 か る 資 料  

※ 評 価 の 実 施 時 期 や 契 約 等 の 都 合 に よ り 、 公 表 が ど う し て も 翌 年 度 に な っ て

し ま う 場 合 で も 、 各 評 価 が 確 実 に 行 わ れ て い る こ と を 証 明 で き る 資 料 を 提

出 し て い る 場 合 は 、 加 算 の 対 象 に な り ま す 。 ま た 、 評 価 実 施 年 度 に 加 算 を

取 ら ず に 、 公 表 し た 年 度 で 加 算 を 取 る こ と も 可 能 で す 。  

 

 

第 三 者 評 価 の 受 審 は 、 ５ 年 に １ 度 を 想 定 さ れ て い る こ と か ら 、 こ の 加 算 に

つ い て は 、 ５ 年 に １ 度 し か 取 れ ま せ ん 。  

 

 ・ ・ ・ 読 破 、 お 疲 れ さ ま で し た 。  

次 は 小 規 模 保 育 事 業 所 ・ 事 業 所 内 保 育 事 業 所 の 説 明 に な り ま す 。  
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第３章 

第 3 章 地域型保育事業  

小規模保育事業所 

（A 型） 

事業所内保育事業所 

（A 型） 
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Ⅰ 基本分単価に含まれる職員構成について  

★  小規模保育事業所 A 型、事業所内保育事業所（A 型）の場合  

こ の 職 員 構 成 は 、 各 種 加 算 を 適 用 す る 上 で 、 必 ず 満 た し て お か な け れ ば な

ら な い 最 低 限 の 条 件 に な り ま す 。 下 の 図 の す べ て を ク リ ア し て い る 必 要 が あ

り ま す 。市 内 に は A 型 の 施 設 し か な い た め 、こ こ で は A 型 の 説 明 の み 行 い ま

す 。  

 

※この説明資料においては、この「基本分単価に含まれる職員構成図に

掲げる必要教諭」をこれ以降 「絶対必要配置職員」と呼びます。 

 

基 本 分 単 価 に 含 ま れ る 職 員 構 成 図  

 

（ 三 木 市  教 育 ・ 保 育 課 作 成 ）  

 

 

 

 

R2年度　特定教育・保育施設等における職員配置の考え方（小規模保育事業A型）

※1

※2

※3

※4 非常勤事務職員は、管理者等が兼務する場合や業務委託する場合は配置は不要。

三木市教育・保育課

非常勤の保育士を1名配置すること（基本分単価における必要保育従事者）。

保育標準時間対応は、非常勤の保育士を1名配置すること。

非常勤調理員等は、非常勤の調理員を配置すること。ただし、外部搬入又は委託の場合は配置は配置不要。

基本分単価に含まれる職員構成

（ア）保育従事者（基本分単価における必要保育従事者数等） （イ）その他

ⅰ 年齢別配置基準 ⅱ その他
管理者

非常勤調理員等※3

非常勤事務職員※4

嘱託医

嘱託歯科医

保育標準時間対応※1・主任保育士

・副主任保育士

・専門リーダー

・職務分野別リーダー

・一般保育士等

１・２歳児６人につき１人

０歳児３人につき１人

上記に加えて１人
非常勤保育士※2
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◎「常勤」「非常勤」の判断について  

 な ん と な く 使 用 し て い る 言 葉 で す が 、 そ も そ も の 意 味 を 説 明 す る と ・ ・ ・  

 

常勤、非常勤は、労働者を勤務時間で区別する概念です。  

正職員や非正規職員、パートや嘱託などは労働者を 雇用形態で区

別する概念です。  

 

ど れ も よ く 労 働 者 の 働 き 方 で 使 わ れ る 言 葉 で す が 、 根 本 的 な 概 念 が 違 い ま

す の で 、 こ れ ら の 言 葉 が 混 じ り あ っ て し ま わ な い よ う に 注 意 し て く だ さ い 。  

次 に 、 基 本 配 置 や 加 算 に お け る 考 え 方 を こ こ で 整 理 し ま す 。  

 

  

◎「常勤」の必要勤務時間の定義は？  

 「 常 勤 」 に つ い て 、 明 確 に 定 義 さ れ て い る 法 律 な ど は あ り ま せ ん 。  

 結 論 か ら 言 え ば 、 施 設 が 定 め ま す 。  

 概 ね で す が 、 月 １ ６ ０ 時 間 （ １ 日 ８ 時 間  × ２ ０ 日 ） に 設 定 し て い る と こ

ろ が 多 い で す 。  

ま た 、 例 え ば 午 前 中 は 施 設 で 勤 務 し て 、 午 後 は 法 人 本 部 で 法 人 に 関 す る 事

務 の 仕 事 を し て い る 、 な ど の 場 合 は 、 常 勤 と し て は 扱 え ま せ ん 。  

 

★ 常 勤 的 非 常 勤 と は ？  

 日 本 語 と し て は 矛 盾 し て い る よ う に 聞 こ え る 言 葉 で す が 、 実 際 に 存 在 し て

い る 言 葉 で す 。 元 々 は 役 所 言 葉 で 、 フ ル タ イ ム で 働 く 定 数 外 の 職 員 を 指 し て

い ま し た 。  

 実 際 に 運 用 さ れ て い る 意 味 と し て は 、「 １ 日 ８ 時 間 か つ 有 期 雇 用 」 と し て

契 約 し て い る が 、 年 度 が 替 わ っ て も 引 き 続 き 契 約 を 継 続 し て 働 い て い る 人 を

指 し ま す 。（ 諸 説 あ り ）  
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◎絶対必要配置職員の内容について  

・年齢別配置基準とは？  

 各 年 齢 や 子 ど も 数 に 応 じ た 職 員 の 配 置 基 準 の こ と で す 。  

 １ ． ２ 歳 児 ： 子 ど も ６ 人 に つ き 教 諭 １ 人  

 乳 児    ： 子 ど も ３ 人 に つ き 教 諭 １ 人  

 上 記 計 算 に 加 え て さ ら に プ ラ ス １ 人  

 を 念 頭 に 、 下 記 の 計 算 式 に よ り 職 員 数 を 算 出 し ま す 。  

 

 

 ま た 、 下 記 の 教 諭 を 配 置 す る こ と が 必 要 で す 。  

 

・保育標準時間対応職員が 1 人  

 在 園 時 間 の 長 く な る 保 育 標 準 認 定 子 ど も へ の 保 育 需 要 に 対 応 す る た め 、 非

常 勤 の 保 育 士 1 名 を 確 保 す る こ と が 必 要 で す 。  

こ ち ら に 関 し て は 、 誰 か を こ の ポ ジ シ ョ ン に 指 定 す る 必 要 が あ り ま す 。  

 

 

・年齢別配置基準にプラスして非常勤保育士が 1 人分  

 認 定 こ ど も 園 の 絶 対 配 置 必 要 職 員 で い う 「 休 け い 保 育 教 諭 」 に あ た る 職 員

で す 。 保 育 士 の 休 憩 時 間 を 確 保 す る 観 点 や 長 時 間 開 所 に 対 応 す る 観 点 か ら 、

非 常 勤 の 保 育 士 1 名 分 を 確 保 す る こ と が 必 要 で す 。  

こ ち ら に 関 し て も 、 誰 か を こ の ポ ジ シ ョ ン に 指 定 す る 必 要 は な く 、 常 勤 換

算 職 員 数 か ら 1 人 減 じ る こ と で 対 応 し ま す 。  

 

 

 

小数点以下四捨五入

＝ 配置上必要な保育士数

小数点第１位まで計算（第２位は切捨て）

１・２歳児子ども数 乳児子ども数
＋ ＋ 1

6 3

全 て 保 育 士 で あ る こ と

が 必 要 で す 。  
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・管理者  

 小 規 模 保 育 施 設 ま た は 事 業 所 内 保 育 施 設 に お け る 加 算 上 の 管 理 者 と は 、 下

記 の 条 件 を す べ て ク リ ア し て い る 人 を 指 し ま す 。 該 当 し な い 場 合 は 、 加 減 調

整 部 分 「 管 理 者 を 配 置 し て い な い 場 合 」 の 対 象 と な り 、 減 算 と な り ま す 。  

 ＜ 対 象 と な る 要 件 （ ② ③ は ど ち ら か で OK） ＞  

 ① 常 勤 か つ 、 そ の 事 業 所 の 運 営 管 理 業 務 に 専 従 し て い る こ と  

 ② 児 童 福 祉 施 設 や 小 学 校 な ど 、 公 私 問 わ ず 教 育 ・ 保 育 に 関 す る 施 設 に ２ 年

以 上 勤 め た 経 験 が あ る こ と  

 ③ 公 的 機 関 等 が 実 施 す る 施 設 長 研 修 等 を 受 講 し て い る こ と  

 ④ 給 料 が 、 給 付 費 か ら 支 払 わ れ て い る こ と  

 

・非常勤調理員等  

 調 理 に 関 す る 業 務 を 外 部 委 託 す る 場 合 や 、 他 の 施 設 か ら 給 食 を 搬 入 し て も

ら う 場 合 は 、配 置 は 無 く て も OK で す 。た だ 、栄 養 管 理 加 算 で「 (ア )配 置 」や

「 (イ )兼 務 」 を 取 る 場 合 は 、 こ こ で 栄 養 士 を 雇 用 し て お く 必 要 が あ り ま す 。  

栄 養 管 理 加 算 に つ い て は 、 後 述 し ま す 。  

 

・非常勤事務職員等  

 管 理 者 等 、 他 の 人 が 兼 務 す る 場 合 は 配 置 不 要 で す 。  

 

※従業員枠の子どもの場合（事業所内保育事業のみ）  

 事 業 主 が 雇 用 す る 職 員 の 子 ど も が 同 施 設 に 入 所 し て い る 場 合 、 そ の 対 象 の

子 ど も の 基 本 分 単 価 の み 、 ８ ４ ％ で 計 算 し ま す （ 三 木 市 の 場 合 。）  
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◎職員構成と各加算の関係図について  

加 算 （ 減 算 ） は 、 各 施 設 に お い て 教 育 ・ 保 育 の 質 を 向 上 さ せ る た め の 取 組

み に 対 し て 、 給 付 費 を 上 乗 せ （ 減 額 ） す る も の で 、 目 指 す べ き 方 向 性 を 示 し

つ つ も 、 一 定 の 多 様 性 を 認 め る し く み で す 。  

○○な取組をして保育の質向上！  ⇒  「○○加算」で上乗せ！  

絶対に配置しなきゃいけない人を配置できていない…  ⇒減算…  

 基 本 的 な 考 え 方 と し て は 、 認 定 こ ど も 園 版 と 同 様 に 、 絶 対 必 要 配 置 職 員 を

満 た し た 上 で 、 各 加 算 に 必 要 な 職 員 を 配 置 す る こ と で 加 算 を 取 っ て い く こ と

が で き ま す 。 逆 に 言 え ば 、 絶 対 必 要 配 置 職 員 の 条 件 を 満 た せ な い 場 合 、 ほ と

ん ど の 加 算 を 取 れ な く な っ て し ま う 他 、 不 足 状 況 に よ っ て は 減 算 の 対 象 に な

る 可 能 性 が あ り ま す 。  

 

 

※職員配置に関係しない加算は表示していません。

三木市教育・保育課

R2年度　職員配置と各加算の関係性（小規模保育事業A型）

保育士の配置

年齢別配置基準を満たしている

基本分単価における必要保育従事

者数等を満たしている

保育標準時間対応の非常勤保育士の配置

障害児2人につき保育士1人を配置

障害児保育加算

ⅰ 年齢別配置基準

ⅱ その他

（ア）基本分単価

における必要保育

従事者数

施設機能強化推進費加算

子育て支援の取組み

・延長保育事業

・一般型一時預かり事業

・病児保育事業

・０歳児受入れ(4~11月平均3名)

・障害児受入れ(4~11月のべ1名)

管理者

非常勤調理員等

非常勤事務職員

基本分単価に含まれる職員構成

管理者を配置していない場合(減算)

栄養管理加算（A・B・C）

（イ）その他

非常勤保育士の配置

雇用の他、栄養士の活用方法による。

※２つ以上実施
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Ⅱ 各加算について  

 こ こ か ら は A 型 に 関 わ る 各 加 算 に つ い て の 大 ま か な 説 明 に な り ま す 。な お 、

令 和 ４ 年 ３ 月 時 点 で 三 木 市 内 の 施 設 が 関 わ ら な い 加 算 に つ い て は 、 名 前 だ け

の 紹 介 に し て い ま す 。  

 な お 、 子 育 て 支 援 の 取 組 が 必 要 な 加 算 に は 、「 ★ 」 が つ い て い ま す 。  

基本加算部分 （ベースとなる加算です。）  

処遇改善等加算Ⅰについて  

 施 設 に 勤 務 す る 職 員 の 平 均 経 験 年 数 を 踏 ま え た 賃 金 改 善 や キ ャ リ ア ア ッ プ

に 関 す る 取 組 を 元 に 算 定 さ れ た 加 算 率 の こ と を 言 い ま す 。  

 

職員１人当たりの  

平均経験年数  

加算率  

改善基礎分  

 
賃金改善  

要件分  
うちキャリア  

パス要件分  

11 年以上   12％  7％  

2％  

10 年以上  11 年未満  12％  

6％  

9 年以上  10 年未満  11％  

8 年以上  9 年未満  10％  

7 年以上  8 年未満  9％  

6 年以上  7 年未満  8％  

5 年以上  6 年未満  7％  

4 年以上  5 年未満  6％  

3 年以上  4 年未満  5％  

2 年以上  3 年未満  4％  

1 年以上  2 年未満  3％  

1 年未満   2％  

＜処遇改善等加算Ⅰのイメージ図＞

12%

11%

10% 処遇改善等加算

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

0年 1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 （平均経験年数）

６％5%

10%

15%

（加算率）

４％

③キャリアパス要件分

（２％）

①改善基礎分

※経験年数が上昇するとともに加算額が増加

※加算額については、昇給等に充当することが必要

②賃金改善要件分７％
５％

①  ②  ③  

基本的には認定こども園版と同じです。  
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①改善基礎分  

 基 礎 分 は 、 算 定 対 象 職 員 か ら 算 出 し た 平 均 経 験 年 数 に 応 じ た パ ー セ ン テ ー

ジ と な り ま す 。  

 ⅰ 算 定 対 象 職 員 に つ い て  

 基 礎 分 の 算 定 に 係 る 対 象 職 員 は 、 対 象 年 度 の 4 月 1 日 時 点 で 所 属 す る 、  

 ・すべての常勤職員  

 ・1 日 6 時間以上かつ月 20 日以上勤務する非常勤職員  

つ ま り 、 ど ん な 雇 用 形 態 で あ っ た と し て も 、  

１日６時間以上かつ月２０日以上、当該施設に勤務している人  

は 、 算 定 対 象 と み な し て 計 算 し ま す 。 逆 に 、  

 ・ 1 日 6 時 間 未 満 ま た は 月 20 日 未 満 勤 務 の 非 常 勤 職 員  

・ 産 休 、 育 休 、 病 休 の 職 員 に 変 わ る 代 替 職 員  

 ・ 補 助 事 業 担 当 の 専 任 職 員 （ 人 件 費 が 延 長 保 育 等 の 補 助 事 業 の 補 助 対 象 経

費 に な る 職 員 ）  

 は 計 算 の 対 象 外 と な り ま す 。  

 ⅱ 平 均 経 験 年 数 の 算 定 対 象  

 現 在 勤 務 す る 施 設 等 の 他 に 、 以 下 の 施 設 で の 経 験 年 数 も 合 算 し ま す 。  

 ・ 教 育 ・ 保 育 施 設 、 地 域 型 保 育 事 業 所  

・幼 稚 園 、小 学 校 、中 学 校 、高 等 学 校 、中 等 教 育 学 校 、特 別 支 援 学 校 、大 学 、高 等 専

門 学 校 、 専 修 学 校  

・ 社 会 福 祉 事 業 を 行 う 施 設 ・ 事 業 所  

・ 児 童 相 談 所 に お け る 児 童 を 一 時 保 護 す る 施 設  

・ 認 可 外 保 育 施 設  

・ 病 院 、 診 療 所 、 介 護 老 人 保 健 施 設 、 介 護 医 療 院 、  

助 産 所 （ 保 健 師 、 看 護 師 又 は 准 看 護 師 に 限 り ま す 。）  

※ 常 勤 及 び 非 常 勤 （ 1 日 6 時 間 以 上 か つ 月 20 日 以 上 ） 勤 務 し て い た 期 間

を 算 定 し ま す 。 平 成 10 年 3 月 31 日 以 前 の 勤 務 で は 、 賃 金 が 月 額 で 決

定 さ れ 、 支 給 さ れ て い た こ と が 条 件 で す 。  

※注意  

 こ の 算 定 対 象 職 員 は 、 あ く ま で も 基 礎 分 の パ ー セ ン テ ー ジ を 出 す た め の も

の で す 。 賃 金 改 善 の 対 象 職 員 と は 異 な り ま す 。  
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②賃金改善要件分  

 ① で 算 出 さ れ た 平 均 勤 続 年 数 を 元 に 決 め ま す 。 11 年 未 満 で あ れ ば ６ ％ 、

11 年 以 上 で あ れ ば ７ ％ に な り ま す 。  

 ま た 、 こ の 要 件 を 受 け る に は 、 賃 金 改 善 計 画 を 作 成 し て 、 実 際 に 職 員 の 賃

金 改 善 を 行 う 必 要 が あ り ま す 。  

こ の 計 画 書 は 、 令 和 ４ 年 度 で い う 別 紙 様 式 ５ 「 賃 金 改 善 計 画 書 （ 処 遇 改 善

等 加 算 Ⅰ ）」 に な り ま す 。  

計 画 書 の 内 容 を 大 ま か に い う と 、4 月 1 日 時 点 で 施 設 に 所 属 す る「 全 職 員 」

が 、も し 基 準 年 度（ 基 本 的 に は 前 年 度 ）の 4 月 1 日 に 存 在 し た と し て 、全 職

員 の 支 払 賃 金 の 合 計 が 、 基 準 年 度 （ 基 本 的 に は 前 年 度 ） と 比 較 し て 、 今 年 度

は 減 額 し て い な い こ と を 確 認 す る も の に な り ま す 。  

※ 様 式 の 書 き 方 は こ こ で は 割 愛 し ま す 。  

 

③キャリアパス要件  

キ ャ リ ア ア ッ プ の 取 組 を し て い な い 場 合 も し く は 処 遇 改 善 加 算 Ⅱ の 認 定 を

受 け て い な い 場 合 に 、 ② で 算 出 し た 賃 金 改 善 要 件 分 か ら ２ ％ 減 算 さ れ ま す 。  

 

◎加算額の算定方法  

 

 

 

処 遇 改 善 等 加 算 Ⅰ は 、「 基 本 分 単 価 」や「 職 員 配 置 に 係 る 加 算 」に 、処 遇 改

善 等 加 算 Ⅰ の 金 額 が 加 算 率 に 応 じ て 上 乗 せ さ れ る 形 に な り ま す 。 改 善 基 礎 分

は ベ ー ス ア ッ プ に 、 賃 金 改 善 要 件 分 は 処 遇 改 善 に 充 て ま す 。  

な お 、 賃 金 改 善 要 件 分 に つ い て は 、 処 遇 改 善 等 加 算 Ⅰ の 計 画 書 に お い て 別

途 算 定 す る 必 要 が あ り ま す 。 そ の た め 、 こ こ で 得 た 賃 金 改 善 要 件 分 の 加 算 額

は 、 確 実 に 職 員 の 賃 金 改 善 に 充 て る 必 要 が あ り ま す 。  
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◎加算取得までの大まかな流れ  

① 施 設 の 平 均 年 齢 別 児 童 数 を 算 出 し ま す 。  

② 施 設 と し て 取 得 す る 加 算 を 決 め ま す 。  

 ※ ① ② に つ い て は 、 処 遇 改 善 等 加 算 Ⅱ と 共 通 で す 。 ① の 内 容 に つ い て は 、

処 遇 改 善 等 加 算 Ⅱ の 項 で 説 明 し ま す 。  

③ 加 算 率 の 算 定 対 象 職 員 を 決 め 、 勤 続 年 数 を そ れ ぞ れ 調 べ ま す 。  

④ ③ で 調 べ た 勤 続 年 数 か ら 、 平 均 勤 続 年 数 を 算 出 し ま す 。  

⑤ 平 均 勤 続 年 数 か ら 、 加 算 率 を 求 め ま す 。  

⑥ １ 号 、 ２ ・ ３ 号 そ れ ぞ れ で 加 算 見 込 額 を 算 出 し ま す 。  

⑦ 施 設 に 勤 務 す る 職 員 の 年 間 支 払 賃 金 を 調 査 し 、 基 準 年 度 よ り 加 算 当 年 度 の

方 が た く さ ん 賃 金 を 支 払 う 計 画 を 立 て ま す 。  

◎加算取得の際に必要となる資料  

・ 加 算 率 認 定 申 請 書 （ 別 紙 様 式 １ ）  

・ 別 紙 様 式 １ に お い て 算 定 対 象 と な っ た 職 員 の 、  

① 労 働 条 件 通 知 書 （ 又 は そ れ に 類 す る も の ）  

② 辞 令  

③ 履 歴 書  

④ 保 育 士 証 （ 保 育 士 の み ）   

 た だ し 、 以 前 に 提 出 し た こ と の あ る 職 員 で 、 内 容 に 変 更 が な い 場 合 に つ い

て は 、 省 略 で き ま す 。  

・ キ ャ リ ア パ ス 要 件 届 出 書 （ 別 紙 様 式 ２ ）  

 ※ こ の 書 類 は 、 す べ て の 施 設 に つ い て 令 和 2 年 度 に ご 提 出 い た だ い て い

る の で 、 今 後 は 国 か ら の 指 示 が な い 限 り 省 略 可 能 で す 。  

・ 賃 金 改 善 計 画 書 （ 処 遇 改 善 等 加 算 Ⅰ ）（ 別 紙 様 式 ５ ）  

・ 加 算 見 込 額 計 算 表 （ 地 域 型 ）  

※ 様 式 番 号 は 、 令 和 ４ 年 度 時 点 の 資 料 に 基 づ き ま す 。  

 

処 遇 改 善 等 加 算 Ⅰ の 書 類 作 成 は 複 雑 な た め 、 書 類 作 成 方 法 は こ こ で は 割 愛

し ま す 。  
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◎加算対象の職員  

す べ て の 職 員 （ 常 勤 ・ 非 常 勤 問 わ ず ） が 対 象 で す 。  

 

 

◎配分について  

こ こ で 算 出 さ れ た 処 遇 改 善 等 加 算 Ⅰ の 加 算 額 は 、 前 述 の と お り 、 確 実 に 職

員 へ の 処 遇 改 善 -つ ま り は 人 件 費 の た め に 充 て る 必 要 が あ り ま す 。  

 ま た 、 処 遇 改 善 等 加 算 に 係 る 金 額 は 、 処 遇 Ⅱ の 分 に つ い て も 言 え ま す が 、

対 象 者 や 額 が 偏 ら な い よ う に 、 ま た 役 職 等 の バ ラ ン ス も 見 な が ら 適 切 に 行 う

必 要 が あ り ま す 。  

 た だ 、 処 遇 改 善 等 加 算 Ⅱ と は 違 い 、「 誰 に い く ら 払 う 」 と い う こ と を 具 体

的 に 示 す 申 請 様 式 で は あ り ま せ ん 。  

 例 え ば 、 処 遇 Ⅱ の 加 算 を 行 っ た こ と に よ り 、 副 主 幹 保 育 教 諭 の 賃 金 が 園 長

や 主 幹 保 育 教 諭 を 上 回 っ て し ま い そ う な 場 合 に 、 処 遇 Ⅱ の 配 分 で カ バ ー で き

な い 部 分 に つ い て は 、 処 遇 Ⅰ の 配 分 で 調 整 す る 、 と い う 考 え 方 に な り ま す 。  

配 分 に つ い て は 、 次 ペ ー ジ の よ う な 考 え 方 に な り ま す 。  

 

※非常に重要なこと！  

 監 査 で は 、 処 遇 Ⅰ ・ Ⅱ 共 に 「 誰 に 」「 い く ら 」 払 っ た の か を 確 認 し ま す 。  

 処 遇 Ⅱ は 、 計 画 段 階 で 「 誰 に 」「 い く ら 」 払 う の か を 明 記 す る の で 比 較 的

管 理 が し や す い で す が 、 処 遇 Ⅰ は 、 申 請 ・ 計 画 書 類 で 配 分 に 関 す る 明 記 は 不

要 だ っ た と し て も 、 職 員 別 の 配 分 状 況 は き っ ち り 管 理 す る 必 要 が あ り ま す 。  

 

～ コ ラ ム ～  

◎県からよく指摘されること  

・ 計 画 書 の 中 で 、 全 体 で み て 総 支 払 賃 金 が 上 が っ て い れ ば OK、 と 言 い つ つ

も 、 職 員 単 位 で み る と 支 払 賃 金 が 下 が っ て い る 場 合 に 、 理 由 を 求 め ら れ ま

す 。 県 か ら 見 れ ば 、「 そ の 人 だ け 賃 金 が 上 が っ て い な い の は な ぜ ？ 」 と な る

か ら で す 。  

・ 申 請 に 使 用 す る 様 式 は 「 こ こ と こ こ の 数 値 は 同 じ に な っ て い な い と ダ メ 」

な ど 、 各 所 に 整 合 性 の ワ ナ が あ り ま す の で 、 作 成 に は 注 意 が 必 要 で す 。  
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処遇改善における各職員への給与の考え方  

 

 

処遇改善における各職員への給与の考え方

副主幹保育教諭 専門リーダー 専門リーダー 幼児保育リーダー 乳児保育リーダー

考え方の例（役職等は変わらない、という前提です）
R1の給与 R2の給与　① R2の給与　② R2の給与　③

OK NG OK
R1の給与 R2の給与　④ R2の給与　⑤

処遇Ⅱ手当分

OK OK

給与水準

処遇Ⅰ手当分処遇Ⅰ手当分

処遇Ⅱ手当分

給与水準 給与水準

処遇Ⅱ手当分

処遇Ⅰ手当分

給与水準

処遇Ⅱ手当分

給与水準

処遇Ⅱ手当分

処遇Ⅰ手当分

給与水準

処遇Ⅱ手当分

処遇Ⅰ手当分

給与水準

処遇Ⅱ手当分

処遇Ⅰ手当分

処遇Ⅱ手当分 処遇Ⅱ手当分

処遇Ⅰ手当分

処遇改善Ⅰは職員の平均経験（勤続）年数に応じて賃金改善を行うもの

処遇改善Ⅱは職員（対象者）役職や技能など、それぞれの専門性に応じた賃金改善を行うもの

になります。
基本給与に対し、まずは処遇改善Ⅱに係る手当を加算し、その後に処遇改善Ⅰ（ベースアップ分及び給与バランスの調整分）を加算す
るのが、大まかな考え方となります。
処遇改善Ⅰ・Ⅱの加算が行われた状態で、前年・現年を比較し、改善が図られているかを確認します。

処遇Ⅰ手当分 処遇Ⅰ手当分

処遇Ⅰ手当分
処遇Ⅰ手当分 処遇Ⅰ手当分

園長 主幹保育教諭
副主幹保育教諭等 職務分野別リーダー等

現行の給与水準
現行の給与水準

現行の給与水準 現行の給与水準 現行の給与水準
現行の給与水準

処遇Ⅰ手当分

現行の給与水準

処遇Ⅱ手当分※

処遇Ⅱ手当分
処遇Ⅱ手当分 処遇Ⅱ手当分

処遇改善Ⅰの手当でベースアップ及び全体の給与バランスを取ります。

昨年よりも

「下回っていない」

ことが重要。

※主観保育教諭への処遇Ⅱ手当は、副主幹保育教諭等の賃金のバランス等を踏まえ、

必要な場合に限って行うことが可能。

令和２年１０月２２日

教育・保育課入所・給付係作成
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障がい児保育加算について  

 障 が い 児 を 受 け 入 れ て い る 事 業 所 に お い て 、 絶 対 必 要 配 置 職 員 の 中 の 年 齢

別 配 置 基 準 を 、 下 記 の 算 式 で 求 め 、 配 置 す る 場 合 に 加 算 し ま す 。  

 具 体 的 に は 、 障 が い 児 ２ 人 に つ き １ 人 の 配 置 を 行 う 必 要 が あ り ま す 。  

 

 ＜ 算 式 ＞  

 

 

 

＜ 加 算 対 象 と な る 要 件 ＞  

① こ こ で い う 「 障 が い が あ る 子 ど も 」 と は 、 障 害 者 手 帳 や 療 育 手 帳 を 絶 対

に 持 っ て な い と ダ メ 、 と い う わ け で は あ り ま せ ん 。 手 帳 を 持 っ て い れ ば

も ち ろ ん 対 象 に は な り ま す が 、 日 ご ろ の 子 ど も の 状 況 に よ り 、 手 帳 は 持

っ て い な い と し て も 、 ○ ○ の 理 由 で ど う し て も 該 当 す る 子 ど も に 対 し て

加 配 が 必 要 な 場 合 な ど 、 説 明 で き る の で あ れ ば 対 象 に 出 来 ま す 。  

② 「 障 が い が あ る 子 ど も を 受 け 入 れ て い る 」 と は 、 各 月 の 初 日 に お い て 障

が い 児 が １ 人 以 上 利 用 し て い る こ と で 条 件 を 満 た せ ま す 。  

 

◎ 加 算 取 得 の 際 に 必 要 と な る 資 料  

・ 対 象 児 童 の 状 況 を 説 明 で き る 資 料  

 

 

夜間保育加算について  

 夜 間 保 育 を 実 施 す る 施 設 に 加 算 さ れ る も の で す 。  

令 和 ４ 年 ３ 月 現 在 、 三 木 市 内 に 対 象 施 設 は あ り ま せ ん 。  

 

 

  

障がい児数

2

小数点以下四捨五入

配置上必要な保育士数

6 3

小数点第１位まで計算（第２位は切捨て）

＋

１・２歳児子ども数

(障がい児を除く） ＋

乳児子ども数

（障がい児を除く） ＋ 1 ＝
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休日保育加算について  

 日 曜 日 、 国 民 の 祝 日 及 び 休 日 に 保 育 を 実 施 す る 施 設 に 対 し て 、 休 日 保 育 の

年 間 延 べ 利 用 子 ど も 数 の 規 模 に 応 じ て 保 育 士 等 の 職 員 を 休 日 に 確 保 す る た め

の 経 費 等 を 加 算 し ま す 。  

 延 べ 利 用 子 ど も 数 は 、 例 え ば １ 人 の 子 ど も が 休 日 保 育 を 月 に ４ 回 利 用 し た

場 合 は ４ 人 と カ ウ ン ト し ま す 。  

 ＜ 加 算 対 象 と な る 要 件 ＞  

① 休 日 保 育 を 提 供 す る 年 間 延 べ 利 用 子 ど も 数 が １ 名 以 上 で あ る こ と  

※ 他 の 施 設 を 利 用 す る 子 ど も を 休 日 に 受 入 れ た 場 合 も カ ウ ン ト し ま す 。た だ

し 、 保 育 認 定 を 受 け て い る 子 ど も で あ る こ と が 条 件 で す 。  

② 休 日 に お け る 保 育 士 の 配 置 体 制 を 確 認 で き る こ と  

 

◎ 加 算 取 得 の 際 に 必 要 と な る 資 料  

・ 調 書 「 休 日 保 育 加 算 」  

・ 休 日 に お け る 保 育 教 諭 の 配 置 体 制 を 確 認 で き る 資 料  

減価償却費加算について  

 以 下 の 要 件 全 て に 該 当 す る 施 設 に 加 算 し ま す 。 な お 、 単 価 は 「 都 市 部 」 と

「 標 準 」 が あ り ま す が 、 三 木 市 は 「 標 準 」 区 分 に な り ま す 。  

※ 賃 借 料 加 算 と 減 価 償 却 費 加 算 は 、 取 れ る の は ど ち ら か 一 方 の み で す 。  

＜ 加 算 対 象 と な る 要 件 ＞  

① 小 規 模 保 育 事 業 も し く は 事 業 所 内 保 育 事 業 の 用 に 供 す る 建 物 が 自 己 所 有 で

あ る こ と  

※ 施 設 内 の 一 部 に 賃 貸 物 件 が あ る 場 合 は 、 自 己 所 有 の 建 物 の 延 べ 面 積 が 施 設

全 体 の 延 べ 面 積 の ５ ０ %以 上 で あ れ ば 、 該 当 扱 い に な り ま す 。  

② 建 物 を 整 備 ・ 改 修 又 は 取 得 す る 際 に 、 建 設 資 金 又 は 購 入 資 金 が 発 生 し て い

る こ と  

③ 建 物 を 整 備 ・ 改 修 又 は 取 得 す る 際 に 、 国 の 補 助 金 等 の 交 付 を 受 け て い な い

こ と  

④ 賃 借 料 加 算 の 対 象 で な い こ と  

 

◎ 加 算 取 得 の 際 に 必 要 と な る 資 料  

・ 市 が 規 定 す る 調 書 「 減 価 償 却 費 加 算 」  

・ 建 物 を 整 備 ・ 改 修 又 は 取 得 す る 際 の 契 約 書 類 等 （ コ ピ ー ）  



- 72 - 

 

賃借料加算について  

 以 下 の 要 件 全 て に 該 当 す る 施 設 に 加 算 し ま す 。  

な お 、単 価 は A～ D の 地 域 区 分 と「 都 市 部 」「 標 準 」の 人 口 区 分 が あ り ま す

が 、 三 木 市 は 「 B 地 域  標 準 」 区 分 に な り ま す 。  

※ 賃 借 料 加 算 と 減 価 償 却 費 加 算 は 、 取 れ る の は ど ち ら か 一 方 の み で す 。  

＜ 加 算 対 象 と な る 要 件 ＞  

① 小 規 模 保 育 事 業 も し く は 事 業 所 内 保 育 事 業 の 用 に 供 す る 建 物 が 賃 貸 物 件 で

あ る こ と  

※ 施 設 内 の 一 部 に 自 己 所 有 部 分 が あ る 場 合 は 、 賃 貸 の 建 物 の 延 べ 面 積 が 施 設

全 体 の 延 べ 面 積 の ５ ０ %以 上 で あ れ ば 、 該 当 扱 い に な り ま す 。  

② 対 象 の 賃 貸 物 件 に 対 す る 賃 借 料 を 支 払 っ て い る こ と  

③ 賃 借 料 に 係 る 国 の 補 助 金 等 の 交 付 を 受 け て い な い こ と  

④ 減 価 償 却 費 加 算 の 対 象 で な い こ と  

◎ 加 算 取 得 の 際 に 必 要 と な る 資 料  

・ 市 が 規 定 す る 調 書 「 賃 借 料 加 算 」  

・ 賃 貸 契 約 書 （ コ ピ ー ）  

加減調整部分について  

 管 理 者 を 配 置 し て い な い 場 合 な ど に 適 用 さ れ る 加 算 で す 。  

連携施設を設定していない場合について  

 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 (平 成 二 十 六 年 四 月 三 十 日  

厚 生 労 働 省 令 第 六 十 一 号 )第 ６ 条 に 規 定 さ れ る 連 携 施 設 を 設 定 し て い な い 場

合 に 減 算 の 対 象 と な り ま す 。  

 下 記 ３ つ の 条 件 に ど れ も 当 て は ま ら な い 場 合 は 、こ の 減 算 が 適 用 さ れ ま す 。 

 

 ＜ 連 携 施 設 で あ る こ と を 確 認 す る 条 件 ＞  

① 合 同 保 育 の 実 施  

 ⇒ 園 庭 開 放 で そ れ ぞ れ の 児 童 を 一 緒 に 保 育 し た り 、 共 同 で 運 動 会 な ど の イ

ベ ン ト を 行 っ て い る か ど う か  

② 事 故 対 応 に 関 す る こ と （ 代 替 保 育 の 提 供 ）  

 ⇒ 小 規 模 保 育 事 業 所 等 側 の 職 員 が 、 病 気 そ の 他 何 ら か の 理 由 で 保 育 の 提 供

が で き な い と き に 、 連 携 先 の 認 定 こ ど も 園 等 側 が 変 わ っ て 保 育 の 提 供 を

行 う 体 制 を 取 れ て い る か  
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③ 卒 園 児 の 受 け 入 れ に 関 す る こ と  

 小 規 模 保 育 事 業 所 等 は 、 基 本 的 に は ２ 歳 児 ク ラ ス ま で し か あ り ま せ ん 。 そ

の 子 た ち の ３ 歳 児 ク ラ ス 以 降 の 籍 に つ い て 、 受 入 の 体 制 を 取 っ て い る か  

※ 「 全 員 受 入 れ が 必 須 ！ 」 と い う よ り は 、 連 携 先 の 認 定 こ ど も 園 等 が あ る か

ら 、 ど こ に も 行 け な く な る こ と は 無 い よ 、 と い う 扱 い に な り ま す 。  

◎ 確 認 す る た め に 必 要 な 資 料  

 加 算 等 認 定 申 請 書 に お い て 、 内 容 の 確 認 を し ま す 。  

◎ 減 算 額 に つ い て  

市 内 の 小 規 模 保 育 事 業 者 の 場 合 の 減 算 月 額 は 、 各 月 初 日 の 子 ど も 数 ×単 価

で 求 め ま す 。（ 単 価 は 令 和 ４ 年 度 当 初 単 価 の 場 合 、 1,290 円 で す 。）  

 年 間 で い う と 概 ね 25 万 円 程 度 の 減 算 に な り ま す 。  

◎ 状 況 確 認 の 際 に 必 要 と な る 資 料  

・ 調 書 「 連 携 施 設 設 定 の 確 認 」  

食事の提供について自園調理又は連携施設等からの搬入以

外の方法による場合について  

 児 童 に 提 供 す る 給 食 を 、 自 園 調 理 か 連 携 施 設 か ら の 搬 入 以 外 の 方 法 で 行 っ

て い る 場 合 に 適 用 さ れ ま す 。  

 例 え ば 、 連 携 施 設 が 自 園 調 理 で 給 食 の 提 供 を 行 っ て い る の に 、 小 規 模 事 業

所 側 が 三 木 給 食 に 直 接 委 託 し て い る 場 合 な ど は 減 算 の 対 象 に な り ま す 。  

 ◎ 減 算 額 に つ い て  

三 木 市 内 の 小 規 模 保 育 事 業 所 等 の 場 合 、 基 本 分 単 価 ・ 処 遇 改 善 等 加 算 Ⅰ ・

夜 間 保 育 加 算 の 単 価 が ９ ％ 減 り ま す 。  

管理者を配置していない場合について  

 絶 対 必 要 配 置 職 員 の 中 で 規 定 し て い る 、 管 理 者 を 配 置 し て い な い 場 合 に 対

象 と な り ま す 。  

 ◎ 減 算 額 に つ い て  

三 木 市 内 の 小 規 模 保 育 事 業 所 等 （ ＝ 利 用 定 員 19 人 ） の 場 合 、 児 童 数 ＝ 定

員 数 の 場 合 で 年 額 600 万 程 度 の 減 算 に な り ま す 。 基 本 分 単 価 の 中 の 、 管 理

者 に 係 る 給 与 な ど の 費 用 分 が 削 ら れ る イ メ ー ジ で す 。  

◎ 状 況 確 認 の 際 に 必 要 と な る 資 料  

・ 管 理 者 設 置 状 況 に 係 る 調 書 （ 地 域 型 保 育 事 業 所 用 ）  
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土曜日に閉所する場合  

土 曜 日 に 係 る 保 育 の 利 用 希 望 が 無 い な ど の 理 由 に よ り 、 当 該 月 の 土 曜 日 に

閉 所 す る 日 が あ る 施 設 に 適 用 し ま す 。  

 

開 所 し て い て も 保 育 を 提 供 し て い な い 場 合 は 、 閉 所 し て い る も の と し て 取

り 扱 い ま す 。 自 施 設
・ ・ ・

の
・

児 童
・ ・

に
・

保 育
・ ・

を
・

提 供
・ ・

し て
・ ・

い る
・ ・

か
・

否
・

か
・

が 一 つ の ポ イ ン ト と

な り ま す 。  

 

な お 、 他 の 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 、 地 域 型 保 育 事 業 所 （ 居 宅 訪 問 型 保 育 事 業

所 は 除 く 。）又 は 企 業 主 導 型 保 育 施 設 と 共 同 保 育 を 実 施 す る こ と に よ り 、施 設

を 利 用 す る 保 育 認 定 子 ど も の 土 曜 日 に お け る 保 育 が 確 保 さ れ て い る 場 合 に は 、

土 曜 日 に 開 所 し て い る も の と し て 取 り 扱 い ま す 。  

 

◎減算する場合・しない場合の条件の概要  

※三木市として定めているルールです。  

①  国 民 の 祝 日 及 び 休 日 、 年 末 年 始 （ 12/29～ 1/3）  減 算 し な い  

②  
施 設 が 独 自 に 決 め た 休 園 日 が 土 曜 日 の 場 合  

（ 入 園 の し お り 等 で 事 前 に 保 護 者 に 周 知 し て い る 場 合 ）  
減 算 し な い  

③  感 染 症 拡 大 や 災 害 等 、 特 別 な 事 情 が あ る 場 合  後 述  

④  
開 所 し て い て も 保 育 の 提 供 を し て い な い （ 誰 も 利 用 者 が い

な い ） 場 合  
減 算 す る  

⑤  開 所 し た が 当 日 キ ャ ン セ ル に よ り 誰 も 利 用 者 が い な い 場 合  減 算 し な い  

⑥  
他 の 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 等 と 土 曜 日 の 共 同 保 育 を 実 施 し て

い る 場 合  
次 ペ ー ジ で 解 説  
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「⑥  他の特定教育・保育施設等と土曜日の共同保育を実施してい

る場合」の具体的な考え方  

条 件 ： 施 設 A と B が 共 同 保 育 を 実 施 し て い る 。  

ⓐ は 施 設 A の 在 籍 児 童 、 ⓑ は 施 設 B の 在 籍 児 童 。  

パ タ ー ン １  

 

 

 

 

パ タ ー ン ２  

 

 

 

 

 

 施 設 A・ B の 関 係 性 が 、 同 一 法 人 内 の 施 設 で あ っ て も 、 別 法 人 の 施 設 で あ っ て も こ

の 取 扱 い は 同 じ で す 。  

 

・公 定 価 格 に 関 す る FAQ154 の「 土 曜 日 が ５ 日 あ る 月 の 場 合 調 整 率 の 区 分 の 取 扱 い 」

及 び 「 土 曜 日 が ４ 日 あ る 月 で そ の う ち １ 日 が 祝 日 の 場 合 の 調 整 率 の 区 分 の 取 扱 い 」 に

つ い て  

 月 に 1 日 閉 所  月 に ２ 日 閉 所  月 に ３ 日 閉 所  月 に ４ 日 閉 所  月 に ５ 日 閉 所  

土 曜 日 が  

月 ５ 日 あ る 月  

「 月 に 1 日 閉

所 」 の 区 分  

「 月 に ２ 日 閉

所 」の 区 分 を 適

用  

「 月 に ３ 日 以

上 閉 所 」の 区 分  

「 月 に ３ 日 以

上 閉 所 」の 区 分  

「 す べ て 閉 所 」

の 区 分  

土 曜 日 が 月 ４

日  

そ の う ち  

１ 日 が 祝 日  

「 月 に 1 日 閉

所 」 の 区 分  

「 月 に ２ 日 閉

所 」 の 区 分  

「 す べ て 閉 所 」

の 区 分  
―  ―  

 

 

 

 

施 設 B 

🔐 ⓐ  ⓑ  

施 設 A 施 設 A・ B 共 に 「 減 算 し な い 」  

 施 設 A・ B の 在 籍 児 童 が 土 曜 日 に 保 育 の 提 供 を 受

け て い る の で 、 ど ち ら も 開 所 扱 い に な り ま す 。  

施 設 A 施 設 B 

施 設 A は 「 減 算 」  

施 設 B は 「 減 算 し な い 」  

 施 設 A の 在 籍 児 童 に 保 育 を 提 供 し て い な い の で 、 施 設

A は 開 所 し て い た と し て も 閉 所 扱 い で す 。  

施 設 B に つ い て は 、 施 設 B の 在 籍 児 童 が 土 曜 日 に 保 育

の 提 供 を 受 け て い る の で 、閉 所 し て い た と し て も 開 所 扱 い

に な り ま す 。  

ⓑ  🔐 
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③に記載した、「特別な事情」に当たる事項  

 

 土 曜 日 が 次 の 状 況 に 該 当 す る 場 合 、「 減 算 し な い 」 と し ま す 。  

 た だ し 、こ の 考 え 方 は 、あ く ま で も 加 算 項 目「 土 曜 日 に 閉 所 す る 場 合 」の 適 用 に 係 る

要 件 で あ り 、実 際 に 閉 所 し て い た と し て も“ 減 算 対 象 に な ら な い ”だ け で あ り 、実 際 に

「 開 所 し な く て も よ い 、 開 所 し て は い け な い 」 と い う こ と で は あ り ま せ ん 。  

 

・ 対 象 と な る 土 曜 日 の 午 前 ７ 時 時 点 で 、 三 木 市 に 警 報 が 発 令 さ れ て い る 場 合  

 ※ “ 播 磨 南 東 部 ” で は な く 、“ 三 木 市 ” に 発 令 さ れ て い る 場 合 が 対 象 で す 。  

 ※ 大 雨 や 洪 水 な ど 、 警 報 の 種 類 は 問 い ま せ ん 。  

 ※ 午 前 8 時 で 警 報 が 解 除 さ れ た と し て も 、午 前 7 時 時 点 で 警 報 が 発 令 さ れ て い れ ば 、

減 算 対 象 に は な り ま せ ん 。  

 

・ 地 震 に つ い て  

 地 震 に つ い て は 、 震 度 に よ る 明 確 な 区 分 は あ り ま せ ん が 、 地 震 に よ り 施 設 が 一 部 損

壊 す る な ど の 影 響 が あ り 、 児 童 を 保 育 す る に あ た り 危 険 が 生 じ る な ど 、 説 明 が 可 能 な

場 合 は 対 象 外 に な り ま す 。  

 ※ 別 途 証 明 書 類 の 提 出 が 必 要 と な る 場 合 が あ り ま す 。  

・ 感 染 症 拡 大 に よ る 限 定 保 育 適 用 期 間  

 い わ ゆ る 令 和 ２ 年 ４ 月 中 旬 か ら ６ 月 末 ま で の よ う な 期 間 は 減 算 対 象 外 で す 。  

こ ち ら に つ い て は 、 市 が 対 象 期 間 を 決 定 し ま す 。  

緊 急 事 態 宣 言 や ま ん 延 防 止 等 重 点 措 置 発 令 期 間 中 が 全 て こ れ に あ た る わ け で は あ り

ま せ ん の で ご 注 意 く だ さ い 。  

・ 感 染 症 発 生 に 伴 う 休 園 措 置  

ク ラ ス タ ー 認 定 の 是 非 は 問 い ま せ ん 。  

 

・ 保 育 認 定 子 ど も の 参 加 を 前 提 と し た 行 事 の 場 合  

 運 動 会 や 音 楽 会 、 遠 足 、 入 園 式 や 卒 園 式 な ど  

 

◎ 状 況 確 認 の 際 に 必 要 と な る 資 料  

・ 調 書 「 土 曜 日 閉 所 減 算 適 用 に 係 る 実 績 報 告 書 」  

 ※ ４ ～ ９ 月 分 は 加 算 適 用 申 請 時 に 、 １ ０ 月 ～ ３ 月 分 は ３ 月 に 書 類 の 提 出 が

必 要 で す 。  
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乗除調整部分について  

 各 認 定 区 分 に お い て 利 用 定 員 を 一 定 以 上 、 一 定 期 間 以 上 に 渡 っ て 超 過 し て

い る 場 合 に 、基 本 分 単 価 や 基 本 加 算 部 分 に 係 る 金 額 を 乗 除 調 整 す る も の で す 。 

定員を恒常的に超過する場合  

 直 前 の 連 続 す る ５ 年 間 、 毎 月 常 に 利 用 定 員 を 超 え て お り 、 か つ 、 各 年 度 の

年 間 平 均 在 所 率 が 利 用 定 員 ×１ ２ ０ %を 超 え て い る 状 態 の 施 設 に 減 算 と し て

適 用 さ れ ま す 。  

 な お 、 利 用 す る 子 ど も 数 の 調 整 、 も し く は 定 員 を 変 更 す る こ と に よ り 、 年

度 内 の 年 間 平 均 在 所 率 が １ ２ ０ ％ を 下 回 る だ ろ う と 見 込 ま れ た 場 合 は 、 そ の

見 直 し が 行 わ れ た 月 の 翌 月 か ら 減 算 は 解 除 さ れ ま す 。  

  

 ＜ 減 算 さ れ る 加 算 内 容 ＞  

 基 本 分 単 価 と 基 本 加 算 部 分（ 副 食 費 徴 収 免 除 加 算 を 除 き ま す ）、他 の 加 減 調

整 部 分 に つ い て 算 定 後 、 そ の 認 定 区 分 に 応 じ た 減 算 率 を 掛 け ま す 。  

◎ 状 況 確 認 の 際 に 必 要 と な る 資 料  

・ 調 書 「「 定 員 を 恒 常 的 に 超 過 す る 場 合 」 月 初 日 在 籍 児 童 数 状 況 確 認 表 」  

 ※ な お 、 現 年 度 分 に つ い て は 、 加 算 適 用 申 請 時 は ９ 月 ま で 、 実 績 報 告 時 に

は ３ 月 ま で 報 告 す る こ と 。  
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特定加算部分について  

処遇改善等加算Ⅱについて  

 

 処 遇 改 善 等 加 算 Ⅱ は 、 副 主 任 保 育 士 や 中 核 リ ー ダ ー 、 専 門 リ ー ダ ー な ど 、

そ の 人 そ れ ぞ れ が 持 つ 経 験 や 技 能 に よ っ て あ て ら れ た 職 位 に 応 じ て 賃 金 改 善

を 行 う こ と に よ り 、 キ ャ リ ア ア ッ プ の 道 筋 を 作 る 取 組 を 行 う た め の 人 件 費 に

対 し て 加 算 す る も の で す 。  

 そ の た め 、 こ の 加 算 で 算 出 し た 加 算 額 に つ い て は 、 必 ず 人 件 費 と し て 賃 金

改 善 に 充 て る こ と が 必 要 で す 。 ま た 、 ど の 職 員 に 、 ど れ だ け の 賃 金 改 善 を 行

う の か を 具 体 的 に 示 す 必 要 が あ り ま す 。 も ち ろ ん 対 象 の 職 員 に も 「 あ な た の

処 遇 改 善 額 は ○ ○ 円 で す よ 」 と い う こ と を 示 す 必 要 が あ り ま す 。  

◎大まかな流れ  

① 施 設 の 平 均 年 齢 別 児 童 数 を 算 出 し ま す 。  

② 施 設 と し て 取 得 す る 加 算 を 決 め ま す 。  

③ 取 得 し た 加 算 を 元 に 処 遇 Ⅱ の 加 算 算 定 対 象 人 数 を 算 出 し ま す 。  

④ ③ で 算 出 し た 人 数 を 元 に 、「 人 数 A」「 人 数 B」 を 算 出 し ま す 。  

⑤ 「 人 数 A」「 人 数 B」 を 元 に 、 加 算 見 込 額 を 算 出 し ま す 。  

⑥ 加 算 見 込 額 以 上 の 処 遇 改 善 を 行 う 計 画 を 立 て ま す 。  

 

 

 

“処遇改善等加算Ⅱを認定する”とは、  

④で算出する「人数 A」「人数 B」を認定することです。  

 

 

 

 

基本的には認定こども園版と同じです。  
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◎平均年齢別児童数とは  

 各 年 齢 区 分 ご と に 、 ど れ だ け の 児 童 数 が 在 籍 し て い る か の 年 間 平 均 を 取 っ

た も の で す 。 こ の 児 童 数 は 、 ３ つ の 方 法 で 求 め る こ と が で き ま す 。 ど の や り

方 で 算 出 し て も OK で す 。  

① 前 年 の 増 え 方 を 元 に し た 年 間 伸 び 率 を 元 に 各 月 の 児 童 数 を 求 め 、 平 均 児 童

数 を 算 出 す る 。  

② 前 年 の 増 え 方 が 特 殊 で 、４ 月 の 児 童 数 を 元 に 単 純 に ① の や り 方 で 求 め る と 、

実 態 に そ ぐ わ な い 場 合 は 、 手 計 算 に て 行 う こ と も 可 能 で す 。  

③ ４ 月 初 日 現 在 の 児 童 数 を 平 均 年 齢 別 児 童 数 と す る  

※ ③ の や り 方 は 計 算 い ら ず で 簡 単 で す が 、 年 間 の 児 童 数 が 増 え る こ と が 見 込

ま れ る 場 合 は 加 算 額 が 低 く な り ま す 。  

① ② の 方 法 の 場 合 は 、 様 式 「 平 均 年 齢 別 児 童 数 計 算 表 」 の 提 出 が 必 要 で す 。  

◎加算算定対象人数とは  

国 か ら 通 知 さ れ る 処 遇 Ⅰ ・ Ⅱ に 関 す る 取 扱 い 文 書 に 記 載 さ れ た 、  

「 こ れ だ け の 子 ど も を 預 か る な ら 、 こ れ く ら い の 職 員 は 必 要 で す よ ね 。  

そ し て 、こ の 加 算 を 取 る（ こ う い う 保 育 の や り 方 を す る ）な ら こ れ く ら い の

人 員 は 必 要 で す よ ね 」 と い う計算上の数字で す 。  

 

 こ れ を 積 み 上 げ る と 、「 施 設 に は 、こ

れ だ け の 職 員 数 が 必 要 で す よ ね 」と い

う 数 字 に な り ま す 。  

こ れ が 加 算 算 定 対 象 人 数 で す 。  

こ の 人 数 が 、「 人 数 A」「 人 数 B」を 求

め る た め に 必 要 な 人 数 に な り ま す 。様

式「 処 遇 Ⅱ  加 算 対 象 職 員 数 計 算 表 」を

用 い ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

様 式 「 処 遇 Ⅱ  加 算 対 象 職 員 数  

計 算 表 」 の 法 的 根 拠 は コ レ で す 。  

小規模保育事

業（Ａ型又は

Ｂ型）及び事

業所内保育事

業（定員（小

規模保育事業

Ａ型又はＢ型

の基準が適用

されるも

の））

以下のａ～ｄの合計に1.3を加え、ｅを減じて

得た人数

ａ 年齢別配置基準による職員数 次の算式によ

り算出する数

｛１，２歳児数×1/6（小数点第２位以下切り

捨て）｝＋｛０歳児数（同）×1/3（同）｝＋

１（小数点第１位四捨五入）

※ 障害児保育加算を受けている場合 次の算式

により算出された数

｛１，２歳児数（障害児を除く）×

1/6（小数点第２位以下切り捨て）｝＋｛０歳

児数（同）×1/3（同）｝＋｛障害児数×1/2

（同）｝＋１（小数点第１位以下四捨五入）

ｂ 保育標準時間認定の子どもがいる場合 0.4

ｃ 休日保育加算を受けている場合 0.5

ｄ 栄養管理加算（Ａ：配置）を受けている場

合 0.6

ｅ 食事の提供について自園調理又は連携施設

等からの搬入以外の方法による減算を受けてい

る場合 １
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 平 均 年 齢 別 児 童 数 、 利 用 定 員 、 そ し て 各 種 加 算 に 割 り 当 て ら れ た 算 定 上 の

職 員 数 を 元 に 計 算 し ま す 。 小 数 点 以 下 は 四 捨 五 入 し ま す 。  

加 算 に 割 り 当 て ら れ る 算 定 上 の 職 員 数 は 、 毎 年 細 か い と こ ろ で 変 わ る 可 能

性 が あ る た め 、 平 均 年 齢 別 児 童 数 や 取 得 す る 加 算 が 全 く 同 じ で あ っ て も 、 人

数 A・ B が 変 わ っ て く る 場 合 が あ り ま す 。  

 

◎加算見込額の計算方法  

 加 算 算 定 対 象 人 数 を 求 め た ら 、 次 は 「 人 数 A」「 人 数 B」 を 求 め ま す 。  

★そもそも「人数 A」「人数 B」って何なのか？  

 あ く ま で イ メ ー ジ で す が 、  

「人数 A」  

⇒管理者、主任保育士を除く、施設の中核を担う職員数。  

国は概ね全職員の 3 分の１くらいを想定しているようです。  

 「人数 B」  

⇒中核を担う職員ではないが、キャリ アを積み、何かしらの業務

を任されている職員数。  

国は概ね全職員の５分の１くらいを想定しているようです。  

 

 

 

 

★「人数 A」「人数 B」の求め方  

 「人数 A」：加算算定対象人数  ÷ ３  （小数点以下四捨五入） 

 「人数 B」：加算算定対象人数  ÷ ５  （小数点以下四捨五入） 

（ 例 ） 加 算 算 定 対 象 人 数 が ７ 人 の 場 合  

 「 人 数 A」： ７  ÷ ３  ＝  ２ ． ３ ３ ３ …  ⇒  ２ 人  

 「 人 数 B」： ７  ÷ ５  ＝  １ ． ４     ⇒  １ 人  

 と な り ま す 。  

※ 計 算 し て 四 捨 五 入 し た 結 果 が 「 ０ 人 」 の 場 合 は 、「 1 人 」 と し ま す 。  

結 果 、 下 記 の や り 方 で 「 人 数 A」「 人 数 B」 を 求 め ま す 。  
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★加算見込額の算出について  

 人 数 A・ B を 求 め た ら 、 次 は 加 算 見 込 額 を 算 出 し ま す 。 国 か ら 示 さ れ る 公

定 価 格 告 示 に よ る 加 算 単 価 を 元 に 計 算 し ま す 。  

 

人数 A に係る加算見込額  

 加算単価×人数 A×改善実施期間の月数  （千円未満切り捨て）  

人数 B に係る加算見込額  

 加算単価×人数 B×改善実施期間の月数  （千円未満切り捨て）  

 ※ 改 善 実 施 期 間 の 月 数 は 基 本 的 に １ ２ カ 月 で 考 え て OK で す 。  

  

 

 （ 例 ）  

 令 和 ４ 年 度 の 小 規 模 保 育 事 業 及 び 事 業 所 内 保 育 事 業 の 単 価 ：  

A 48,780 円  B 6,100 円  

 「 人 数 A」： ２ 人  「 人 数 B」： １ 人  の 場 合  

 

 人 数 A に 係 る 加 算 見 込 額  

48,780×２ ×１ ２ ＝ 1,170,720 ⇒  1,170,000 円  

 人 数 B に 係 る 加 算 見 込 額  

6,100×１ ×１ ２ ＝ 73,200   ⇒  73,000 円  

 ⇒加算見込額：1,170,000＋73,000＝1,243,000 円  

 に な り ま す 。    

 

 ※ 「 人 数 A」 に 係 る 加 算 見 込 額 と 、「 人 数 B」 に 係 る 加 算 見 込 額 を 、 そ れ

ぞ れ 千 円 未 満 の 切 り 捨 て を 行 っ て か ら 足 し 合 わ せ て く だ さ い 。  

 

◎処遇改善計画（加算額の配分の方法）について  

 こ の 加 算 で 算 出 し た 加 算 額 は 、 全 て 職 員 の 処 遇 改 善 に 充 て る 必 要 が あ り ま

す 。 処 遇 改 善 計 画 は 、 処 遇 Ⅱ の ル ー ル に 基 づ い た 賃 金 改 善 を 加 算 見 込 額 以 上

に 行 う 計 画 で あ る 必 要 が あ り ま す 。  

 ※ 計 画 書 の 作 成 方 法 は 、 こ こ で は 割 愛 し ま す 。  
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★対象職員について  

 園 長 と 主 任 保 育 士 (※ )を 除 く 、す べ て の 職 員 を 対 象 に で き ま す 。保 育 士 で な

く て も 、 調 理 員 や 事 務 員 等 で も OK で す 。 た だ し 、 令 和 ５ 年 度 以 降 は 、 一 定

の 研 修 を 修 了 す る こ と が 段 階 的 に 必 修 化 さ れ ま す 。  

●研修修了要件について  

 平 成 ２ ９ 年 度 に 創 設 さ れ た 処 遇 改 善 等 加 算 Ⅱ は 、 賃 金 改 善 の 対 象 と す る 職

員 に つ い て 、 一 定 の 研 修 を 修 了 す る こ と が 要 件 化 さ れ て い ま す が 、 研 修 受 講

の 負 担 を 考 慮 し 、 令 和 ４ 年 度 ま で は 義 務 化 は さ れ て い ま せ ん で し た 。  

 令 和 ５ 年 度 以 降 は 、 段 階 的 な 必 修 化 が 始 ま り ま す 。  

 

 詳細については、42 ページ以降をご確認ください。  
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●配分方法  

★副主任保育士等への賃金改善について  

 副 主 任 保 育 士 や 専 門 リ ー ダ ー な ど 、 施 設 の 中 核 を 担 う 職 員 に 対 し て 行 う 配

分 で す 。  

①月額 40,000 円の賃金改善を行う職員を 1 人以上確保すること。 

②１人以上の人数に対し、配分を行うこと。  

※ 全 員 が 4 万 円 で も OK で す 。（ 主 任 保 育 士 を 除 く ）  

※ 主 任 保 育 士 へ の 配 分 は 基 本 的 に は 認 め ら れ て い ま せ ん が 、 処 遇 改 善 等 加

算 Ⅰ ・ Ⅱ に よ る 配 分 の 結 果 、 副 主 任 保 育 士 が 主 任 保 育 士 の 給 与 を 上 回 っ て

し ま う な ど 、 各 施 設 の 給 与 水 準 バ ラ ン ス が 崩 れ て し ま う 場 合 に は 、 主 任 保

育 士 へ の 処 遇 Ⅱ の 配 分 を す る こ と が で き ま す 。 た だ し 、 そ の 金 額 は 月 額

5,000 円 以 上 39,999 円 以 下 で な い と い け ま せ ん 。  

 

★職務分野別リーダー等への賃金改善について  

 障 が い 児 保 育 リ ー ダ ー や 保 護 者 支 援 リ ー ダ ー な ど の 職 員 に 対 し て 行 う 配 分

で す 。  

①下限は月額 5,000 円以上、上限は副主任保育士等の賃金改善グ

ループの最低額未満であること  

②「人数 B」以上の人数に配分を行うこと。  

 

※ 小 規 模 保 育 事 業 者 等 に つ い て は 、「 主 任 保 育 士 」を 絶 対 に 設 け な け れ ば な ら

な い わ け で は あ り ま せ ん 。 認 定 こ ど も 園 に お け る 副 主 幹 保 育 教 諭 に 対 応 す る

職 位 と し て 副 主 任 保 育 士 な ど の 職 位 を 設 定 し て い れ ば 、 そ の 職 員 に は

40,000 円 の 処 遇 改 善 を 行 う こ と が で き ま す 。  

  



- 84 - 

 

（ 例 ）「 人 数 A」： ２ 人 「 人 数 B」： １ 人  加 算 見 込 額 1,243,000 円 の 場 合  

・ 副 主 任 保 育 士 等 へ の 賃 金 改 善  

 a さ ん （ 副 主 幹 保 育 教 諭 ）      @40,000×12 カ 月 ＝ 480,000 円  

ｂ さ ん （ 専 門 リ ー ダ ー ）       @40,000×12 カ 月 ＝ 480,000 円  

ｃ さ ん （ 専 門 リ ー ダ ー ）       @35,000×12 カ 月 ＝ 420,000 円  

                       小 計   1,380,000 円  

    ※ a～ j さ ん に 係 る 法 定 福 利 費 等 の 事 業 主 負 担 額   230,000 円  

           副 主 任 保 育 士 等 へ の 賃 金 改 善 額   1,610,000 円  

・ 職 務 分 野 別 リ ー ダ ー 等 へ の 賃 金 改 善  

ｄ さ ん （ 職 務 分 野 別 リ ー ダ ー ）     @5,000×12 カ 月 ＝ 60,000 円  

 小 計    60,000 円  

    ※ a～ j さ ん に 係 る 法 定 福 利 費 等 の 事 業 主 負 担 額    10,000 円  

           副 主 任 保 育 士 等 へ の 賃 金 改 善 額   70,000 円  

賃 金 改 善 見 込 額 ⇒  1,610,000 ＋  70,000 ＝  1,680,000 円  

  ⇒ 加 算 見 込 額 1,243,000 円  以 上 な の で OK 

副 主 任 保 育 士 等 へ の 賃 金 改 善 に 係 る 配 分 人 数  

⇒ 3 人  ・ ・ ・     1 人  以 上 な の で OK 

職 務 分 野 別 リ ー ダ ー 等 へ の 賃 金 改 善 に 係 る 配 分 人 数  

⇒ 1 人  ・ ・ ・    人 数 B 以 上 な の で OK 

と な り ま す 。  

※ 法 定 福 利 費 等 の 事 業 主 負 担 額 の 算 出 方 法 は こ こ で は 省 略 し ま す 。  

 

 

◎加算取得の際に必要となる資料  

・ 加 算 算 定 対 象 人 数 等 認 定 申 請 書 （ 処 遇 改 善 等 加 算 Ⅱ ）（ 別 紙 様 式 ３ ）  

・ 賃 金 改 善 計 画 書 （ 処 遇 改 善 等 加 算 Ⅱ ）（ 別 紙 様 式 ７ ） ※ 別 添 資 料 も 提 出 要  

・ 平 均 年 齢 別 児 童 数 計 算 表  

・ 対 象 職 員 数 計 算 表  
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◎配分の際に気を付けること  

・ 副 主 任 保 育 士 、 主 任 保 育 士 （ 必 要 な 場 合 ） は 必 ず 副 主 任 保 育 士 等 へ の 賃 金

改 善 グ ル ー プ に 入 り ま す 。  

他 の 職 員 に つ い て は 、 肩 書 も 大 き な 基 準 の 一 つ で す が 、 施 設 運 営 の 中 核 を

担 う 職 員 で あ る か も 重 要 な 要 素 と な り ま す 。  

・ 4 万 円 を 超 え る 配 分 は 出 来 ま せ ん 。  

・ 施 設 と し て の 給 与 水 準 バ ラ ン ス に 注 意 し て く だ さ い 。 処 遇 Ⅰ の 説 明 の 時 に

示 し た 、「 処 遇 改 善 に お け る 各 職 員 へ の 給 与 の 考 え 方 」（ ４ ９ ペ ー ジ ） も 参

考 に し て く だ さ い 。  

・賃 金 改 善 計 画 書（ 処 遇 Ⅱ ）と 、処 遇 Ⅱ の 加 算 対 象 者 名 簿 が あ れ ば 、誰 に 、い

く ら 改 善 す る の か を 特 定 で き る よ う に し て お く 必 要 が あ り ま す 。そ の た め 、

計 画 書 と 名 簿 の 職 種 は 合 わ せ て お く よ う に し て く だ さ い 。  

・国 か ら の 資 料 で 、処 遇 改 善 Ⅱ の 要 件 に「 概 ね 7 年 以 上 」や「 概 ね 3 年 以 上 」

な ど の 記 載 が あ り ま す が 、 こ れ は あ く ま で 目 安 で す の で 、 施 設 の 判 断 で 柔

軟 に 対 象 と す る こ と が で き ま す 。 た だ 、 そ の 職 員 が 対 象 と な る キ ャ リ ア を

積 め て い る こ と を 説 明 で き る 必 要 が あ り ま す 。  

・職 種 の 名 前 に つ い て は 、特 に 法 的 な 取 り 決 め は あ り ま せ ん が 、「 主 任 保 育 士 」

と 「 副 主 任 保 育 士 」 だ け は 、 固 定 と さ せ て い た だ け る と 、 計 画 書 の 確 認 が

ス ム ー ズ に 行 え ま す の で 、 ご 対 応 を お 願 い で き れ ば と 思 い ま す 。  

（ こ れ は 市 か ら の お 願 い で す ）  
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冷暖房費加算について  

 夏 季 や 冬 期 に お け る 冷 暖 房 費 に 係 る 経 費 に つ い て 、 施 設 が 所 在 す る 地 域 に

応 じ て 加 算 さ れ る も の で す 。  

 全施設が対象となります。  

 三木市の地域区分は「その他地域」になります。  

※ 「 国 家 公 務 員 の 寒 冷 地 手 当 に 関 す る 法 律 」 に 基 づ く 地 域 区 分 に な り ま す 。  

 

除雪費加算について  

 豪 雪 地 帯 に 所 在 す る 施 設 に 対 し て 、 除 雪 費 用 に 掛 か る 経 費 を ３ 月 分 の 単 価

に 加 算 す る も の で す 。 三 木 市 は こ の 対 象 に は な り ま せ ん 。  

※ 「 豪 雪 地 帯 特 別 措 置 法 」 の 規 定 に 基 づ く 地 域 区 分 に な り ま す 。  

 

降灰除去費加算について  

 火 山 の ふ も と な ど 、 降 灰 防 除 地 域 に 所 在 す る 施 設 に 対 し 、 対 応 費 用 に 掛 か

る 経 費 を ３ 月 分 の 単 価 に 加 算 す る も の で す 。  

 三 木 市 は こ の 対 象 に は な り ま せ ん 。  

※ 「 活 動 火 山 対 策 特 別 措 置 法 」 の 規 定 に 基 づ く 地 域 区 分 に な り ま す 。  
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★施設機能強化推進費加算について  

防 災 に 関 す る 取 組 を 実 施 し て い て 、 か つ 下 記 に 記 載 す る 「 子 育 て 支 援 の 取 組

み 」 を ２ つ 以 上 実 施 し て い る 場 合 に ３ 月 分 の 単 価 に 加 算 す る も の で す 。  

 ＜ 防 災 に 関 す る 取 組 に 必 要 な 条 件 ＞  

 ① 地 域 の 人 へ の 防 災 支 援 の 協 力 体 制 づ く り や 、 合 同 避 難 訓 練 等 を 実 施 し て

い る こ と  

 ② 取 組 に 必 要 と な る 経 費 総 額 が 、 １ ６ 万 円 以 上 見 込 ま れ る こ と 。  

  こ こ で 言 う 経 費 は 、需 用 費（ 消 耗 品 費 、燃 料 費 、印 刷 製 本 費 、修 繕 費 、食

糧 費（ 茶 菓 ）、光 熱 水 費 、医 療 材 料 費 ）・役 務 費（ 通 信 運 搬 費 ）・旅 費・謝 金・

備 品 購 入 費 ・ 原 材 料 費 ・ 使 用 料 及 び 賃 借 料 ・ 賃 金 ・ 委 託 費 で す 。  

（ 防 災 訓 練 及 び 避 難 具 の 整 備 等 に 要 す る 特 別 の 経 費 に 限 り 、教 育・保 育 の 提

供 に 当 た っ て 、 通 常 要 す る 費 用 は 含 み ま せ ん 。）  

 

  イ メ ー ジ 的 に は 、 防 災 に 必 要 そ う な 消 耗 品 （ 備 蓄 食 料 等 ） や 、 い ざ と  

い う と き に あ る と 助 か る 備 品 の 購 入 費 用 等 が 該 当 し ま す 。  

 

 

 

 

AED 設置に係る費用は対象に出来るの？  

 

 可 能 で す 。  

買 取 の 費 用 、リ ー ス 費 用 、パ ッ ド や バ ッ テ リ ー の 交 換 費 用 、AED の た

め の 訓 練 用 品（ マ ネ キ ン 等 ）が 可 能 で す 。た だ し 、リ ー ス の 場 合 、返 却 時

に 返 金 さ れ る 保 証 金 の 類 は 対 象 外 に な り ま す 。  

 な お 、 大 前 提 と し て 、 加 算 を 適 用 し た い 年 度 に 施 設 が そ の 費 用 を 支 払

っ て い る こ と が 条 件 に な り ま す 。  

 

 

よくある質問！  
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★子育て支援の取組み★  

 以 下 の 各 種 事 業 の う ち 、 ２ つ 以 上 事 業 を 実 施 し て い る こ と が 必 要 で す 。  

 各 事 業 の 条 件 は 、「 主 幹 保 育 教 諭 等 の 専 任 化 に よ り 子 育 て 支 援 の 取 組 み を  

実 施 し て い な い 場 合 」 の 子 育 て 支 援 の 取 組 み と “ ほ ぼ ” 同 じ で す 。  

ⅰ 延 長 保 育 事 業  

子 ど も 子 育 て 支 援 交 付 金 に 係 る 同 名 の 事 業 を 行 っ て い る 場 合 に 要 件 を 満

た せ ま す 。  

ⅱ 一 般 型 一 時 預 か り 事 業  

子 ど も 子 育 て 支 援 交 付 金 に 係 る 同 名 の 事 業 を 行 っ て い る 場 合 に 要 件 を 満

た せ ま す 。 た だ し 、 月 の 平 均 対 象 こ ど も が １ 人 以 上 い る こ と が 必 要 で す 。  

ⅲ 病 児 保 育 事 業  

 子 ど も 子 育 て 支 援 交 付 金 に 係 る 同 名 の 事 業 を 行 っ て い る 場 合 に 要 件 を 満

た せ ま す 。  

ⅳ 乳 児 が ３ 人 以 上 利 用 し て い る 施 設  

 ４ 月 ～ １ １ 月 の 各 月 初 日 に お い て 、 乳 児 が 平 均 ３ 人 以 上 在 籍 し て い れ ば

要 件 を 満 た せ ま す 。  

ⅴ 障 が い 児 に 対 す る 教 育 ・ 保 育 の 提 供  

 ４ 月 ～ １ １ 月 の 各 月 初 日 に お い て 、 障 が い 児 が 平 均 １ 人 以 上 在 籍 し て い

れ ば 要 件 を 満 た せ ま す 。 こ こ で 言 う 障 が い 児 の 定 義 は 療 育 支 援 加 算 と 同 じ

で す 。 療 育 支 援 加 算 を 取 得 で き る 場 合 は 、 こ の 要 件 は 満 た し て い ま す 。  

 

◎ 加 算 取 得 の 際 に 必 要 と な る 資 料  

・ 調 書 「 施 設 機 能 強 化 推 進 費 加 算 」  

・ １ ６ 万 円 以 上 の 経 費 を 使 用 し た こ と （ ま た は 予 定 ） を 証 明 す る 書 類  

 （ 見 積 書 ・ 受 領 書 の コ ピ ー な ど ）  

・ 選 択 し た 事 業 の 実 施 状 況 や 在 籍 状 況 が 分 か る 資 料  

（ 例 え ば 各 種 預 か り 事 業 で あ れ ば ４ 月 等 の 実 績 な ど ）  
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栄養管理加算について  

 栄 養 士 を 活 用 し て 、 継 続 的 に 食 事 の 提 供 に 関 す る 継 続 的 な 指 導 を 受 け る 施

設 に 加 算 し ま す 。 こ こ の 加 算 で い う 「 栄 養 士 」 を 、 ど う い う 配 置 に し て い る

か に よ り 、 加 算 額 が 変 わ っ て き ま す 。  

 ＜ 継 続 的 な 指 導 の 内 容 （ す べ て を 行 っ て い る こ と ） ＞  

・ 献 立 作 成 （ 施 設 へ の 指 導 や 助 言 を 含 み ま す ）  

・ ア レ ル ギ ー ・ ア ト ピ ー 等 へ の 対 応 （ 施 設 へ の 指 導 や 助 言 を 含 み ま す ）  

・ 食 育 活 動 の 実 施 等 （ 活 動 内 容 の 報 告 が 必 要 で す ）  

 ＜ 栄 養 士 の 要 件 ＞  

（ ア ） 配 置 ： 絶 対 必 要 配 置 職 員 も し く は 他 の 加 算 に 当 た っ て 求 め ら れ る 職 員

と は 別 に 、 さ ら に 栄 養 士 を 施 設 が 雇 用 し て い る 場 合  

（ イ ） 兼 務 ： 絶 対 必 要 配 置 職 員 も し く は 他 の 加 算 に 当 た っ て 求 め ら れ る 職 員

が 、 栄 養 士 と し て の こ の 加 算 に お け る 業 務 を 兼 務 し て い る 場 合  

（ ウ ）嘱 託：（ ア ）と（ イ ）に 該 当 し な い 場 合 で 、こ の 加 算 に 係 る 業 務 を 外 部

委 託 に て 依 頼 し て い る 場 合 等  

絶 対 必 要 配 置 職 員 の 中 で 栄 養 士 を 雇 用 し て い な い 場 合 は 、(ア )(イ )は 取 れ ま

せ ん 。  

 

こんな場合はどうなる  

① 施 設 が 栄 養 士 を 派 遣 契 約 に よ り 配 置 す る 場 合 は ？  

 ⇒ こ の 場 合 の 派 遣 契 約 は「 雇 用 契 約 等 」に 該 当 す る の で 、「 (ア )配 置 」で す 。

た だ し 、「 (イ )兼 務 」 に 該 当 す る 場 合 は 「 (イ )兼 務 」 で す 。  

② 法 人 本 部 で 雇 用 し た 場 合 は ？  

 ⇒ 「 (ア )配 置 」 で す 。  

た だ し 、「 (イ )兼 務 」 に 該 当 す る 場 合 は 「 (イ )兼 務 」 で す 。  

③ 栄 養 管 理 業 務 そ の も の を 外 部 委 託 す る 場 合 は ？  

 ⇒ 栄 養 士 と し て の 業 務 を 委 託 し て い る の で 、「 (ウ )嘱 託 」 に な り ま す 。  
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◎ 加 算 取 得 の 際 に 必 要 と な る 資 料  

（ 共 通 ）  

・ 調 書 「 栄 養 管 理 加 算 」  

・ 職 員 配 置 が 分 か る 書 類  

・ 食 育 活 動 の 実 施 状 況  

（ ア の 場 合 ）  

・該 当 す る 栄 養 士 の 雇 用 に 関 す る 書 類（ 辞 令 、労 働 条 件 通 知 書 、採 用 通 知 書 ）  

（ ウ の 場 合 ）  

・ 栄 養 士 に 係 る 委 託 契 約 書 の 、 施 設 名 と 事 業 者 名 が 分 か る 部 分 の コ ピ ー  

・ 委 託 先 の 事 業 者 が 発 行 す る 栄 養 士 の 氏 名 及 び 配 置 が 分 か る 資 料 の コ ピ ー  

 

第三者評価受審加算について  

一 定 の ガ イ ド ラ イ ン に 沿 っ て 、 第 三 者 評 価 を 受 審 し 、 そ の 結 果 を 公 表 し 情

報 提 供 を す る 場 合 に 加 算 対 象 と な り ３ 月 の み 加 算 さ れ ま す 。  

 ＜ 加 算 取 得 に 必 要 な 条 件 ＞  

① 「 幼 稚 園 に お け る 学 校 評 価 ガ イ ド ラ イ ン 」 や 「 福 祉 サ ー ビ ス 第 三 者 評 価

基 準 ガ イ ド ラ イ ン 」 な ど に 沿 っ た 第 三 者 評 価 で あ る こ と  

② 市 町 村 が 認 め る 第 三 者 評 価 機 関 （ ま た は 評 価 者 ） が 評 価 を 行 う こ と  

 

◎ 加 算 取 得 の 際 に 必 要 と な る 資 料  

・ 市 が 規 定 す る 調 書 「 第 三 者 評 価 受 審 加 算 」  

・ 各 評 価 の 実 施 状 況 が 分 か る 資 料 （ 評 価 報 告 書 な ど ）  

・ 公 開 保 育 等 の 実 施 状 況 が 分 か る 資 料  

※ 評 価 の 実 施 時 期 や 契 約 等 の 都 合 に よ り 、 公 表 が ど う し て も 翌 年 度 に な っ て

し ま う 場 合 で も 、 各 評 価 が 確 実 に 行 わ れ て い る こ と を 証 明 で き る 資 料 を 提

出 し て い る 場 合 は 、 加 算 の 対 象 に な り ま す 。 ま た 、 評 価 実 施 年 度 に 加 算 を

取 ら ず に 、 公 表 し た 年 度 で 加 算 を 取 る こ と も 可 能 で す 。  

 

第 三 者 評 価 の 受 審 は 、 ５ 年 に １ 度 を 想 定 さ れ て い る こ と か ら 、 こ の 加 算 に

つ い て は 、 ５ 年 に １ 度 し か 取 れ ま せ ん 。  
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第 4 章  処遇改善等加算Ⅲ  

 

 

第 4 章 

処遇改善等加算Ⅲ 

～令和 4 年度対応分～ 
 

 

 

※令 和５ 年 度以 降は 根本 的 にル ール が変 わ る可 能性 があ る ため 、

令和５年３月まで対応する資料になります。  
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処遇改善等加算Ⅲについて  

※令和４年１０月から令和５年３月までのルールです！ 

 

 処 遇 改 善 等 加 算 Ⅲ は 、 令 和 4 年 10 月 か ら 追 加 さ れ る こ と に な っ た 新 た な

加 算 項 目 で す 。 前 身 は 、「 処 遇 改 善 臨 時 特 例 事 業 補 助 金 」 で す 。  

 

 「 コ ロ ナ 克 服・新 時 代 開 拓 の た め の 経 済 対 策 」に 基 づ き 、令 和 4 年 2 月 か

ら 実 施 し て い る 処 遇 改 善 臨 時 特 例 事 業 補 助 金（ ３ ％ 程 度（ 9,000 円 ）の 処 遇

改 善 ） に つ い て 、 令 和 4 年 10 月 か ら 公 定 価 格 で 措 置 す る た め に 「 処 遇 改 善

等 加 算 Ⅲ 」 に 生 ま れ 変 わ り ま し た 。  

 

 こ こ で 得 た す べ て の 金 額 は 、 必 ず 職 員 の 処 遇 改 善 に 充 て る 必 要 が あ り 、 誰

に 、 い く ら 払 う の か を 決 め る 必 要 が あ り ま す （ 義 務 で す ）。  

ま た 、 常 勤 換 算 で 9,000 円 /月 を 各 対 象 職 員 に 支 払 う 処 遇 改 善 計 画 で あ る

必 要 が あ り ま す （ 努 力 義 務 で す ）。  

 

処遇改善臨時特例事業補助金から処遇改善等加算Ⅲへの移行イメージ図  

 

 

 

賃 金 改 善 要 件 分 が い わ ゆ る 9,000 円 に あ た る 部 分 で 、10 月 以 降 に つ い て

は 、 こ の 部 分 が そ の ま ま 処 遇 改 善 等 加 算 Ⅲ に な り ま す 。  

国 家 公 務 員 給 与 改 定 対 応 部 分 は 、 公 定 価 格 が R3 か ら R4 に か け て 減 少 し

た 分 を 補 填 す る も の で す 。  

と こ ろ が 、10 月 以 降 の 公 定 価 格 改 定 単 価 で は 、処 遇 改 善 等 加 算 Ⅲ の 定 義 付

け が メ イ ン で 、 基 本 分 単 価 な ど の 各 単 価 は 変 わ っ て い ま せ ん 。 令 和 5 年 ２ ・

３ 月 に 再 度 改 定 価 格 を 告 示 し 、お そ ら く 4 月 か ら 遡 及 し て 適 用 す る 予 定 で す 。 

補助金

国家公務員給与改定対応部分 各単価に溶け込む

～R4.1 R4.2～R4.3 R4.4～R4.9 R4.10～R5.3

（補助金対応時代） （補助金対応時代）

賃金改善要件分 処遇改善等加算Ⅲ賃金改善要件分

公定価格

公定価格
公定価格

補助金

公定価格
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●「常勤換算で 9,000 円/月」の考え方  

 

よ く 出 て く る 表 現 で す 。 こ の 計 算 を す る た め に 、 常 勤 換 算 値 を 求 め る 必 要

が あ り ま す 。  

 

その人の月間労働時間  ÷ その施設の月間の必要労働時間  

＝  常勤換算値   

その人の賃金改善月額  ÷ 常勤換算値  

           ＝  その人の常勤換算での賃金改善月額   

 

そ の 施 設 の 月 間 の 必 要 労 働 時 間 が 160 時 間 で あ っ た と し て ・ ・ ・  

 

Ａ さ ん  月 160 時 間 の 常 勤 職 員 で あ る  ⇒ 常 勤 換 算 値 1.0 

 

B さ ん  月 80 時 間 の パ ー ト 職 員 で あ る  ⇒ 常 勤 換 算 値 0.5 

 

 Ａ さ ん に 月 9,000 円 の 賃 金 改 善 を し た  

  ⇒ 常 勤 換 算 で の 賃 金 改 善 月 額 ・ ・ ・  9,000÷1.0＝ 9,000 円  

 Ｂ さ ん に 月 4,500 円 の 賃 金 改 善 を し た  

  ⇒ 常 勤 換 算 で の 賃 金 改 善 月 額 ・ ・ ・  4,500÷0.5＝ 9,000 円  

 

 常 勤 の 人 は そ の ま ま で す が 、 非 常 勤 の 人 に つ い て は 、 常 勤 換 算 値 を 介 し た

計 算 が 必 要 で す 。  

 

 

・ ・ ・ で 、 こ れ が な ん な の か 、 と い う 話 な の で す が 、  

 

 “ 常 勤 レ ベ ル で い え ば 、 月 ○ ○ 円 の 賃 金 改 善 に な っ て い る よ ね ”  

 

と い う 確 認 の た め に 必 要 な 数 値 で す 。 用 途 と し て は 、 処 遇 改 善 臨 時 特 例 事 業

補 助 金 や 処 遇 改 善 等 加 算 Ⅲ の 実 績 報 告 に 必 要 で す 。  
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●金額算定のしくみ  

 

 

 地域・認定・利用定員・年齢区分別の  

単価×令和 3 年度平均年齢別利用子ども数  

の合計    

 

 

 地 域・認 定・利 用 定 員・年 齢 区 分 別 に 単 価 が 設 定 さ れ て お り 、そ れ ぞ れ の 単

価 に 、 そ れ ぞ れ に 対 応 し た 平 均 年 齢 別 利 用 子 ど も 数 を 掛 け 合 わ せ 、 合 計 し た

も の が 月 額 と な り ま す 。  

 ま た 、令 和 3 年 度 平 均 年 齢 別 利 用 子 ど も 数 は 、令 和 3 年 度 の 、各 月 初 日 時

点 の 認 定 区 分 ・ 年 齢 区 分 別 の 子 ど も 数 を 合 計 し 、 12 で 割 っ た も の で す 。  

 

（ 計 算 例 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

地域区分

認定区分

定員区分

年齢区分 ４歳以上児 ３歳児 ４歳以上児 ３歳児 １・２歳児 乳児

単価 4,280 4,660 1,160 1,580 2,980 5,260

× × × × × ×

平均年齢別利用子ども数 11 5 53 26 25 7

＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単価×子ども数 47,080 23,300 61,480 41,080 74,500 36,820

円284,260

15人

１号認定

3/100地域

２・３号認定

110人

令和４年度処遇改善臨時特例事業補助金の、「賃金改善要

件分」の月額が処遇改善等加算Ⅲの月額になります。  
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三 木 市 の 補 助 金 時 代 の 調 書 に 、 処 遇 改 善 等 加 算 Ⅲ の 月 額 に あ た る 部 分 が 表

示 さ れ て い ま す 。  

 

施設名

施設区分

地域区分

R3利用定員 2.3号定員：110人

R4利用定員 2.3号定員：110人

平均年齢別児童数計算 単位：人

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

教育 4歳以上 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

教育 3歳児 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

保育 4歳以上 52 52 52 52 52 53 54 54 54 54 54 54 53

保育 3歳児 25 25 25 26 27 27 27 27 27 27 26 26 26

保育 1・2歳児 24 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 25

保育 乳児 6 6 6 6 6 6 7 8 8 8 8 8 7

補助額算定

賃金改善

要件分
補助基準額

補助月額↓

284,260円

568,520円

賃金改善

要件分
補助基準額

国家公務員給与改定

対応部分
補助基準額

補助月額↓

355,730円

2,134,380円

備考欄

ここの金額が処遇改善等加算Ⅲの月額になる見込みです。

令和4年度（6カ月分）

※記載例です。
R3.R4補助額合計

※令和４年度補助額内訳

賃金改善要件分：284260円ｘ６ヵ月＝1705560円
2,702,900円

国家公務員給与改定対応部分：71470円ｘ６ヵ月＝428820円

7人

補助額 55,220円 27,450円 80,030円 53,040円 94,000円 45,990円

平均年齢別児童数 11人 5人 53人 26人 25人

740円 830円 350円 460円 780円 1,310円

4,280円 4,660円 1,160円 1,580円 2,980円 5,260円

令和3年度（2カ月分）

令和4年度分
教育 保育

4歳以上 3歳児 4歳以上 3歳児 1・2歳児 乳児

7人

補助額 47,080円 23,300円 61,480円 41,080円 74,500円 36,820円

平均年齢別児童数 11人 5人 53人 26人 25人

3歳児 1・2歳児 乳児

4,280円 4,660円 1,160円 1,580円 2,980円 5,260円

令和3年度
実績← →見込 平均年齢別

児童数

令和3年度分
教育 保育

4歳以上 3歳児 4歳以上

80人 3号定員 30人

1号定員 15人 2号定員 80人 3号定員 30人
3/100地域

1号定員 15人 2号定員

処遇改善臨時特例交付金に係る

平均年齢別児童数及び補助額算定調書

令和　　年　　月　　日

記載例認定こども園

幼保連携型認定こども園 公私区分 私立
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● 配 分 で 気 を 付 け た い こ と  

 

 国 の ル ー ル と し て 、 処 遇 改 善 等 加 算 Ⅲ は 、  

 

・ 必 ず 全 額 を 職 員 の 処 遇 改 善 に 充 て る 必 要 が あ る  

・ 金 額 の 3 分 の 2 以 上 は 毎 月 の 給 与 に 乗 せ る 必 要 が あ る  

・ 法 人 理 事 を 兼 務 す る 園 長 に は 配 分 で き な い  

・ 継 続 的 な 賃 金 改 善 を 行 う こ と  

 

と い う も の が あ り ま す 。 こ の 中 で 、「 金 額 の 3 分 の 2 以 上 は 毎 月 の 給 与 に 乗

せ る 必 要 が あ る 」 と い う ル ー ル で す が 、 こ れ は 裏 を 返 せ ば  

「 金 額 の 3 分 の １ 未 満 ま で は ス ト ッ ク し て お け る 」  

と も 取 れ ま す 。  

計 画 通 り 100％ 支 払 っ て い る 中 で 年 度 途 中 の 雇 用 が あ る と 、そ の 人 の 分 の

処 遇 Ⅲ の 配 分 に 悩 ん で し ま う と 思 い ま す 。 そ こ で 、 3 分 の 1 ス ト ッ ク を し て

お け ば 、 そ こ か ら 年 度 途 中 の 雇 用 に 対 応 し て い た だ き 、 最 終 的 に 余 っ た 分 を

一 時 金 と し て 支 払 え ば 金 額 を 使 い 切 る こ と が 出 来 ま す 。  

 

● 令 和 4 年 度 に お け る 処 遇 改 善 等 加 算 Ⅲ の 認 定 に つ い て  

 令 和 4 年 度 に 限 り 、処 遇 改 善 臨 時 特 例 事 業 を 実 施 し て い る 施 設 は 処 遇 改 善

等 加 算 Ⅲ を 実 施 し て い る も の と み な し 、改 め て 認 定 を 行 う こ と は あ り ま せ ん 。 

 ⇒ 令 和 4 年 度 に 限 り 、処 遇 改 善 等 加 算 Ⅲ の 計 画 書 は 不 要 、と い う こ と に な

っ て い ま す 。 た だ 、 国 か ら の 通 知 の 上 で は 、 と い う お 話 で す 。 実 際 に 配

分 を 計 画 す る に あ た り 、 処 遇 Ⅰ の 資 料 等 に 金 額 を 記 載 す る 必 要 が あ る の

で 、 結 局 は 作 成 の 必 要 が あ る と 思 わ れ ま す 。  

  ま た 、 実 績 報 告 は 必 要 に な り ま す の で ご 注 意 下 さ い 。  
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参 考 に し た 資 料 等  

 

・ 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 及 び そ の 他 政 令 等  

・ 児 童 福 祉 法 及 び そ の 他 政 令 等  

・ 特 定 教 育 ・ 保 育 、 特 別 利 用 保 育 、 特 別 利 用 教 育 、 特 定 地 域 型 保 育 、 特 別 利

用 地 域 型 保 育 、 特 定 利 用 地 域 型 保 育 及 び 特 例 保 育 に 要 す る 費 用 の 額 の 算 定

に 関 す る 基 準 等 （ 令 和 ４ 年 ９ 月 3０ 日 内 閣 府 告 示 第 ９ ８ 号 ）  

・ 特 定 教 育 ・ 保 育 等 に 要 す る 費 用 の 額 の 算 定 に 関 す る 基 準 等 の 実 施 上 の 留 意

事 項 に つ い て （ 令 和 ４ 年 １ １ 月 ７ 日 付 け 府 子 本 第 ９ ６ ７ 号 ・ ４ 文 科 初 第 １

５ ４ ７ 号 ・ 子 発 １ １ ０ ７ 第 ２ 号 ）  

・ 施 設 型 給 付 費 等 に 係 る 処 遇 改 善 等 加 算 に つ い て （ 令 和 ４ 年 １ １ 月 ７ 日 付 け

府 子 本 第 ９ ６ ８ 号 ・ ４ 文 科 初 第 １ ５ ５ ３ 号 ・ 子 発 １ １ ０ ７ 第 ３ 号 ）  

・ 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 新 制 度 に つ い て （ 令 和 ４ 年 ７ 月 内 閣 府 ・ 子 ど も 子 育 て

本 部 ）  

・ 施 設 型 給 付 費 等 に 係 る 処 遇 改 善 等 加 算 Ⅰ 及 び 処 遇 改 善 等 加 算 Ⅱ に 係 る 認 定

申 請 書 等 記 載 要 領 （ 令 和 ３ 年 度 分 ）  

・ 公 定 価 格 に 関 す る FAQ 

・ 給 付 費 単 価 一 覧 表  

・ 令 和 ４ 年 度 （ 令 和 ３ 年 度 か ら の 繰 越 分 ） 保 育 士 等 処 遇 改 善 臨 時 特 例 交 付 金

交 付 要 綱 （ 令 和 ４ 年 ４ 月 １ ９ 日 付 け 府 子 本 第 ５ ８ １ 号 の 別 紙 ）  

・ 第 61 回 子 ど も 子 育 て 会 議 の 資 料 ３  
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認定区分早見表 
※ 誕 生 日 が 6 月 10 日 と し て  

 

 

 

 

 

 

 

 

生誕

6月10日 6月10日 6月10日 6月10日 6月10日 6月10日 6月10日

年齢 満６歳

年度

クラス

※

※部分は、別途条件あり

５歳児（年長）

施設等利用

給付認定  新 １号認定        _

 新 ３号認定  新 ２号認定

教育・保育

給付認定

 ３号認定（保育） ２号認定（保育）

１号認定（教育）

4月1日 4月1日

０歳 満１歳 満２歳 満３歳 満４歳 満５歳

小
学
校
入
学

4月1日

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児（年少） ４歳児（年中）

4月1日 4月1日 4月1日 4月1日

三 木 市 教 育 委 員 会   

教 育 振 興 部  教 育 ・ 保 育 課  入 所 ・ 給 付 係   


